
整理番号 １

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 白水川 事業実施主体 北海道森林管理局（しらみずかわ）
（都道府県名） （北海道） 石狩森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 石狩森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、定山渓温泉郷の上流に位置する渓流崩壊地であり、この荒廃地よ
り不安定土砂が融雪・降雨のたびに沢に流出し、下流にある国道及び温泉街に流
入していることから、事業を実施した。

主な事業内容 渓間工 1基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 29,005千円
総 便 益（Ｂ） 250,771千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.65

② 事業効果の発現 平成14年7月の台風6号による豪雨の際には、保全対象への土砂の流出等はなか
状況 った。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、石狩森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し不安定土砂の安定が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該箇所は定山渓温泉郷の上流であり、渓流崩壊地より流出した土砂が国道及
変化 び温泉街に流出していたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：温泉街、国道

⑥ 今後の課題等 環境保全機能及び防災機能を長期にわたって発揮させるため、森林整備及び施
設の点検等を適切に実施していく必要がある。
地元の意見：施工後は、降雨時にも土砂の流出等が発生しないなど比較的安定し

ており、治山事業の効果を再認識している。また、防災効果をいっ
そう高めるため、周囲の森林整備を実施してほしい。（札幌市）

第三者委員会の意見 費用対効果の数字だけでは、国民には理解されにくいので、文学的表現も必要
ではないか。

現地を見ながらの審議・検討は解りやすく、必要なことである。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 沼前 事業実施主体 北海道森林管理局（ぬままえ）
（都道府県名） （北海道） 石狩森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 石狩森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、日本海に隣接した魚付き保安林である。直下に民家があり、傾斜
が急なため毎年融雪期に落石が発生していた。このまま放置しておけば、さらに
崩壊が進み、土砂が流出する恐れがあるため事業を実施した。

主な事業内容 落石防止柵工 87.5m

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 39,925千円
総 便 益（Ｂ） 96,052千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.41

② 事業効果の発現 平成14年には、保全対象への落石の被害はなかった。
状況

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、石狩森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、融雪期においても落石の発生はなく復旧効果は有効に機能し
環境の変化 ている。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該箇所は急傾斜地より融雪により崩壊が進み、直下の民家に落石の被害が出
変化 ていたが,本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：民家、国道

⑥ 今後の課題等 環境保全機能及び防災機能を長期にわたって発揮させるため、森林整備及び施
設の点検等を適切に実施していく必要がある。
地元の意見：施工後は、降雨時にも土砂の流出等が発生しないなど比較的安定し

ており、治山事業の効果を再認識している。また、防災効果をいっ
そう高めるため、周囲の森林整備を実施してほしい。（積丹町）

第三者委員会の意見 完成時と現況の写真は、同じアングルで撮影してあれば、解りやすく説得力が
ある。

評価結果 ・必要性： 傾斜が急なため毎年融雪期には落石が発生していた状況から、放置
すれば崩壊地の拡大等が懸念され、直下の民家への被害を未然防止の
意味においても当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、直下の民家への被害の未然防止等が図られてお
り、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成５年度～８年度（４年間）

事業実施地区名 金山沢 事業実施主体 北海道森林管理局（かなやまざわ）
（都道府県名） （北海道） 石狩森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 石狩森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、水源かん養保安林であり、漁川ダムがある。事業施工箇所の山腹
面崩壊箇所は、急斜面のため融雪・豪雨時に崩土が渓床内に流出し、漁川ダムに
流下する恐れがあることから、事業を実施した。

主な事業内容 山腹工 0.19ha
植栽工 1350本

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 37,103千円
総 便 益（Ｂ） 123,684千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.33

② 事業効果の発現 平成14年の融雪期には、保全対象への雪崩による土砂流出はなかった。また、
状況 台風の上陸に伴う降雨に際しても、下流への土砂流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、石狩森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、融雪期においても雪崩等の発生はなく安定が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該箇所は恵庭市の水瓶である漁川ダムの上流であり、山腹面の崩壊箇所より
変化 崩土が降雨の度に直下の渓流に流出し、漁川ダムに流出していたが、本事業の実

施により安定が図られた。
保全対象：漁川ダム、国道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備及び施設の点検等を
適切に実施していく必要がある。
地元の意見：施工後は、降雨時にも土砂の流出等が発生しないなど比較的安定し

ており、治山事業の効果を再認識している。また、防災効果をいっ
そう高めるため、周囲の森林整備を実施してほしい。（恵庭市）

第三者委員会の意見 費用対効果の数字だけでは、国民には理解されにくいので、文学的表現も必要
ではないか。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 滝の沢 事業実施主体 北海道森林管理局（たきのさわ）
（都道府県名） （北海道） 空知森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 空知森林管理署

事業の概要・目的 当該流域に渓岸沿いに崩壊地が随所に見られ、渓床に不安定土砂も多量に堆積
しており、このまま放置すれば豪雨等により下流の民家や市道・JR線に被害を与
える恐れがあることから、渓床の不安定土砂の固定を図るため事業を実施した。

主な事業内容 渓間工 1基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 14,857千円
総 便 益（Ｂ） 61,188千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.12

② 事業効果の発現 施工後、不安定土砂の流出等による被害は発生していない。
状況

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、空知森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、融雪期・豪雨等においても不安定土砂の流出防止が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該地区の渓床には、渓岸崩壊等よる多量の不安定土砂が堆積していたが、本
変化 事業の実施により安定が図られた。

保全対象：民家、JR、国道、市道、

⑥ 今後の課題等 当流域の国土保全効果を発揮させるため、森林整備及び施設の点検等を適切に
実施していく必要がある。
地元の意見：施工後は、降雨時にも土砂の流出等が発生しないなど比較的安定し

ており、治山事業の効果を再認識している。（夕張市）

第三者委員会の意見 費用対効果の数字だけでは、国民には理解されにくいので、文学的表現も必要
ではないか。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 パンケホロカ源流 事業実施主体 北海道森林管理局
（都道府県名） 空知森林管理署（ぱんけほろかげんりゅう）

（北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 空知森林管理署

事業の概要・目的 当該流域に露天掘り跡地及び渓岸沿いに崩壊地が随所に見られ、渓床に不安定
土砂も多量に堆積しており、このまま放置すれば豪雨等により下流の民家や国道
に被害を与える恐れがあることから、渓床の不安定土砂の固定を図るため事業を
実施した。

主な事業内容 渓間工 1基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 18,689千円
総 便 益（Ｂ） 33,317千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.78

② 事業効果の発現 施工後においては、降雨時等による被害は発生していない。
状況

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、空知森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、融雪期・豪雨等においても不安定土砂の流出防止が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該地区の渓床には、渓岸崩壊等よる多量の不安定土砂が堆積していたが、本
変化 事業の実施により安定が図られた。

保全対象：国道、林道、

⑥ 今後の課題等 当流域の国土保全効果を発揮させるため、森林整備及び施設の点検等を適切に
実施していく必要がある。
地元の意見：施工後は、降雨時にも土砂の流出等が発生しないなど比較的安定し

ており、治山事業の効果を再認識している。（夕張市）

第三者委員会の意見 完成時と現況の写真は、同じアングルで撮影するように心がけを。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 神居沢 事業実施主体 北海道森林管理局（かむいさわ）
（都道府県名） （北海道） 空知森林管理署 芦別事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 空知森林管理署 芦別事務所

事業の概要・目的 当該箇所は、集中豪雨及び融雪の度に崩壊地が発生し、渓床に多量の不安定土
砂が堆積していた箇所である。この地域一帯は、変成岩の脆弱な地質であること
から、降雨・融雪等により荒廃地が拡大し、下流の市道、農耕地に被害を与える
恐れがあるとして、地元市長より要請があり、民生安定上必要な事業であるため
実施した。

主な事業内容 渓間工 1基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 52,913千円
総 便 益（Ｂ） 108,323千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.05

② 事業効果の発現 施工後においては、降雨時等による被害は発生していない。
状況

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、空知森林管理署 芦別事務所にお
された施設の管理 いて管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出防止され、荒廃渓流の復旧整備が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該地区では、河川と市道が平衡しており大転石も多く渓床が高いことから、
変化 集中豪雨等により土石流が発生し、市道農耕地に被害を与えていたが、本事業の

実施により安定が図られた。
保全対象：市道、農耕地、

⑥ 今後の課題等 当流域の安定した林層形成による国土保全効果を長期にわたって発揮させるた
め、人工林の保育等森林整備を適切に実施していく必要がある。
地元の意見：施工後は、度重なる降雨にも係わらず、山腹崩壊や土砂流が発生せ

ず、下流の人家等に被害を与えることなく経過しており、治山事業
の効果を再認識している。（芦別市）

第三者委員会の意見 評価案については、特に異存はない。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 毛白老川 事業実施主体 北海道森林管理局（もしらいおかわ）
（都道府県名） （北海道） 胆振東部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 胆振東部森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、平成４年８月の集中豪雨により、山腹崩壊及び渓岸崩壊が発生
し、直下にある林道に被害をあたえた箇所である。その後、小規模な降雨によっ
ても崩壊地の拡大、土砂の流出が懸念され、直下の林道、さらにその下に位置す
る白老浄水場、農耕地等を保全するため実施した。

主な事業内容 渓間工 1基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 15,509千円
総 便 益（Ｂ） 53,343千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.44

② 事業効果の発現 事業実施により渓床内の不安定土砂の移動が抑止され融雪・豪雨時において
状況 も、下流の保全対象への土砂流出は発生していない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、胆振東部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出防止され、荒廃渓流の復旧整備が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該地区では、過去の集中豪雨等により複数の山腹崩壊が発生し、農耕地、道
変化 路及び公共施設にに被害を与えていたが,本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：林道、発電施設

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、人工林の保育等森林整備を適
切に実施していく必要がある。
地元の意見：施工後は、度重なる降雨にも係わらず、山腹崩壊や土砂流が発生せ

ず、下流の人家等に被害を与えることなく経過しており、治山事業
の効果を再認識している。（白老町）

第三者委員会の意見 評価案については、特に異存はない。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 水源地域緊急整備（国有林） 事業実施期間 平成４年度～８年度（５年間）

事業実施地区名 泉 事業実施主体 北海道森林管理局（いずみ）
（都道府県名） （北海道） 日高南部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 日高南部森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所箇所の地域には新冠ダムを含め、３箇所のダム及び発電施設があり、
降雨の度に山腹崩壊及び渓岸崩壊が発生により、貯水池に被害をあたえたことか
ら森林機能の向上を図るため実施した。

主な事業内容 渓間 ９基
植栽工 13ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である

総 費 用（Ｃ） 135,838千円
総 便 益（Ｂ） 819,871千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.04

② 事業効果の発現 事業実施により、平成10・11年の大型台風による集中豪雨時においてもの土砂
状況 流出は発生していない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、日高南部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出防止され、荒廃渓流の復旧整備が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該地区では、渓岸崩壊に伴う、多量の不安定土砂が降雨時に下流の多目的ダ
変化 ムに流入し被害を与えていたが,本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：発電所、町道、

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、人工林の保育等森林整備を適
切に実施していく必要がある。
地元の意見：施工後は、度重なる降雨にも係わらず、災害は減少してきている。

治山事業の効果を再認識している。（新冠町）

第三者委員会の意見 費用対効果の数字だけでは、国民には理解されにくいので、文学的表現も必要
と考える。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 オクルンベツ沢 事業実施主体 北海道森林管理局
（都道府県名） 日高南部森林管理署（おくるんべつさわ）

（北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 日高南部森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所と平衡に林道があり、降雨のたびに渓岸崩壊により林道に被害を与え
たことから、その保全のため実施した。

主な事業内容 渓間工 1基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 14,258千円
総 便 益（Ｂ） 40,687千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.85

② 事業効果の発現 事業実施により、平成10年の集中豪雨(161mm/日)及び11年の集中豪雨(155mm/
状況 日)においても下流の保全対象への土砂流出は発生していない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、日高南部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出防止され、荒廃渓流の復旧整備が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該地区では、渓岸崩壊に伴う多量の不安定土砂が発生し、林道に被害を与え
変化 ていたが,本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：林道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備を適切に実施してい
く必要がある。
地元の意見：施工後は、度重なる降雨にも係わらず、被害を与えることなく経過

しており、治山事業の効果を再認識している。（静内町）

第三者委員会の意見 完成時の写真と現況の写真の撮影アングルに配慮する必要がある。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 日陰の沢 事業実施主体 北海道森林管理局（ひかげのさわ）
（都道府県名） （北海道） 日高南部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 日高南部森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、降雨のたびに下流の発電所ダム及び道道中札内線に土砂が流出し
被害をあたえたことから、その保全のため実施した。

主な事業内容 渓間工 1基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 15,509千円
総 便 益（Ｂ） 155,236千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.01

② 事業効果の発現 事業実施により、平成10年の集中豪雨(161mm/日)及び11年の集中豪雨(155mm/
状況 日)においても下流の保全対象への土砂流出は発生していない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、日高南部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出防止され、荒廃渓流の復旧整備が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該地区では、渓岸崩壊に伴う多量の不安定土砂が発生し、林道に被害を与え
変化 ていたが,本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：道道、発電諸施設

⑥ 今後の課題等 現在、治山ダムは満砂状態に近く、今後も点検等の注意が必要である。また、
国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、人工林の保育等森林整備を適切
に実施していく必要がある。
地元の意見：施工後は、度重なる降雨にも係わらず、被害を与えることなく経過

しており、治山事業の効果を再認識している。（静内町）

第三者委員会の意見 完成時の写真と現況の写真の撮影アングルに配慮する必要がある。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 口滝の沢 事業実施主体 北海道森林管理局（くちたきのさわ）
（都道府県名） （北海道） 日高南部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 日高南部森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、降雨により崩壊地が発生し、下流の発電所ダムに土砂が流出しダ
ム機能の低下を早めていたことから、その保全のため実施した。

主な事業内容 空中散布緑化 2箇所

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 15,509千円
総 便 益（Ｂ） 156,329千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.08

② 事業効果の発現 事業実施により、草本により風雨による表土の移動が防止され土砂の流出がな
状況 くなった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、日高南部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地の拡大及び復旧整備が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該地区では、崩壊地の拡大により不安定土砂が発生し、発電所ダムに被害を
変化 与えていたが,本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：発電所、

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備を適切に実施してい
く必要がある。
地元の意見：施工後は、度重なる降雨にも係わらず、被害を与えることなく経過

しており、治山事業の効果を再認識している。（新冠町）

第三者委員会の意見 評価案については、特に異存はない。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 美河 事業実施主体 北海道森林管理局（みかわ）
（都道府県名） （北海道） 日高南部森林管理署浦河事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 日高南部森林管理署浦河事務所

事業の概要・目的 当該箇所は、融雪・降雨等のたび、複数の山腹崩壊が発生し、渓床内には、転
石及び不安定土砂が多量に堆積した箇所である。降雨等により土砂の流出を繰り
返し、直下の三石ダムに被害をあたえたことから、その保全のため実施した。

主な事業内容 渓間工 1基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 26,595千円
総 便 益（Ｂ） 154,765千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.82

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の移動が防止され、渓床内が安定したため融雪・
状況 豪雨時においても保全対象への土砂流出がなくなった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、日高南部森林管理署 浦河事務所
された施設の管理 において管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出防止され、荒廃渓流の復旧整備が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該地区では、渓岸崩壊に伴う多量の不安定土砂が発生し、林道に被害を与え
変化 ていたが,本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：林道、

⑥ 今後の課題等 安定した森林形成による国土保全効果を発揮させるため、造林地の生育に応じ
た本数調整伐等の森林整備を適切に実施していく必要がある。
地元の意見：今後とも、土砂の流出を抑止するために、治山事業を継続して実施

してほしい。（三石町）

第三者委員会の意見 費用対効果の数字だけでは、国民には理解されにくいので、文学的表現も必要
ではないか。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 平成４年度～８年度（５年間）広域総合生活環境保全整備（国有林）

事業実施地区名 漁川 事業実施主体 北海道森林管理局（いさりかわ）
（都道府県名） （北海道） 石狩森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 石狩森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、札幌から支笏湖に至る国道（453号）札幌支笏湖線に接してお
り、漁岳の登山口、車（マイカー）の休憩所等として入込者も多い。このため、
既設治山施設と併せて森林の有する生活・保健休養等を高度に発揮する森林の整
備を実施。また、低ダムを施工し面的空間を造ることにより、土砂・転石を拡散
・分離しコントロールする「低ダム群工法」を採用し複数施工した。

主な事業内容 渓間工 11基
標識設置 1枚
植栽工外 172本

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 370,269千円
総 便 益（Ｂ） 1,063,052千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.87

② 事業効果の発現 平成14年7月の台風6号による豪雨の際には、保全対象への土砂の流出等はなか
状況 った。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、石狩森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し不安定土砂の安定が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当該箇所は恵庭市の水瓶である漁川ダムの上流であり、渓床に堆積した不安定
変化 土砂が降雨の度に漁川ダムに流出していたが、本事業の実施により安定が図られ

た。
保全対象：漁川ダム、国道

⑥ 今後の課題等 環境保全機能及び防災機能を長期にわたって発揮させるため、森林整備及び施
設の点検等を適切に実施していく必要がある。
地元の意見：施工後は、降雨時にも土砂の流出等が発生しないなど比較的安定し

ており、治山事業の効果を再認識している。また、防災効果をいっ
そう高めるため、周囲の森林整備を実施してほしい。（恵庭市）

第三者委員会の意見 環境整備の植栽工と復旧治山等の植栽工について、用語を区別すべきではない
か。

代表的な事例については、ホームページを活用するなど、色々な場面を捉えて
国民に積極的にＰＲすべき。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等
が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全
等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各館点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 堀割沢 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局（ほりわりさわ）
（都道府県名） （北海道） 留萌南部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
留萌南部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、留萌市南東部に位置し、過去に豪雨等の影響により水田等へ土砂が
流出する被害が発生した。

このため、渓床勾配を緩和して、不安定土砂の移動及び崩壊の発生を防止し、
人家や国道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ２２，１５６ 千円
総 便 益（Ｂ） ７１，１１８ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．２１

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の度重なる豪雨、融雪時においても土砂流出の発生が抑制さ

れ、復旧対策は有効に機能している。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、留萌南部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、新第三紀層の砂岩・泥岩及び礫岩層の脆弱な地層であることから融
変化 雪及び豪雨時における荒廃地の拡大等が懸念されていたが、本事業の実施により

安定が図られた。
保全対象：人家５戸・国道２３３号線・ＪＲ留萌線・水田

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見：工事施工後、度重なる豪雨、融雪時における水田、国道等への土砂

流出もなく、事業の効果を認識している。（留萌市）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊
地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮
のため当事業が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、不安定土砂の安定等によって下流域の保全等が
図られており事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工手・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 上紀念沢 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局（かみきねんさわ）
（都道府県名） （北海道） 留萌南部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
留萌南部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、留萌郡小平町東部に位置し、過去に豪雨等の影響による不安定な転
石や土砂の流出により水質汚濁や下流保全対象に被害が発生した。

このため、渓床勾配を緩和し、不安定土砂の移動及び転石の流出を防止し、下
流の民生安定及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析は行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ３２，８４３ 千円
総 便 益（Ｂ）１０７，８５２ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．２８

② 事業効果の発現 事業実施により、渓床勾配が緩和されたため、ダム上流の不安定土砂や転石の
状況 安定が図られたため、事業完了後の豪雨、融雪時においても土砂流出等の発生が

抑制され、復旧対策は有効に機能している。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、留萌南部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂や転石の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、白亜紀の泥岩層、砂質泥岩層を主体とする脆弱な地層であることか
変化 ら、融雪及び豪雨時における荒廃地の拡大等が懸念されていたが、本事業の実施

により安定が図られた。
保全対象：道道１２６号線・小平ダム

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、河川の汚濁防止に注意し森林
整備などを適切に実施していく必要がある。また、今後の事業においてもコスト
縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：工事施工後、度重なる豪雨、融雪時における土砂の流出や転石

の移動もなく、事業の効果を認識している。（小平町）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 荒廃地及び渓床に堆積する不安定な転石土砂の状況から、放置すれ
ば荒廃地や水質汚濁の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等
保安林機能の発揮のため当事業が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、不安定土砂や転石の安定等によって下流域の
保全等が図られており事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工手・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第３者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 小川の沢 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局（おがわのさわ）
（都道府県名） （北海道） 留萌南部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
留萌南部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、苫前郡苫前町南東部に位置し、上流右岸側斜面に崩壊の兆候が見ら
れ、今後の降雨等により崩壊の危険性があること、過去に豪雨等の影響により下
流域へ土砂が流出していた。

このため、渓床勾配を緩和して山腹崩壊を防止し、人家や国道等の保全及び保
安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果の
の算定基礎となっ 分析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ）１８，８９８ 千円
総 便 益（Ｂ）７９，１４１ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４．１９

② 事業効果の発現 事業の実施により、渓床勾配が緩和され山腹崩壊の防止及び不安定土砂の安定
状況 が図られた。

また、事業完了後の度重なる豪雨、融雪時における増水等においても山腹崩壊
の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、留萌南部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、山腹崩壊防止及び不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、新第三紀層の礫岩・砂岩及び泥岩の互層からなる脆弱な地層である
変化 ことから、降雨等によって山腹崩壊等が懸念されていたが、本事業の実施により

安定が図られた。
保全対象：国道２３９号線

⑥ 今後の課題等 国土保全機能を長期にわたって発揮させるため、荒廃山地の崩壊等の予防に係
わる保安施設事業を適切に実施していく必要がある。また、今後の事業において
もコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：工事施工後、度重なる豪雨、融雪時における出水があったが、山腹

崩壊を発生させず、国道への土砂流出もなく事業の効果を認識して
いる。（苫前町）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 上流右岸に発現していた崩壊の兆候から、放置すれば山腹崩壊発生
が懸念されることから、下流の保全等保安林機能の発揮のため、当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、渓床勾配の緩和等によって下流域の保全等が図
られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に対応した最も効果的かつ効率的
な工手・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト
縮減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である予防対策が有効に機
能し、保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 羽衣地区 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局（はごろもちく）
（都道府県名） （北海道） 上川中部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
上川中部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、上川郡東川町東部に位置し、平成６年８月の集中豪雨により山腹崩
壊するとともに崩壊土砂が流出し、下流の遊歩道を一時通行不能にする被害が発
生した。

このため、山腹崩壊地の拡大及び土砂の流出を防止し、遊歩道や河川の保全及
び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 山腹工 ０．８０ｈａ

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） ２４，７７５千円
総 便 益（Ｂ） ９４，５７４千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．８２

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂の安
状況 定が図られた。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、上川中部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂の安
環境の変化 定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山泥流の堆積層からなる脆弱な地質構造であることから融雪及び
変化 豪雨時における崩壊地の拡大が懸念されていたが、本事業の実施により安定が図

られた。
保全対象：宿泊施設・遊歩道・道道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。

地元の意見：工事施工後、斜面には植生が繁茂し、土砂崩壊もなく事業の効果を
認識している。遊歩道としての活用効果も大きい。（東川町）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 崩壊地及び渓岸に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊
地の拡大が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮の
ため当事業が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、崩壊地に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び
不安定土砂の安定が図られており事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工手で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し、保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 オンネナイ沢 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局（おんねないさわ）
（都道府県名） （北海道） 上川中部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
上川中部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、旭川市西部に位置し、平成６年８月の集中豪雨により山腹が崩壊す
るとともに崩壊土砂が河川に流出する被害が発生した。

このため、山腹崩壊地の拡大及び崩壊土砂の流出を防止し、国道・河川等の保
全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 山腹工 ０．４０ｈａ

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） ３０，８２３千円
総 便 益（Ｂ） ９５，６８８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．１０

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂の安
状況 定が図られた。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、上川中部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂の安
環境の変化 定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、先白亜紀の緑色片岩類を主体とし断層も見られる複雑な地層である
変化 ことから、降雨等によって山腹崩壊等が懸念されていたが、本事業の実施により

安定が図られた。
保全対象：国道１２号線・石狩川

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である
地元の意見：工事施工後、緑化による法面の保護効果が高まり、新たな山腹崩壊

が発生せず、事業の効果を認識している。（旭川市）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 崩壊地の状況から、放置すれば崩壊地の拡大が懸念されることか
ら、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事業が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、崩壊地に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び
不安定土砂の安定等によって下流域の保全等が図られており事業の有
効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工手で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し、保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 生活環境保全林整備（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 浮島地区 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局（うきしまちく）
（都道府県名） （北海道） 上川中部森林管理署上川事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
上川中部森林管理署上川事務所

事業の概要・目的 当地区は、北海道中部の上川郡上川町北東部に位置する「上川浮島風景林」
で、高地に広がる湿原地帯に、大小７０余りの湖沼が点在し貴重な湿原動植物の
宝庫である等、人々に広く親しまれている。

また、近年の自然志向ブームで入り込み者が急増している。
このため、荒廃森林について植栽工等の森林整備を行い、保安林機能の維持増

進を図った。

主な事業内容 植栽工 １８ha 管理車道 ３．８km
管理歩道 ３３１m

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） １０４，４２９千円
総 便 益（Ｂ） ４８０，３９７千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４．６０

② 事業効果の発現 本事業の実施により、森林の整備、改良による保安林機能の維持増進が図られ
状況 た。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、上川中部森林管理署上川事務所に
された施設の管理 おいて管理されている。
状況

④ 事業実施による 本事業の実施により、森林の整備、改良による保安林機能の維持増進が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、近年の自然志向ブームの影響を受け入り込み者が急増しており、湿
変化 原内等の踏み荒らしによる貴重な動植物保護対策等が急がれていたが、本事業の

実施により保安林機能の維持増進が図られた。

⑥ 今後の課題等 保健休養の場等として保安林機能を長期に発揮させるため、森林整備などを適
切に実施していく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を
続けることが必要である。
地元の意見：工事施工後、入り込み者から好評を得ており、また、湿原内の踏み

荒らしも防止され、事業の効果を認識している。（上川町）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性：近年入り込み者が急増していることから、植栽と付帯施設の整備等に
よる保安林機能発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性：事業の実施により森林の整備・改良が図られており、事業の有効性が
認められる。

・効率性：事業の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工種
・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に
努めていることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である森林の整備・改良に
よって保安林機能の増進が図られているものと認められる。



整理番号 ２０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 ニセパオマナイ川 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局
（都道府県名） 上川南部森林管理署（にせぱおまないかわ）

（北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
上川南部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、勇払郡占冠村南部に位置し、過去に融雪や豪雨等の影響により山腹
崩壊するとともに国道等に崩壊土砂が流出する被害が発生した。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、国道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である

総 費 用（Ｃ） ２５，５４４ 千円
総 便 益（Ｂ） ６８，６３５ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．６９

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られたため事業完了後の融雪、豪雨時
状況 においても土砂流出の発生が抑制され、復旧対策は有効に機能している。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、上川南部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、白亜紀の砂岩を主体とする脆弱な地層であることから融雪及び豪雨
変化 時における崩壊地の拡大等が懸念されていたが、本事業の実施により安定が図ら

れた。
保全対象：国道２７４号線

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である
地元の意見：工事施工後、度重なる豪雨、融雪時の出水があったが山腹崩壊や土

砂流出が発生せず事業の効果を認識している。
今後も、より防災効果を高めるため、周辺の整備をお願いする。
（占冠村）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 崩壊地及び上流部に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩
壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発
揮のため当事業が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、不安定土砂の安定等により下流域の保全が図ら
れており事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工手で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し、保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ２１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 熊の沢 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局（くまのさわ）
（都道府県名） （北海道） 上川南部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
上川南部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、富良野市西部に位置し、上流部には山腹崩壊地が点在、過去に融雪
や豪雨等の影響により崩壊土砂が流出する被害が発生した。

このため、崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防止
し、道道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である

総 費 用（Ｃ） １７，９６８ 千円
総 便 益（Ｂ）１００，２６６ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ５．５８

② 事業効果の発現 事業の実施により、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後度重なる豪雨時においても、崩壊地の拡大等がなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、上川南部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、比較的堅硬な岩質によって占められているが、断層が走り蛇紋岩が
変化 迸入するなど複雑な地質構造であり、融雪、豪雨時等に崩壊土砂の流出が発生し

ていたが、本事業の実施により安定が図られた。

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を認識している。（富良野市）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の
発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、不安定土砂の安定等により下流域の保全が図ら
れており事業の有効性が認められる

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工手で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し、保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ２２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 御料２の沢 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局（ごりょう２のさわ）
（都道府県名） （北海道） 空知森林管理署北空知支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
空知森林管理署北空知支署

事業の概要・目的 当地区は、空知郡幌加内町南部に位置し、平成６年８月の集中豪雨により山腹
崩壊するとともに崩壊土砂が流出し下流の発電所に被害を及ぼしかねない被害が
発生した。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、発電所等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である

総 費 用（Ｃ） ３６，７５２ 千円
総 便 益（Ｂ）１３０，４６６ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．５５

② 事業効果の発現 事業の実施により、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の度重なる豪雨時においても、崩壊地の拡大等がなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、空知森林管理署北空知支署におい
された施設の管理 て管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、新第三紀層の泥岩層からなる脆弱な地質構造であり、融雪、豪雨時
変化 等に森林の被害、崩壊地の拡大等が懸念されていたが、本事業の実施により安定

が図られた。
保全対象：鷹泊発電所、鷹泊貯水池

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である
地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら

れず、事業の効果を認識している。（深川市）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の
発揮のため当事業の実施が必要であった

・有効性： 事業の実施により、不安定土砂の安定等により下流域の保全が図ら
れており事業の有効性が認められる

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工手で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し、保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ２３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 天幕の沢地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
てんまくのさわ

（都道府県名） （北海道） 網走西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 網走西部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、紋別郡丸瀬布町西部に位置し、平成４年８月の集中豪雨により渓岸
崩壊及び渓床浸食が進み、林道に被害を及ぼしたが、多くの不安定土砂が渓床内
に堆積し、今後の豪雨・融雪により直下の道々等に被害を及ぼす恐れが大きくあ
った。

このため、渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防止し、道々や林道の保
全及び保安林機能の増進を図った。
・主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 17,360
総便益( ) 千円B 33,420

B/C 1.93分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸の崩壊地や浸食地の復旧及
状況 び不安定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年７月豪雨（ ㎜／日）及び平成１３年９月の137
１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。103

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走西部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸の崩壊地や浸食地の復旧及
環境の変化 び不安定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、融雪や豪雨の度に渓岸の崩壊や浸食により土砂の流出が発生してい
変化 たが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象： 道々、林道

⑥ 今後の課題等 当該流域内には、１５～２５年生の造林地が多くあり、国土保全効果を長期に
わたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施していく必要性がある。ま
た、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
・地元の意見： 工事施工後は、土砂流出等による被害が発生しておらず、事業

の効果を認識している （丸瀬布町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 渓岸の崩壊及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
土砂流出の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能
の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により渓岸崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ２４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成５年度～８年度（４年間）

事業実施地区名 五十一点沢地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
ごじゅういってんざわ

（都道府県名） （北海道） 網走西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 網走西部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、紋別郡丸瀬布町南部に位置し、平成４年８月の集中豪雨により五十
一点沢支流域において渓床浸食が進んだことにより土砂が流出し、林道に被害を
及ぼしたため、平成５年度に着手し、農地、林道の保全及び保安林機能の増進を
図った。

・主な事業内容 渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 31,348
総便益( ) 千円B 50,015

B/C 1.60分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸浸食地の復旧及び不安定土
状況 砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年７月豪雨（ ㎜／日）及び平成１３年９月の137
１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。103

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走西部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸浸食地の復旧及び不安定土
環境の変化 砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、融雪や豪雨の度に渓岸が浸食され土砂の流出が発生していたが、本
変化 事業の実施により安定が図られた。

保全対象： 農地、林道

⑥ 今後の課題等 当該流域内には、２５年生前後の造林地が多くあり、国土保全効果を長期にわ
、 。 、たって発揮させるため 森林整備などを適切に実施していく必要性がある また

今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
、 、・地元の意見： 当該箇所は比較的奥地ではあるが 下流には人家や道々もあり

今後も被害が発生しないよう努めてもらいたい （丸瀬布町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 渓岸の浸食及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
土砂流出の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能
の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により渓岸浸食地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ２５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 アマリナイの沢地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
（都道府県名） （北海道） 網走西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 網走西部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、紋別郡丸瀬布町西部に位置し、平成４年８月の集中豪雨により上流
より流下した土砂が不安定な状態で堆積し、さらに、その後の豪雨・融雪により
渓床の荒廃が拡大してきたことから、今後の豪雨等により土砂が流出し、下流の
道々や林道等に被害を及ぼす恐れが大きくあった。

このため、渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防止し、道々や林道の保
全及び保安林機能の増進を図った。
・主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 30,588
総便益( ) 千円B 52,981

B/C 1.73分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓岸に植生が回復し、渓岸浸食の復旧及び不安定土砂の安定が
状況 図られた。

また、事業完了後の平成１０年７月豪雨（ ㎜／日）及び平成１３年９月の137
１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。103

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走西部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓岸に植生が回復し、渓岸浸食の復旧及び不安定土砂の安定が
環境の変化 図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、融雪や豪雨の度に渓床内の不安定土砂の移動が見られたが、本事業
変化 の実施により安定が図られた。

保全対象： 道々、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要性がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けるこ
とが必要である。
・地元の意見： 今後も被害が発生しないよう努めてもらいたい （丸瀬布町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば土砂流出の拡大
等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当
事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ２６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 十勝石の沢地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
と か ち い し の さ わ

（都道府県名） （北海道） 網走西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 網走西部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、紋別郡白滝村西部に位置し、これまでも上流域の崩壊地等から流下
してきた不安定土砂が渓床内に堆積し、豪雨時等には林道決壊等の被害を与えて
いたため、４基の治山ダムを設置してきていた。その後の経年変化によりさらに
不安定土砂が生産、流下し既設の施設のみでは土砂流出を抑制できず、直下の鉄
道や国道等に被害を及ぼす恐れが大きくあった。

このため、渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防止し、鉄道や国道等の
保全及び保安林機能の増進を図った。
・主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 22,253
総便益( ) 千円B 72,348

B/C 3.25分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸浸食の復旧及び不安定土砂
状況 の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年７月豪雨（ ㎜／日）及び平成１３年９月の137
１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。103

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走西部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸浸食の復旧及び不安定土砂
環境の変化 の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、融雪や豪雨の度に渓床内の不安定土砂の流出が発生していたが、本
変化 事業の実施により安定が図られた。

保全対象： 鉄道（ＪＲ石北本線 、国道（３３３号線 、人家） ）

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要性がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けるこ
とが必要である。
・地元の意見： 工事施工により土砂流出等による被害が発生しておらず、安全

が保たれているものと認識している。今後も被害が発生しないよ
うに努めてもらいたい （白滝村）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば土砂流出の拡大
等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当
事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ２７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 上古丹支流地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
うえんこたんしりゅう

（都道府県名） （北海道） 網走西部森林管理署西紋別支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 網走西部森林管理署西紋別支署

事業の概要・目的 当地区は、紋別市南部に位置し、流域面積が比較的大きいことから豪雨時等に
は急激に増水し、渓岸崩壊や渓床浸食により不安定土砂が流下し、林道決壊等の
被害を与えていたため、上流域に３基の治山ダムを設置していた。その後の経年
変化によりさらに不安定土砂の堆積が進み、既設の施設のみでは抑制できずに、
林道等に被害を及ぼす恐れが大きくあった。

このため、渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防止し、道々や農地、林
道の保全及び保安林機能の増進を図った。
・主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 11,872
総便益( ) 千円B 27,557

B/C 2.32分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸崩壊や渓床浸食の復旧及び
状況 不安定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年９月の５号台風（ ㎜／日）及び平成１３年150
９月の１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。79

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走西部森林管理署西紋別支署に
された施設の管理 おいて管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸崩壊や渓床浸食の復旧及び
環境の変化 不安定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、融雪や豪雨の度に渓岸崩壊等により土砂の流出が発生していたが、
変化 本事業の実施により安定が図られた。

保全対象： 林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要性がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けるこ
とが必要である。
・地元の意見： 工事施工後は、土砂流出等による被害が発生しておらず、事業

の効果を認識している （紋別市）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 渓岸の崩壊及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
土砂流出の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能
の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により渓岸崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ２８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 鎌倉沢地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
かまくらざわ

（都道府県名） （北海道） 網走西部森林管理署西紋別支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 網走西部森林管理署西紋別支署

事業の概要・目的 当地区は、紋別郡滝上町南部に位置し、これまでの豪雨等により発生した渓岸
崩壊及び渓床浸食等で生産された不安定土砂が多く堆積し、今後の豪雨・融雪に
より流下し、下流域の農地及び林道等に被害を及ぼす恐れが大きくあった。

このため、渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防止し、農地や林道の保
全及び保安林機能の増進を図った。
・主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 27,499
総便益( ) 千円B 39,170

B/C 1.42分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸崩壊や渓床浸食の復旧及び
状況 不安定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年７月の５号台風（ ㎜／日）及び平成１３年150
９月の１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。79

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走西部森林管理署西紋別支署に
された施設の管理 おいて管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸崩壊や渓床浸食の復旧及び
環境の変化 不安定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、融雪や豪雨の度に渓岸崩壊により土砂が流出し、下流域の農地へ被
変化 害を及ぼすこともあったが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象： 農地、林道

⑥ 今後の課題等 当該流域内には、昭和３０年代から平成７年度植栽までの造林地が多くあり、
国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施して
いく必要性がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見： 工事施工後は、土砂流出等による被害が発生しておらず、事業

の効果を認識している （滝上町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 渓岸の崩壊及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
土砂流出の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能
の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により渓岸崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ２９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 鉄橋の沢地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
てっきょうのさわ

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 網走中部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、常呂郡置戸町南部に位置し、渓流は蛇行が著しく随所に渓岸崩壊が
発生し、渓床内には不安定土砂が堆積していたことから、今後の豪雨・融雪によ
り林道や農地等に被害を及ぼす恐れが大きくあった。

このため、渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防止し、牧草地や林道の
保全及び保安林機能の増進を図った。
・主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 2,646
総便益( ) 千円B 13,610

B/C 5.14分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸崩壊や渓床浸食の復旧及び
状況 不安定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年９月の５号台風（ ㎜／日）及び平成１３年115
９月の１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。137

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走中部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸崩壊や渓床浸食の復旧及び
環境の変化 不安定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、豪雨等による渓岸崩壊で不安定土砂が堆積し、土砂流出による被害
変化 の恐れが大きかったが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象： 牧草地、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要性がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けるこ
とが必要である。
・地元の意見： 工事施工により土砂流出等による被害が発生しておらず、事業

の効果を認識している。今後も被害が発生しないよう努めてもら
いたい （置戸町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 渓岸の崩壊及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
土砂流出の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能
の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により渓岸崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ３０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成６年度～８年度（３年間）

事業実施地区名 １８号の沢地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
じゅうはちごうのさわ

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 網走中部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、常呂郡留辺蘂町北西部に位置し、近年の集中豪雨等による渓岸崩壊
等が随所に発生しており、今後の豪雨・融雪によりさらに渓床の荒廃が進み、不
安定土砂が流出して下流域の簡易水道施設や農地等に被害を及ぼす恐れが大きく
あった。

このため、渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防止し、簡易水道施設や
農地、林道の保全及び保安林機能の増進を図った。
・主な事業内容 渓間工 ３基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 45,255
総便益( ) 千円B 93,990

B/C 2.08分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸崩壊や渓床浸食の復旧及び
状況 不安定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年９月の５号台風（ ㎜／日）及び平成１３年９95
月の１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。131

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走中部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、渓岸崩壊や渓床浸食の復旧及び
環境の変化 不安定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、豪雨等による渓岸崩壊で不安定土砂が堆積し、土砂流出による被害
変化 の恐れが大きかったが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象： 簡易水道施設、農地、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要性がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けるこ
とが必要である。
・地元の意見： 工事施工により土砂流出等による被害が発生しておらず、事業

の効果を認識している。今後も被害が発生せずに良質な水資源が
安定的に確保されるよう努めてもらいたい （留辺蘂町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 渓岸の崩壊及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
土砂流出の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能
の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により渓岸崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ３１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 豊川地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
とよかわ

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 網走中部森林管理署佐呂間事務所

事業の概要・目的 当地区は、常呂郡常呂町南部に位置し、平成４年９月及び平成６年９月の集中
豪雨により、山脚の崩壊や渓床の浸食が随所に発生し、渓床内には多くの不安定
土砂が堆積したため、今後の豪雨・融雪等により土砂が流出して町道や農地、林
道等に被害を及ぼす恐れが大きくあった。

このため、渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防止し、町道や農地、林
道の保全及び保安林機能の増進を図った。
・主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 27,956
総便益( ) 千円B 49,145

B/C 1.76分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、山脚崩壊や渓床浸食の復旧及び
状況 不安定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年８月の豪雨（ ㎜／日）及び平成１３年９月の84
１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。104

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走中部森林管理署佐呂間事務所
された施設の管理 において管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓岸や渓床には植生が回復し、山脚崩壊や渓床浸食の復旧及び
環境の変化 不安定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、豪雨等による山脚崩壊や渓岸浸食により不安定土砂が堆積し、土砂
変化 流出による被害の恐れが大きかったが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象： 町道、農地、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要性がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けるこ
とが必要である。
・地元の意見： 工事施工により土砂流出等による被害が発生しておらず、事業

の効果を認識している。今後も被害が発生しないよう努めてもら
いたい （常呂町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 山脚の崩壊及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
土砂流出の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能
の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により山脚崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ３２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 盤の沢地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
ば ん の さ わ

（都道府県名） （北海道） 網走南部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管理主体 網走南部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、斜里郡清里町南部に位置し、上流域には多くの渓床荒廃地や山腹崩
壊地があり、豪雨時には不安定土砂が土石流規模で流出することがあり、これま
でも林道決壊等の被害が度々発生していた。

このため、渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防止し、農地や林道の保
全及び保安林機能の増進を図った。
・主な事業内容 渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 116,550
総便益( ) 千円B 147,292

B/C 1.26分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓床荒廃地には植生が回復し、渓床荒廃地の復旧及び不安定土
状況 砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年８月の豪雨（ ㎜／日）及び平成１３年９月135
の１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。118

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走南部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓床荒廃地には植生が回復し、渓床荒廃地の復旧及び不安定土
環境の変化 砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、豪雨等の都度不安定土砂が流出していたが、本事業の実施により安
変化 定が図られた。

保全対象： 農地、林道

⑥ 今後の課題等 当該流域には、比較的若齢の造林地も多くあり、国土保全効果を長期にわたっ
て発揮させるため、森林整備などを適切に実施していく必要性がある。また、今
後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
・地元の意見： 工事施工により土砂流出等による被害が発生しておらず、事業

の効果を認識している。今後も被害が発生しないよう努めてもら
いたい （清里町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 渓床の荒廃状況や渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれ
ば土砂流出の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機
能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ３３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 保安林管理道整備（国有林） 事業実施期間 平成６年度～８年度（３年間）

事業実施地区名 上ホロカトコロ川地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
か み ほ ろ か と こ ろ が わ

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管理主体 網走中部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、常呂郡置戸町西部に位置し、流域は天然生林で占められているが、
過去の台風被害等により疎林となっている箇所が点在していることから、森林整
備を適切に実施する必要があった。

このため、適切な森林整備の実施による保安林機能の増進を図るため、路網の
整備を行った。

2,440m・主な事業内容 保安林管理道

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 68,643
総便益( ) 千円B 94,541

B/C 1.38分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により保安林の整備及び管理が計画的に実施されるとともに、風致探
状況 勝林とも近接していることもあり、森林レクリエーションとしての利用にも資し

ている。

③ 事業により整備 本事業により整備した保安林管理道については、網走中部森林管理署において
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。
環境の変化

、 、⑤ 社会経済情勢の 当地区は これまで路網がなく保安林の効率的な整備や管理が進まなかったが
変化 本事業の実施により計画的な保安林の整備及び管理が図られている。

保全対象： 保安林機能の維持増進

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要性がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けるこ
とが必要である。
・地元の意見： 路網の整備を含めて、計画的な森林整備により水資源の確保等

に努めてもらいたい （置戸町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 保安林の森林整備状況から、放置すれば保安林機能の低下等が懸念
されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事業の実
施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により計画的な保安林の整備や管理が可能となり、事業
の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である計画的な保安林整
備及び管理のための路網整備が有効に機能し保安林機能の増大が図られているも
のと認められる。



整理番号 ３４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 保安林管理道整備（国有林） 事業実施期間 平成５年度～８年度（４年間）

事業実施地区名 １８号の沢地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
じゅうはちごうのさわ

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管理主体 網走中部森林管理署

、 、 、 、事業の概要・目的 当地区は 常呂郡留辺蘂町西部に位置し 渓床の荒廃地が随所に見られ また
下流域には簡易水道施設があることから、荒廃地の復旧や保安林の整備や管理を
適切に実施して保安林機能を増進させる必要があった。

このため、荒廃地の復旧や適切な森林整備の実施による保安林機能の増進を図
るため、路網の整備を行った。

5,500m・主な事業内容 保安林管理道

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 142,679
総便益( ) 千円B 227,277

B/C 1.59分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓床の荒廃地復旧、保安林の整備及び管理が計画的に実施され
状況 ることとなった。

③ 事業により整備 本事業により整備した保安林管理道については、網走中部森林管理署において
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。
環境の変化

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、これまで路網がなく渓床荒廃地の復旧、保安林の効率的な整備や管
変化 理が進まなかったが、本事業の実施により計画的な荒廃地復旧、保安林の整備及

び管理が図られている。
保全対象： 保安林機能の維持増進

⑥ 今後の課題等 当該流域には造林地も多くあり、国土保全効果を長期にわたって発揮させるた
め、森林整備などを適切に実施していく必要性がある。また、今後の事業におい
てもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
・地元の意見： 本事業の実施により計画的な荒廃地復旧や森林整備が進められ

れており、今後も良質な水資源の安定的な確保等に努めてもらい
たい （留辺蘂町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 渓床の荒廃状況から、放置すれば土砂流出の拡大等が懸念されるこ
とから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要
であった。

・有効性： 事業の実施により、計画的な荒廃地の復旧や森林整備が図られてお
り、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である計画的な荒廃地の
復旧や保安林の整備及び管理のための路網が有効に機能し保安林機能の増大が図
られているものと認められる。



整理番号 ３５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 湯の里地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
ゆ の さ と

（都道府県名） （北海道） 網走西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管理主体 網走西部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、紋別郡遠軽町南西部に位置し、近年の豪雨等により随所に渓岸浸食
が発生し、渓床内には不安定土砂が堆積していた。今後の豪雨時等には渓岸浸食
がさらに拡大し、レクリエーションの森としての機能低下や道々に被害を及ぼす
恐れが大きかった。

このため、渓床に不安定に堆積している土砂の流出や森林被害を防止し、道々
の保全及び保安林機能の増進を図った。
・主な事業内容 渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 2,607
総便益( ) 千円B 17,138

B/C 6.57分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により渓床荒廃地には植生が回復し、渓床荒廃地の復旧及び不安定土
状況 砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年９月の５号台風（ ㎜／日）及び平成１３年124
９月の１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。101

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走西部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓床荒廃地には植生が回復し、渓床荒廃地の復旧及び不安定土
環境の変化 砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、豪雨等の度に渓床の荒廃が進んでいたが、本事業の実施により安定
変化 が図られた。

保全対象： 道道、レクリエーションの森

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要性がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けるこ
とが必要である。
・地元の意見： 工事施工により土砂流出等による被害が発生しておらず、事業

の効果を認識している。今後も被害が発生しないよう努めてもら
いたい （遠軽町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 渓床の荒廃状況や渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれ
ば土砂流出の拡大や森林被害等が懸念されることから、下流域の保全
等保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である森林被害防止や荒
廃地の復旧対策が有効に機能し保安林機能の増大が図られているものと認められ
る。



整理番号 ３６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 ラシュオマナイ地区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管理主体 網走中部森林管理署佐呂間事務所

事業の概要・目的 当地区は、常呂郡常呂町南部に位置し、平成４年９月及び平成６年９月の集中
豪雨により山脚の崩壊及び渓床の浸食が進み、随所に不安定土砂が堆積し、今後
の豪雨や融雪等により森林被害や、土砂流出による林道等への被害を及ぼす恐れ
が大きかった。

このため、渓床に不安定に堆積している土砂の流出や森林被害を防止し、林道
等の保全及び保安林機能の増進を図った。
・主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用( ) 千円C 2,971
総便益( ) 千円B 15,446

B/C 5.20分析結果( )

② 事業効果の発現 事業実施により崩壊地や渓床の浸食地には植生が回復し、崩壊地や渓床浸食地
状況 の復旧及び不安定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年８月の豪雨（ ㎜／日）及び平成１３年９月の84
１５号台風（ ㎜／日）の際にも土砂の流出はなかった。104

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、網走中部森林管理署佐呂間事務所
された施設の管理 において管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により崩壊地や渓床の浸食地には植生が回復し、崩壊地や渓床浸食地
環境の変化 の復旧及び不安定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、豪雨等の度に山脚の崩壊や渓床の浸食が進んでいたが、本事業の実
変化 施により安定が図られた。

保全対象： 林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要性がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けるこ
とが必要である。
・地元の意見： 工事施工により土砂流出等による被害が発生しておらず、事業

の効果を認識している。今後も被害が発生しないよう努めてもら
いたい （常呂町）。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することや現地の状況を踏まえ簡易
な工法も積極的に取り入れていくことが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策
との連携に一層の努力を期待する。評価資料は重要な情報であり、今後の事業に
活かしてもらいたい。

評価結果 ・必要性： 山脚の崩壊や渓床の荒廃状況、渓床に堆積する不安定土砂の状況か
ら、放置すれば土砂流出の拡大等が懸念されることから、下流域の保
全等保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である森林被害防止や荒
廃地の復旧対策が有効に機能し保安林機能の増大が図られているものと認められ
る。



整理番号 ３７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 雪海沢 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局（せつかいさわ）
（都道府県名） （北海道） 根釧西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 根釧西部森林管理署

当該地区は平成７年９月下旬の集中豪雨等により、随所に林地崩壊が発生し事業の概要・目的
渓床内に多量の不安定土砂が堆積した箇所である。この地域一帯は砂岩等で構
成された軟弱な地質であり、融雪・豪雨等により荒廃地が拡大し、下流に位置
する取水施設、林道等に被害をおよぼす恐れがあるとして、地元市町村より土
砂流出の抑止の要請があり、民生安定上必要な措置として事業に着手した。

・主な事業内容
渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ２９，３３１千円
総 便 益（Ｂ） ５７，８２０千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．９７

谷止工の施工により不安定土砂の流出抑止が図られ、事業完了後の豪雨等に② 事業効果の発現
おいても当該箇所の崩壊もなく安定している状況にあり復旧対策は効果的に機状況
能している。

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、根釧西部森林管理署において管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、砂岩等からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び豪雨の都度山腹斜
変化 面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施

により安定が図られた。
保全対象：鐺別林道、取水施設

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。

施工後は土砂等の流出が抑止され、融雪、豪雨時等における土・地元の意見：
砂等の流出が大幅に軽減されており、治山工事の効果を認識した。（弟子屈
町）

第三者委員会の意見 ・評価については、B/Cの数字だけではなく、文学的表現を工夫しわかりやすい
ようにすることも必要。

評価結果 ・必要性： 自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮等に関
する地域の要請に応えるために本事業の実施が必要であった。

・有効性： 国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を
踏まえた有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ３８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 跡佐登の沢 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局（あとさのぼりのさわ）
（都道府県名） （北海道） 根釧西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 根釧西部森林管理署

当該地区は、平成６年５月下旬の集中豪雨により林地崩壊等が発生し、土砂事業の概要・目的
が下流の農地・道道の境界まで流出した箇所である。

この地域一帯は、火山灰に覆われた広大な丘陵地であり、今後の融雪・豪雨
等により崩壊地が拡大し，下流に位置する農地、道道等に被害が与える恐れが
あるとして、地元市町村より、早期復旧の要請があり、民生安定上必要な措置
として事業に着手したものである。

・主な事業内容
渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ３５，６６８千円
総 便 益（Ｂ） ７１，３７４千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．００

施工後は土砂等の流出が抑止され、融雪、豪雨時等においても被害の発生は② 事業効果の発現
ない。状況

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、根釧西部森林管理署において管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山灰からなる脆弱な地質構造であり、過去の集中豪雨により、山
変化 腹斜面が崩壊し、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施

により安定が図られた。
保全対象：道道屈斜路摩周線、跡佐登林道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。

施工後は土砂等の流出が抑止され、融雪、豪雨時等においても・地元の意見：
被害の発生はなく、治山事業の効果を認識した。（弟子屈町）

第三者委員会の意見 ・評価については、B/Cの数字だけではなく、文学的表現を工夫しわかりやすい
ようにすることも必要。

評価結果 ・必要性：自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮等に関
する地域の要請に応えるために本事業の実施が必要であった。

・有効性：国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を
踏まえた有効な事業と認められる。

・効率性：費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ３９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成６年度～８年度（３年間）

事業実施地区名 屈斜路湖畔 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局（くっしゃろこはん）
（都道府県名） （北海道） 根釧西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 根釧西部森林管理署

該地区は平成５年８月の台風に伴う集中豪雨により、山腹崩壊等が発生し事業の概要・目的 当
多量の土砂と立木が湖水に崩落した箇所である。

この地域一帯は表土は厚い火山灰地であり、今後の融雪・豪雨等により土砂
が屈斜路湖に流出し、汚濁する恐れがあることから，地元市町村から崩壊地の
早期復旧の要請があり、事業に着手した。

・主な事業内容
平成６年度 土留工 １．２８ha
平成７年度 山腹工 ０．１７ha
平成８年度 山腹工 ０．０３ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ８２，５１８千円
総 便 益（Ｂ） １５８，１８６千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．９２

工事施工後の豪雨等よる山腹崩壊の発生及び土砂の流出はない。② 事業効果の発現
状況

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、根釧西部森林管理署において管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山灰からなる脆弱な地質構造であり、過去の集中豪雨により、山
変化 腹斜面が崩壊し、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施

により安定が図られた。
保全対象：屈斜路湖畔林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。

工事施工後の豪雨等よる山腹崩壊の発生及び土砂の流出はなく・地元の意見：
治山事業の効果を認識した。（弟子屈町）

第三者委員会の意見 ・評価については、B/Cの数字だけではなく、文学的表現を工夫しわかりやすい
ようにすることも必要。

評価結果 ・必要性：自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮等に関
する地域の要請に応えるために本事業の実施が必要であった。

・有効性：国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を
踏まえた有効な事業と認められる。

・効率性：費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ４０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 チップの沢 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局（ちっぷのさわ）
（都道府県名） （北海道） 根釧西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 根釧西部森林管理署

当該地区は平成６年５月下旬の集中豪雨により、林地崩壊等が発生し、下流事業の概要・目的
にある浄水場の水源を汚濁させた箇所である。

この地域一帯は、古第三紀の砂岩、泥岩で構成され脆弱な地質であり、融雪
・豪雨等より荒廃地が拡大し、下流に位置する浄水場の水源に被害を及ぼす恐
れがあることから，地元市町村より荒廃地等の早期復旧の要請があり，民生安
定上必要な措置として事業に着手した。

・主な事業内容
山腹工 ０．０５ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） １３，９９６千円
総 便 益（Ｂ） ２３，９８６千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．７１

山腹工の施工により、崩壊地の復旧整備が図られたため、事業完了後におい② 事業効果の発現
融雪豪雨等による土砂の流出などは発生しておらず、復旧対策は効果的に状況 て、

機能している状況である。

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、根釧西部森林管理署において管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、古第三紀の砂岩、泥岩からなる脆弱な地質構造であり、過去の集中
変化 豪雨により、山腹斜面が崩壊し、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：浄水場

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。

工事施工後、融雪、豪雨等による土砂流出の発生はなく、治山・地元の意見：
事業の効果を認識した。（阿寒町）

第三者委員会の意見 ・評価については、B/Cの数字だけではなく、文学的表現を工夫しわかりやすい
ようにすることも必要。

評価結果 ・必要性：自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮等に関
する地域の要請に応えるために本事業の実施が必要であった。

・有効性：国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を
踏まえた有効な事業と認められる。

・効率性：費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。
上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏

まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ４１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 上螺湾 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局（かみらわん）
（都道府県名） （北海道） 十勝東部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 十勝東部森林管理署

平成６年９月の集中豪雨により、林地崩壊が発生し、土砂等が直下の農地と事業の概要・目的
国有林の境界までに流出した箇所である。

この地域一帯は、新第三紀砂岩を基岩とする脆弱な地層であり、融雪・豪雨
等により崩壊地が拡大し、直下の農地に被害を与える恐れがあることから、地
元市町村より崩壊地等の早期復旧の要請があり、民生安定上必要な措置として
事業に着手した。

・主な事業内容
渓間工 ３基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ８，５７５千円
総 便 益（Ｂ） １０，５７７千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．２３

谷止工の施工によって崩壊地等の復旧整備が図られたことにより、事業完了② 事業効果の発現
後の豪雨等において、土砂の流出は見られず、安定しており、復旧対策は効果状況
的に機能している状況である。

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、十勝東部森林管理署において管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、新第三紀砂岩を基岩とする脆弱な地質構造であり、過去の融雪・豪
変化 雨等により、山腹斜面が崩壊し、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。

施工後は豪雨等による土砂流出の発生はなく、治山事業の効果・地元の意見：
を認識した。（足寄町）

第三者委員会の意見 ・評価については、B/Cの数字だけではなく、文学的表現を工夫しわかりやすい
ようにすることも必要。

評価結果 ・必要性：自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮等に関
する地域の要請に応えるために本事業の実施が必要であった。

・有効性：国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を
踏まえた有効な事業と認められる。

・効率性：費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ４２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 糠平川 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局（ぬかびらがわ）
（都道府県名） （北海道） 十勝西部森林管理署東大雪支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 十勝西部森林管理署東大雪支署

当該地区は平成３年１２月下旬の豪雨，平成５年５月の豪雨によって林地崩事業の概要・目的
壊等が発生して、渓床には多量の不安定土砂が堆積するなど、流域全体が著し
く荒廃している状況である。この地域一帯は、地形が急峻で脆弱な地質である
ことから、崩壊地は融雪、豪雨等によって容易に拡大し、林道等に被害がおよ
ぶおそれがあることから、事業に着手したものである。

・主な事業内容
平成７年度 山腹工 ０．０２ha
平成８年度 山腹工 ０．０２ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） １２，９８９千円
総 便 益（Ｂ） ２０，１６３千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．５５

山腹工施工によって崩壊地の復旧整備が図られたことにより，当該箇所は安② 事業効果の発現
定しており、事業完了後における豪雨等による土砂の流出等は発生していない状況
ことから、復旧対策は効果的に機能している状況である。

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、十勝西部森林管理署東大雪支署
された施設の管理 において管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、傾斜が急峻で脆弱な地質構造であり、過去の融雪・豪雨等により、
変化 山腹斜面が崩壊し、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実

施により安定が図られた。
保全対象：糠平迂回線林道

山地に起因する災害の未然防止と防災機能を高めるため，周辺地域における⑥ 今後の課題等
森林整備を適切に実施する必要がある。

融雪、豪雨時等における土砂流出の発生はなく、治山事業の効・地元の意見：
果を認識した。（上士幌町）

第三者委員会の意見 ・評価については、B/Cの数字だけではなく、文学的表現を工夫しわかりやすい
ようにすることも必要。

評価結果 ・必要性：自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮等に関
する地域の要請に応えるために本事業の実施が必要であった。

・有効性：国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を
踏まえた有効な事業と認められる。

・効率性：費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ４３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 ツツミの沢 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局（つつみのさわ）
（都道府県名） （北海道） 十勝西部森林管理署東大雪支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 十勝西部森林管理署東大雪支署

当該地区は平成６年８月下旬の集中豪雨による林地崩壊等が発生した箇所事業の概要・目的
で、渓床内には多量の不安定土砂が堆積している箇所である。

この地域一帯は、地形が急峻で粗粒砂岩を基岩とする脆弱な地質であり、融
雪、豪雨等によって崩壊地が拡大し、下流に位置する農地・町道等に被害をお
よぼす恐れがあるとして、地元市町村より、荒廃地等の早期復旧の要請があ
り，民生安定上必要な措置として事業に着手した。

・主な事業内容
渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ２２，２２２千円
総 便 益（Ｂ） ８３，０２０千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．７４

谷止工の施工によって不安定土砂の流出防止が図られたことにより、事業完② 事業効果の発現
了後の豪雨等において土砂流出の発生は大幅に軽減されており、復旧対策は効状況
果的に機能している状況である。

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、十勝西部森林管理署東大雪支署
された施設の管理 において管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、傾斜が急峻で粗粒砂岩を基岩とする脆弱な地質構造であり、過去の
変化 融雪・豪雨等により、山腹斜面が崩壊し、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生し

ていたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：町道、ニペソツ林道、農地

山地に起因する災害の未然防止と防災機能を高めるため、周辺地域における⑥ 今後の課題等
森林整備を適切に実施する必要がある。

融雪及び豪雨等による土砂等の流出が大幅に軽減されており治・地元の意見：
山事業の効果を認識した。（新得町）

第三者委員会の意見 ・評価については、B/Cの数字だけではなく、文学的表現を工夫しわかりやすい
ようにすることも必要。

評価結果 ・必要性：自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮等に関
する地域の要請に応えるために本事業の実施が必要であった。

・有効性：国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を
踏まえた有効な事業と認められる。

・効率性：費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ４４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 野塚川 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局（のづかがわ）
（都道府県名） （北海道） 十勝西部森林管理署大樹森林管理ｾﾝﾀｰ

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 十勝西部森林管理署大樹森林管理ｾﾝﾀｰ

当該地区は平成６年９月の集中豪雨により、山腹崩壊が随所に発生し、この事業の概要・目的
ため渓床内に多量の不安定土砂が堆積しており、直下の野塚川林道まで、流出
した箇所である。

この地域一帯は風化した花崗岩を基岩とする脆弱な地質であることから、融
雪・豪雨等によって、崩壊地が容易に拡大し、林道等に被害を及ぼす恐れがあ
ることから、事業に着手したものである。

・主な事業内容
渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ２３，２８４千円
総 便 益（Ｂ） ３１，３５７千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．３５

谷止工の設置により不安定土砂の流出抑止が図られ、事業完了後の豪雨等に② 事業効果の発現
よる、当該箇所の災害の発生はなく、安定した状況であり、復旧対策は効果的状況
に機能している状況である。

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、十勝西部森林管理署大樹森林管
された施設の管理 理ｾﾝﾀｰにおいて管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、風化した花崗岩を基岩とする脆弱な地質構造であり、過去の融雪・
変化 豪雨等により、山腹斜面が崩壊し、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：野塚川林道

当該箇所の防災機能を高めるため，周辺地域における治山施設整備と森林整⑥ 今後の課題等
備を適切に実施する必要がある。

融雪及び豪雨時等における土砂流出はなく、治山事業の効果を・地元の意見：
認識した。（広尾町）

第三者委員会の意見 ・評価については、B/Cの数字だけではなく、文学的表現を工夫しわかりやすい
ようにすることも必要。

評価結果 ・必要性：自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮等に関
する地域の要請に応えるために本事業の実施が必要であった。

・有効性：国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を
踏まえた有効な事業と認められる。

・効率性：費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ４５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 美幌川 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局（びほろがわ）
（都道府県名） （北海道） 十勝西部森林管理署大樹森林管理ｾﾝﾀｰ

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 十勝西部森林管理署大樹森林管理ｾﾝﾀｰ

当該地区は積年の凍結、融解により地盤がゆるみ落石が発生し易く、以前に事業の概要・目的
直下にある家屋の付近に落下したことがある箇所である。

この地域一帯は、風化した細中粒砂岩の基岩の地質で崩れやすく、融雪、豪
雨等により落石する恐れがあり，直下に位置する民家の建物等に被害をおよぶ
恐れがあることから，地元市町村より、崩壊地等の早期復旧の要請があり，民
生安定上必要な措置として事業に着手した。

・主な事業内容
落石防止金網工 ０．１０ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ６，６５９千円
総 便 益（Ｂ） ２１，０３８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．１６

落石防止工によって、落石の防止が図られたことにより、事業完了後の落石② 事業効果の発現
等は見られず、当該箇所での復旧対策は効果的に機能している状況である。状況

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、十勝西部森林管理署大樹森林
された施設の管理 管理センターにおいて管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、風化した細中粒砂岩を基岩とする脆弱な地質構造であり、過去の融
変化 雪・豪雨等により、山腹斜面が崩壊し、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生して

いたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家２戸、国道３３６号線

⑥ 今後の課題等 特になし。
施工後は融雪・豪雨等による落石の発生もなく、治山事業の効・地元の意見：
果を確認した。（広尾町）

第三者委員会の意見 ・評価については、B/Cの数字だけではなく、文学的表現を工夫しわかりやすい
ようにすることも必要。

評価結果 ・必要性：自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮等に関
する地域の要請に応えるために本事業の実施が必要であった。

・有効性：国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を
踏まえた有効な事業と認められる。

・効率性：費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ４６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成５年度～８年度（４年間）

事業実施地区名 精神川 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局（しょうじんがわ）
（都道府県名） （北海道） 根釧東部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 根釧東部森林管理署

当該地区は昭和６３年に地すべり防止区域に指定されており、渓岸侵蝕によ事業の概要・目的
り、渓床内に多量の不安定土砂が堆積し、土砂の流出により河川の流水が常時
汚濁し、河口まで汚濁が及んでいたことから、地すべり脚部を安定させ有害土
砂の生産・流出を防止し、下流部の麻布市街及び沿岸漁業への被害防止のた
め、民政安定上必要な事業として着手したものである。

・主な事業内容
平成５～６年度 渓間工 １基（分割施工）
平成７～８年度 渓間工 １基（分割施工）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ３０８，９３８千円
総 便 益（Ｂ） ７９９，９７２千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．５９

谷止工の設置により不安定土砂の流出抑止が図られ、事業完了後の融雪、豪② 事業効果の発現
雨等においても土砂等の流出は軽減されており、復旧対策はある程度効果的に状況
機能している。

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、根釧東部森林管理署において管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、地すべり防止区域に指定され、過去の融雪・豪雨等により、山腹斜
変化 面が崩壊し、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施によ

り安定が図られた。
保全対象：人家１０戸、国道３３５号線

山地に起因する災害の未然防止と防災機能を高めるため、周辺地域の治山施⑥ 今後の課題等
設整備と森林整備を適切に実施する必要がある。

工事施工後の融雪、豪雨等による土砂等の流出は軽減されてお・地元の意見：
り、治山事業の効果はある。（羅臼町）

第三者委員会の意見 ・評価については、B/Cの数字だけではなく、文学的表現を工夫しわかりやすい
ようにすることも必要。

評価結果 ・必要性：自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮等に関
する地域の要請に応えるために本事業の実施が必要であった。

・有効性：国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を
踏まえた有効な事業と認められる。

・効率性：費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ４７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 ケトンチ川 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局（けんとちがわ）
（都道府県名） （北海道） 根釧西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 根釧西部森林管理署

当該地区は過去の集中豪雨等による多数の林地崩壊が発生し，渓床内に多量事業の概要・目的
の不安定土砂が堆積している箇所である。

この地域一帯は古代三紀層砂岩を基岩とする脆弱な地層であり、融雪、豪雨
等により崩壊地が拡大し、下流に位置する道道・民家等に被害をおよぼす恐れ
があることから、民生安定上必要な措置として事業に着手した。

・主な事業内容
平成７年度 渓間工 ２基
平成８年度 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ３１，４１４千円
総 便 益（Ｂ） ７５，５６６千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．４１

床固工の施工により、不安定土砂の流出が防止されたことにより、事業完了② 事業効果の発現
後における豪雨等による災害の発生もなく、予防対策は有効に機能している。状況

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、根釧西部森林管理署において管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、地すべり防止区域に指定され、過去の融雪・豪雨等により、山腹斜
変化 面が崩壊し、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施によ

り安定が図られた。
保全対象：人家１戸、道道上庶路庶路停車場線、中庶路林道

山地に起因する災害の未然防止と防災機能を高めるため、周辺地域における⑥ 今後の課題等
森林整備を適切に実施する必要がある。

融雪、豪雨時等における土砂の流出に対する不安が解消された・地元の意見：
ことで、治山事業の効果を認識した。（白糠町）

第三者委員会の意見 ・評価については、B/Cの数字だけではなく、文学的表現を工夫しわかりやすい
ようにすることも必要。

評価結果 ・必要性：自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮等に関
する地域の要請に応えるために本事業の実施が必要であった。

・有効性：国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を
踏まえた有効な事業と認められる。

・効率性：費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ４８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 ホンベツ川 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局（ほんべつかわ）
（都道府県名） （島牧地区） 後志森林管理署

（北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 後志森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、平成７年４月の豪雨により発生した小規模な地すべり性崩壊に起因
して土石流が発生し、崩壊土砂が下流に流出したことから地元島牧村より対策の
要請があり事業に着手した。

・主な事業内容 谷止工 １基
土留工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析は行っていないが、平成１４年において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ８６，５３３千円
総 便 益（Ｂ）７１３，５９５千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ８.２５

② 事業効果の発現 事業の実施のより、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安
状況 定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年５月の集中豪雨（１１９ｍｍ／日）の際にも崩
壊地の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、後志森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
環境の変化 土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、ホンベツ川中流部のＶ字谷地形箇所で、これまでも地すべり性崩壊
変化 の発生により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施に

より安定が図られた。
保全対象：人家２０戸、国道２２９号線、農地

⑥ 今後の課題等 水土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備を適切に実施してい
く必要がある。

・地元の意見：当地域の整備により荒廃した山地が緑の山に復元されつつあり、
治山事業の効果を再認識している。
また、土砂の流出が減少したことにより沿岸漁業等の地域振興に
も大きく寄与している。（島牧村）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性：山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩
壊地の拡大及び土砂の流出等が懸念されることから、下流域の保全等
保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性：事業の実施により山腹崩壊の復旧、渓床の不安定土砂の安定等により
下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性：対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
種・工法が検討されており効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ４９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成元年度～８年度（８年間）

事業実施地区名 ワルイ川 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局（わるいかわ）
（都道府県名） （国縫地区） 渡島森林管理署

（北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 渡島森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、大規模な地すべり地帯であり、多量の土砂がワルイ川本流に流出し
ているため、下流の人家、国道に被害を与える恐れがあることから、地元長万部
町から対策の要請を受け事業に着手した。

・主な事業内容 渓間工 １２基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析は行っていないが、平成１４年において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ）３６０，８４９千円
総 便 益（Ｂ）５３０，９６７千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １.４７

② 事業効果の発現 事業の実施のより、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安
状況 定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年５月の集中豪雨（１３７ｍｍ／日）の際にも崩
壊地の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、渡島森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
環境の変化 土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、上流部山腹斜面の地すべり性崩壊地からの生産土砂により、森林の
変化 被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家５戸、国道５号線、農地

⑥ 今後の課題等 土砂の流出が減少しているが、今後水土保全効果を長期にわたって発揮させる
め、森林整備を適切に実施していく必要がある。

・地元の意見：当地域での治山事業の実施により土砂の流出が減少し、治山事業
の効果を再認識しており地域振興にも大きく寄与している。

（長万部町）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性：山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩
壊地の拡大に伴う土砂の流出が懸念されることから、下流域の保全等
保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性：事業の実施により山腹崩壊の復旧、渓床の不安定土砂の安定等により
下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性：対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
種・工法が検討されており効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ５０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 山鳥の沢 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局（やまどりのさわ）
（都道府県名） （美利河地区） 渡島森林管理署

（北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 渡島森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、今金町美利河集落の北東部に位置し、融雪・降雨時に渓流の縦横浸
食が進行し、渓床に不安定土砂が堆積しており、集中豪雨時等に下流に流出して
町道等の保全対象に被害を与えていることから事業に着手した。

・主な事業内容 渓間工 ３基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析は行っていないが、平成１４年において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ４０，１９９千円
総 便 益（Ｂ）３９３，３６６千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ９.７９

② 事業効果の発現 事業の実施のより、渓床勾配が緩和され、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年５月の集中豪雨（１３７ｍｍ／日）の際にも崩

壊地の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、渡島森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の安定が図られ渓岸に植生が回復してきている。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、深層風化の進行した花崗岩地帯であり、降雨、融雪時に荒廃が拡大
変化 し土砂が流出していたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家１０戸、町道、農地

⑥ 今後の課題等 下流部に美利河多目的ダムがあり、国土保全効果を長期に発揮させるためには
森林整備等を適切に実施していく必要がある。

・地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪時に災害の発生が見られず比較的安定し
ており、治山事業の効果を再認識している。（今金町）

第三者委員会の意見 特になし

評価結果 ・必要性：山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩
壊地の拡大に伴う土砂の流出が懸念されることから、下流域の保全等
保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性：事業の実施による渓床の不安定土砂の安定等により、下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性：対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
種・工法が検討されており効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ５１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 田村の沢 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局（たむらのさわ）
（都道府県名） （島歌地区） 渡島森林管理署

（北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 渡島森林管理署

事業の概要・目的 平成５年７月に発生した北海道南西沖地震により、海岸段丘の急崖地に多数の
亀裂が発生した。

その後の降雨、融雪時に荒廃が拡大し、集中豪雨で崩壊した土砂が国道２２９
号線まで流出し、人家、国道に被害を与えたことから、地元瀬棚町から対策の要
請があり事業に着手した。

・主な事業内容 渓間工 ２基
山腹工 ０．５０ｈa

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析は行っていないが、平成１４年において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ）１６９，０４７千円
総 便 益（Ｂ）５０３，８５１千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２.９８

② 事業効果の発現 事業の実施のより、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安
状況 定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年５月の集中豪雨（１７９ｍｍ／日）の際にも崩
壊地の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、渡島森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
環境の変化 土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、海岸段丘の急崖地で、地質は新第三紀層の脆弱な地質のため融雪
変化 時、集中豪雨等で荒廃が拡大し、崩壊土砂が国道を寸断する被害が発生していた

が、本事業実施により安定が図られた。
保全対象：人家１４戸、国道２２９号線

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期に発揮させるためには、森林整備などを適切に実施してい
く必要があるとともに、当該地域一帯の定期的な点検と対策が必要である。

・地元の意見：瀬棚海岸線の人家裏は急傾斜地で集中豪雨の都度、土砂が人
家、国道に流出しているが、工事施工後、災害の発生が見られ
ず、事業の効果を認識している。（瀬棚町）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性：山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂が流出し、国道を寸断する
被害を与えていたことから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。

・有効性：事業の実施により山腹崩壊の復旧、渓床の不安定土砂の安定等により
下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性：対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
種・工法が検討されており効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ５２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成２年度～８年度（７年間）

事業実施地区名 釣懸川 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局（つりかけがわ）
（都道府県名） （奥尻地区） 檜山森林管理署

（北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 檜山森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、北海道南西沖地震により多数の林地崩壊が発生したため、降雨の度
に崩壊土砂とともに汚濁水が流出し、沿岸の養殖事業等に多大な被害を与えてい
ることから、地元奥尻町から対策の要請があり事業に着手した。

・主な事業内容 渓間工 ７基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析は行っていないが、平成１４年において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ４１５，９２７千円
総 便 益（Ｂ）１，３１３，０８３千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３.１６

② 事業効果の発現 事業の実施のより、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安
状況 定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年５月の集中豪雨（１9９ｍｍ／日）の際にも崩
壊地の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、檜山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
環境の変化 土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 奥尻島の主要産業は、沿岸漁業と観光であり、特に釣懸川河口付近では養殖事
変化 業が盛んに行われており、融雪、集中豪雨時に土砂が流出して被害が発生してい

たが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家３０戸、道道奥尻島線、農地

⑥ 今後の課題等 土砂の流出は減少しているが、沿岸漁業等の地域振興及び水土保全効果を長期
に発揮させるために森林整備を適切に実施していく必要がある。

・地元の意見：当地区の整備により、治山事業の効果を再認識しており、沿岸漁
業等の地域振興にも寄与している。（奥尻町）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性：山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩
壊地の拡大に伴う土砂の流出が懸念されることから、下流域の保全等
保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性：事業の実施により山腹崩壊の復旧、渓床の不安定土砂の安定等により
下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性：対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
種・工法が検討されており効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ５３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 幌内川 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局（ほろないがわ）
（都道府県名） （奥尻地区） 檜山森林管理署

（北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 檜山森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、平成５年７月の北海道南西沖地震により、海岸段丘急崖地に亀裂が
発生し、融雪、豪雨時に崩壊土砂が流出し、直下に位置する道道奥尻島線に被害
を及ぼす恐れがあることから、奥尻町から対策の要請があり事業に着手した。

・主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析は行っていないが、平成１４年において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ８，１１４千円
総 便 益（Ｂ）１３，５３８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １.６７

② 事業効果の発現 事業の実施のより、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安
状況 定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年５月の集中豪雨（１９９ｍｍ／日）の際にも崩
壊地の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、檜山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
環境の変化 土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、海岸段丘の急崖地で、地質は新第三紀層の脆弱な地質のため融雪
変化 時、集中豪雨等で荒廃が拡大し、森林被害、崩壊土砂の流出被害が発生していた

が、本事業実施により安定が図られた。
保全対象：道道奥尻島線

⑥ 今後の課題等 土砂の流出は減少しているが、沿岸漁業等の地域振興及び国土保全効果を長期
に発揮させるために、森林整備を適切に実施していく必要がある。

・地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見
られず、事業の効果を認識している。（奥尻町）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性：山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩
壊地の拡大に伴う土砂の流出が懸念されることから、下流域の保全等
保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性：事業の実施により山腹崩壊の復旧、渓床の不安定土砂の安定等により
下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性：対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
種・工法が検討されており効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ５４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 平浜 事業実施主体 北海道森林管理局函館分（ひらはま）
（都道府県名） （大成地区） 檜山森林管理署

（北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 檜山森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、平成７年の集中豪雨により山腹崩壊が発生し、多量の土砂が流出し
国道２２９号線の交通を寸断した。

これら主要幹線の確保と危険地区の保全を図るため事業に着手した。

・主な事業内容 山腹工 ０．１９ｈa

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析は行っていないが、平成１４年において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ）１５，８１８千円
総 便 益（Ｂ）１９，３９７千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １.２３

② 事業効果の発現 事業の実施のより、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂の
状況 安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年５月の集中豪雨（３２０ｍｍ／日）の際にも崩
壊地の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、檜山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂の
環境の変化 安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、日本海側の幹線道路である国道２２９号線に集中豪雨等により土砂
変化 が流出していたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：国道２２９号線

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期に発揮にさせるためには森林の造成が必要であるが、人家
裏の急崖地帯のため森林造成が厳しい状況にあり、引き続き定期的な点検が必要
である。
・地元の意見：施工後の豪雨時等にも災害の発生が見られず、事業の効果を再認

識している（大成町）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性：山腹崩壊地に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば崩壊地の拡
大に伴う土砂の流出が懸念されることから、下流域の保全等保安林機
能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性：事業の実施により山腹崩壊の復旧、安定等により下流域の保全等が図
られており、事業の有効性が認められる。

・効率性：対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
種・工法が検討されており効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ５５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 泊川 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局（とまりかわ）
（都道府県名） （乙部地区） 檜山森林管理署

（北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 檜山森林管理署

事業の概要・目的 当箇所は、海岸線沿に面した人家裏の急崖地で、落石等の被害防止について地
元住民より対策の要請があり事業に着手した。

・主な事業内容 落石防止柵工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析は行っていないが、平成１４年において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ７，２０５千円
総 便 益（Ｂ）１１１，８９２千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １５.５３

② 事業効果の発現 事業の実施のより、落石による被害は発生していない。
状況 また、事業完了後の平成１０年５月の集中豪雨（２２９ｍｍ／日）の際にも崩

壊地及び落石による被害の発生はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、檜山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、落石による危険が回避され安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、国道沿いに点在する人家裏の急崖地で、落石による被害が発生して
変化 いたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家３戸、国道２２９号線

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期に発揮にさせるためには森林の造成が必要であるが、人家
裏の急崖地帯のため森林造成が厳しい状況にあり、引き続き定期的な点検が必要
である。

・地元の意見：施工後、落石等による被害の発生もなく治山事業の効果を再認識
している （乙部町）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性：国道沿いに点在する人家裏の急崖地で落石による被害が発生していた
が、保全等保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性：事業の実施により落石等の被害の発生もなく、直下の保全等が図られ
ており、事業の有効性が認められる。

・効率性：対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
種・工法が検討されており効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ５６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）広域総合生活環境保全林整備（国有林）

事業実施地区名 縁桂地区 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局（えんかつらちく）
（都道府県名） （北海道） 檜山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 檜山森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、桂の巨木が自生し、地元乙部町ではイベント等を開催するなど、入
り込み者の多い地域である。

保安林機能の高度発揮に必要な基盤となる治山施設の整備等及び環境保全機能
増進に資するため、地元乙部町の要請があり事業に着手した。

・主な事業内容 渓間工 ４基

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析は行っていないが、平成１４年において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ４９，３０３千円
総 便 益（Ｂ）２６４，１５５千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ５.３６

② 事業効果の発現 事業の実施のより、崩壊地に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂
状況 の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年５月の集中豪雨（２２９ｍｍ／日）の際にも
崩壊地の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、檜山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂
環境の変化 の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、新第三紀層からなる脆弱な地質構造であり、融雪、豪雨時における
変化 不安定土砂の流出が懸念されていたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家５戸、町道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果及び環境保全機能を長期に発揮させるためには、森林整備を適切
に実施していく必要がある。

・地元の意見：当地区の整備により、土砂流出等は発生していない。
今後も周辺の森林整備をお願いしたい。

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性：渓流に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば土砂の流出が懸念
されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事業の実
施が必要であった。

・有効性：事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により、下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性：対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
種・工法が検討されており効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ５７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 なだれ防止林造成（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 大錠 事業実施主体 東北森林管理局（おおじょう）
（都道府県名） （秋田県） 米代東部森林管理署上小阿仁支署

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

事業の概要・目的 当該地区は、上小阿仁村南部に位置し、毎年雪崩が発生しており又、平成３年
９月の台風１９号により不安定な山腹荒廃状況となり、直下の県道を雪崩が直撃
する危険があり、被害が発生する恐れがある。

このことから、雪崩発生の防止及び山腹崩壊地の拡大防止し、県道等の保全及
び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容：雪崩防止柵 １基
土留工 １基
植裁工 215本

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 47,874千円
総便益(B) 1,182,008千円
分析結果(B/C) 24.69

② 事業効果の発現 事業実施により、雪崩の発生は見られず又崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の
状況 復旧が図られた。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、米代東部森林管理署上小阿仁支署
された施設の管理 において管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、雪崩の発生は見られず又崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の
環境の変化 復旧が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積岩からなる脆弱な地質構造であり、雪崩及び豪雨の都度山腹斜
変化 面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施

により安定が図られた。
保全対象：県道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：県道への災害の発生はなく効果が大であると認識している。

（上小阿仁村）
山地災害防止機能を十分発揮しており、特に意見はありません。（秋田県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 雪崩及び山腹崩壊地の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等が懸念
針 されることから、県道の保全等保安林機能の発揮のため当事業の実施

が必要である。
・有効性： 事業の実施により保安林機能の増大が図られること、地元からも保

安林機能の発揮が期待されていることから事業の有効性は認められ
る。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である災害防止対策が有効
に機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ５８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 ボタラ沢 事業実施主体 東北森林管理局（ぼたらさわ）
（都道府県名） （秋田県） 米代東部森林管理署上小阿仁支署

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

事業の概要・目的 当該地区は、上小阿仁村西部に位置し、国道２８５号線の沿線にあり、平成３
年９月の台風１９号により不安定な山腹荒廃状況となり、直下の国道を直撃する
危険があり、被害が発生する恐れがある。

このため、山腹崩壊地の拡大を防止し、国道等の保全及び保安林機能の増進を
図った。

・主な事業内容：山腹工 0.22ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 24,790千円
総便益(B) 1,081,174千円
分析結果(B/C) 43.61

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
状況 また、事業完了後の平成９年、１０年の豪雨時(97mm,125mm/日)にも崩壊地の

発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、米代東部森林管理署上小阿仁支署
された施設の管理 において管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積岩からなる脆弱な地質構造であり、豪雨の都度山腹斜面の崩壊
変化 により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により安

定が図られた。
保全対象：国道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：国道への災害の発生はなく効果が大であると認識している。

（上小阿仁村）
山地災害防止機能を十分発揮しており、特に意見はありません。（秋田県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 山腹崩壊地の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等が懸念されるこ
針 とから、国道の保全等保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要で

ある。
・有効性： 事業の実施により保安林機能の増大が図られること、地元からも保

安林機能の発揮が期待されていることから事業の有効性は認められ
る。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ５９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 桧山 事業実施主体 東北森林管理局（ひやま）
（都道府県名） （秋田県） 米代西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
米代西部森林管理署

事業の概要・目的 当該地区は、能代市東部に位置し、平成７年７月・８月の豪雨により小規模な
山腹荒廃と渓岸崩壊が発生し、渓床に不安定土砂が堆積した。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、林道及び県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容：渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 20,978千円
総便益(B) 26,944千円
分析結果(B/C) 1.28

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年の豪雨時(118mm/日)にも崩壊地の発生及び土砂
の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、米代西部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
環境の変化 土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積岩からなる脆弱な地質構造であり、豪雨の都度山腹斜面の崩壊
変化 により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により安

定が図られた。
保全対象：林道、県道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：当該渓流に起因する土砂災害の発生がないことから施工の効果を
発揮していると認識している。（能代市）

山地災害防止機能を十分発揮しており、特に意見はありません。（秋田県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
針 崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流等の保全等保安林機能の

発揮のため当事業の実施が必要である。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に

より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な

工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ６０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 小新沢 事業実施主体 東北森林管理局（こあらさわ）
（都道府県名） （秋田県） 米代西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
米代西部森林管理署

事業の概要・目的 当該地区は、琴丘町東部に位置し、平成５年７月の集中豪雨により小規模な山
腹荒廃と渓岸崩壊が発生し、渓床に多量の不安定土砂が堆積した。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、林道及び県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容：渓間工 ３基
山腹工 0.18ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 63,049千円
総便益(B) 119,027千円
分析結果(B/C) 1.89

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年の豪雨時(124mm/日)にも崩壊地の発生及び土砂
の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、米代西部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
環境の変化 土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積岩からなる脆弱な地質構造であり、豪雨の都度山腹斜面の崩壊
変化 により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により安

定が図られた。
保全対象：林道、県道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：当該渓流に起因する土砂災害の発生がないことから施工の効果を
発揮していると認識している。（琴丘町）

山地災害防止機能を十分発揮しており、特に意見はありません。（秋田県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
針 崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流等の保全等保安林機能の

発揮のため当事業の実施が必要である。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に

より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な

工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ６１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年度）

事業実施地区名 松の沢 事業実施主体 東北森林管理局（まつのさわ）
（都道府県名） （秋田県） 米代西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
米代西部森林管理署

事業の概要・目的 当該地区は、藤里町北部に位置し、平成７年７月・８月の豪雨により小規模な
山腹荒廃と渓岸崩壊が発生し、渓床に多量の不安定土砂が堆積した。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を未
然に防止し、林道及び県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容：渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 31,329千円
総便益(B) 118,725千円
分析結果(B/C) 3.79

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年の豪雨時(128mm/日)にも崩壊地の発生及び土砂
の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、米代西部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
環境の変化 土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積岩からなる脆弱な地質構造であり、豪雨の都度山腹斜面の崩壊
変化 により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により安

定が図られた。
保全対象：林道、県道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：当該渓流に起因する土砂災害の発生がないことから施工の効果を
発揮していると認識している。（藤里町）

山地災害防止機能を十分発揮しており、特に意見はありません。（秋田県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
針 崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流等の保全等保安林機能の

発揮のため当事業の実施が必要である。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に

より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な

工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である災害予防対策が有効
に機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ６２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 保安林整備促進（国有林） 事業計画期間 平成５年度～８年度（４年間）

事業実施地区名 馬場目沢 事業実施主体 東北森林管理局（ばばめさわ）
（都道府県名） （秋田県） 米代西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
米代西部森林管理署

事業の概要・目的 当該地区は、五城目町南部に位置し、平成３年９月の台風１９号等によりスギ
人工林が倒伏するなど森林被害と林地荒廃が発生した。

このため、低下した公益的機能を復元するため、森林整備に併せて山腹崩壊地
の拡大を防止しするための山腹工と森林管理のための路網整備により、下流の保
全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容：森林整備 98.39ha
車道 0.28km
歩道 6.50km
山腹工 0.12ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 58,870千円
総便益(B) 1,805,829千円
分析結果(B/C) 30.67

② 事業効果の発現 事業実施により、森林整備が図られ併せて崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の
状況 復旧が図られた。

また、事業完了後の平成１０年の豪雨時(124mm/日)にも崩壊地の発生及び土砂
の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、米代西部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、森林整備が図られ併せて崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の
環境の変化 復旧が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積岩からなる脆弱な地質構造であり、豪雨の都度山腹斜面の崩壊
変化 により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により安

定が図られた。
保全対象：林道、県道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：当該渓流に起因する土砂災害の発生がないことから施工の効果を
発揮していると認識している。（五城目町）

山地災害防止機能を十分発揮しており、特に意見はありません。（秋田県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 森林被害及び山腹崩壊地の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等が
針 懸念されることから、下流等の保全等保安林機能の発揮のため当事業

の実施が必要である。
・有効性： 事業の実施により森林の整備及び山腹崩壊地の復旧等により下流域

の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な

工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である森林整備及び復旧対
策が有効に機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ６３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 小又沢 事業実施主体 東北森林管理局（こまたさわ）
（都道府県名） （秋田県） 秋田森林管理署

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
秋田森林管理署

事業の概要・目的 当該地区は、秋田市東部に位置し、平成７年の集中豪雨等により山腹崩壊が発
生し渓流に多量の不安定土砂が堆積した。

このため、渓床の不安定土砂の流出を防止し、下流の保全及び保安林機能の増
進を図った。

・主な事業内容：渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 29,111千円
総便益(B) 62,639千円
分析結果(B/C) 2.15

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸にも植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安
状況 定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年の豪雨時(122mm/日)にも崩壊地の発生及び土砂
の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、秋田森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸にも植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積岩からなる脆弱な地質構造であり、豪雨の都度山腹斜面の崩壊
変化 により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により安

定が図られた。
保全対象：林道、県道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：当該事業により、大槻前地区及び下流域の安全が確保された。

（秋田市）
山地災害防止機能を十分発揮しており、特に意見はありません。（秋田県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 渓床の不安定土砂の堆積状況から、放置すれば土砂の流出倒が懸念
針 されることから、下流等の保全等保安林機能の発揮のため当事業の実

施が必要である。
・有効性： 事業の実施により不安定土砂の安定により下流域の保全等が図られ

ており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な

工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ６４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 天狗沢 事業実施主体 東北森林管理局（てんぐさわ）
（都道府県名） （秋田県） 秋田森林管理署田沢湖事務所

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
秋田森林管理署田沢湖事務所

事業の概要・目的 当該地区は、田沢湖町西部に位置し、平成７年６月の集中豪雨により渓岸が浸
食され多量の不安定土砂が直下を通る国道４６号線に流出し、被害を与えた。

このため、渓床の不安定土砂の流出を防止し、下流の保全及び保安林機能の増
進を図った。

・主な事業内容：渓間工 １基
流路工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 39,398千円
総便益(B) 96,157千円
分析結果(B/C) 2.44

② 事業効果の発現 事業実施により、渓岸にも植生が回復し不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の豪雨時(85mm/日)にも土砂の流出はなかっ

た。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、秋田森林管理署田沢湖事務所にお
された施設の管理 いて管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸にも植生が回復し不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積岩からなる脆弱な地質構造であり、豪雨の都度山腹斜面の崩壊
変化 により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により安

定が図られた。
保全対象：国道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：工事施工後、国道等に土砂災害の発生はなく、効果を発揮してい
ると認識している。（田沢湖町）

山地災害防止機能を十分発揮しており、特に意見はありません。（秋田県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 渓床の不安定土砂の堆積状況から、放置すれば土砂の流出等が懸念
針 されることから、下流等の保全等保安林機能の発揮のため当事業の実

施が必要である。
・有効性： 事業の実施により不安定土砂の安定により下流域の保全等が図られ

ており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な

工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ６５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 大茂内沢 事業実施主体 東北森林管理局（おおもないさわ）
（都道府県名） （秋田県） 秋田森林管理署湯沢支署

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
秋田森林管理署湯沢支署

事業の概要・目的 当該地区は、雄勝町南部に位置し、平成６年の融雪により渓岸が浸食され多量
の不安定土砂が発生した。

このため、渓床の不安定土砂の流出を防止し、下流の保全及び保安林機能の増
進を図った。

・主な事業内容：渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 33,750千円
総便益(B) 96,430千円
分析結果(B/C) 2.86

② 事業効果の発現 事業実施により、渓岸にも植生が回復し不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の融雪時にも土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、秋田森林管理署湯沢支署において
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸にも植生が回復し不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積岩からなる脆弱な地質構造であり、融雪等の都度山腹斜面の崩
変化 壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により

安定が図られた。
保全対象：農地、農道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：工事施工後、下流の農耕地等に土砂等の流出は見受けられず、効
果があったものと認識している。（雄勝町）

山地災害防止機能を十分発揮しており、特に意見はありません。（秋田県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 渓床の不安定土砂の堆積状況から、放置すれば土砂の流出等が懸念
針 されることから、下流等の保全等保安林機能の発揮のため当事業の実

施が必要である。
・有効性： 事業の実施により不安定土砂の安定により下流域の保全等が図られ

ており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な

工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ６６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 広域総合生活環境保全林整備（国有林） 事業計画期間 平成４年度～８年度（５年間）

事業実施地区名 蔵王中央 事業実施主体 東北森林管理局（ざおうちゅうおう）
（都道府県名） （山形県） 山形森林管理署

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
山形森林管理署

事業の概要・目的 当該地区は、山形市東部に位置し、重要な水源地域であるとともに、森林浴・
ハイキング等に利用され、環境保全・保健休養上きわめて重要な地区となってい
る。また、近隣には蔵王中央高原があり、当該地区から土石流等の発生の危険も
あった。

このため、荒廃森林の整備等の実施により森林の公益的機能の向上及び下流の
保全を図った。

・主な事業内容：渓間工 １基
森林整備 4.79ha
流路工 32m
歩道 2.60km

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 95,079千円
総便益(B) 114,394千円
分析結果(B/C) 1.20

② 事業効果の発現 事業実施により、防災機能の発揮が図られた。また、森林整備及び歩道の整備
状況 により、入り込み客の森林利用の促進が図られた。

平成９年の豪雨時(93mm/日)にも土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、山形森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、防災機能の発揮が図られた。また、森林整備及び歩道の整備
環境の変化 により、入り込み客の森林利用の促進が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山噴出物の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、豪雨等の都度
変化 山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業

の実施により安定が図られた。
保全対象：県道、旅館等

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：事業実施後、土砂流出による被害はなく、効果を発揮している。

また、森林整備及び歩道の整備により、森林浴・ハイキング等の利用がしやす
くなった。（山形市）

当該地区は、ハイキング・森林浴等の入り込み者が多く下流には蔵王温泉等の
重要な保全対象が控えており、当該事業は、防災機能の高度発揮に資するもので
あり、事業効果が確実に発揮されていると考えられる。（山形県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 渓床の不安定土砂の堆積状況から、放置すれば土砂の流出等が懸念
針 されること及び森林整備等を行わなければ利用客の利便性が低下する

ことから、下流等の保全等保安林機能の発揮、森林利用のため当事業
の実施が必要である。

・有効性： 事業の実施により不安定土砂の安定により下流域の保全等が図られ
ている、森林の利用も進んでいることから、事業の有効性は認められ
る。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ６７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 なだれ防止林造成（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 主寝坂 事業実施主体 東北森林管理局（しゅねざか）
（都道府県名） （山形県） 山形森林管理署最上支署

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
山形森林管理署最上支署

事業の概要・目的 当該地区は、金山町北部に位置し、雪崩防止のため既設の木製防止柵が老朽化
したため、下部の人命・人家・国道等に被害を及ぼす危険があった。

このため、災害発生防止機能の発揮及び森林の公益的機能の向上により、下流
の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容：山腹工 2.50ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 11,730千円
総便益(B) 124,292千円
分析結果(B/C) 10.60

② 事業効果の発現 事業実施により、災害発生防止機能の発揮が図られた。
状況 事業完了後の降雪時にも雪崩の発生はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、山形森林管理署最上支署において
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、災害発生防止機能の発揮が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積層からなる脆弱な地質構造であり、豪雨等の都度山腹斜面の崩
変化 壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により

安定が図られた。
保全対象：人家、国道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：雪崩防止工事を実施していただいてから雪崩の発生は無く、中田
集落の住民から不安が無くなったと歓ばれている。（金山町）

当事業は、道路・家屋等を保全することが目的であり施工後雪崩の発生もなく
十分効果が発揮されている。（山形県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 雪の積雪状況から、放置すれば雪崩の発生が懸念されることから、
針 雪崩発生防止のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 事業の実施により雪崩の発生防止が図られている、事業の有効性は
認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である災害防止対策が有効
に機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ６８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 下絵馬河 事業実施主体 東北森林管理局（しもえまか）
（都道府県名） （山形県） 山形森林管理署新庄事務所

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
山形森林管理署新庄事務所

事業の概要・目的 当該地区は、鮭川村東部に位置し、平成７年の融雪と降雨により山腹荒廃が発
生し、下部の人命・人家・農地に被害を及ぼす危険があった。

このため、土砂災害発生防止機能の発揮及び森林の公益的機能の向上により、
下流の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容：山腹工 1.50ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 68,402千円
総便益(B) 385,349千円
分析結果(B/C) 5.63

② 事業効果の発現 事業実施により、災害発生防止機能の発揮が図られた。
状況 平成１１年９月の豪雨時(111mm/日)にも山腹崩壊の発生はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、山形森林管理署新庄事務所におい
された施設の管理 て管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、土砂災害発生防止機能の発揮が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積層からなる脆弱な地質構造であり、豪雨等の都度山腹斜面の崩
変化 壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により

安定が図られた。
保全対象：人家、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：崩れた箇所が農地と隣接しており一時期は被害の拡大等心配しま
した。しかし、治山事業を実施していただいたことにより、現在まで土砂災害の
発生もなく、治山施設の効果のおかげと認識しております。今後とも、災害の未
然防止等よろしくお願いします。（鮭川村）

当事業は、地すべり性の災害の復旧と拡大を防止するものであり、施工後崩壊
斜面は安定し、事業効果が十分発揮されている。（山形県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 山腹崩壊状況から、放置すれば土砂の流出が懸念されることから、
針 土砂災害発生防止のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 事業の実施により土砂流出の発生防止が図られており、事業の有効
性は認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ６９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 下湯ノ台 事業実施主体 東北森林管理局（しもゆのだい）
（都道府県名） （山形県） 山形森林管理署新庄事務所

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
山形森林管理署新庄事務所

事業の概要・目的 当該地区は、大蔵村南部に位置し、肘折火山噴出物であるシラスが厚く堆積し
ており、毎年の融雪と降雨により山腹荒廃が発生し、土砂の流出により下部の人
命・人家・農地に被害を及ぼす危険があった。

このため、土砂災害発生防止機能の発揮及び森林の公益的機能の向上により、
下流の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容：山腹工 8.00ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 74,405千円
総便益(B) 283,250千円
分析結果(B/C) 3.81

② 事業効果の発現 事業実施により、融雪や降雨時にも土砂の流出の防止機能の発揮が図られた。
状況 平成９年以降の豪雨時(138mm/日)にも山腹崩壊の発生はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、山形森林管理署新庄事務所におい
された施設の管理 て管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、土砂災害発生防止機能の発揮が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山噴出物の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、豪雨等の都度
変化 山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業

の実施により安定が図られた。
保全対象：人家、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：治山施設施工後は、毎年のように豪雨があるにもかかわらず現在
まで土砂災害等発止してないことは、治山事業実施による効果であると認識して
おります。今後も村民が安心して暮らせるように一層のご協力をお願いします。

（大蔵村）
当該箇所は、肘折温泉に通じる国道４５８号線を保全するもので民生の安定に

寄与している。（山形県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 山腹崩壊状況から、放置すれば土砂の流出が懸念されることから、
針 土砂災害発生防止のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 事業の実施により土砂流出の発生防止が図られており、事業の有効
性は認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ７０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年度）

事業実施地区名 大滝沢 事業実施主体 東北森林管理局（おおたきさわ）
（都道府県名） （山形県） 置賜森林管理署

完了後経過年数 ５年 管理主体 東北森林管理局
置賜森林管理署

事業の概要・目的 当該地区は、小国町西部に位置し、毎年の融雪と降雨により渓岸浸食が繰り返
され、渓床に不安地土砂が堆積しており、下流の人家・県道に被害を及ぼす危険
があった。

このため、土砂災害発生防止機能の発揮及び森林の公益的機能の向上により、
下流の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容：渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用(C) 28,906千円
総便益(B) 378,140千円
分析結果(B/C) 13.08

② 事業効果の発現 事業実施により、融雪や降雨時にも土砂流出の防止機能の発揮が図られた。
状況 平成９年以降の豪雨時(102mm/日)にも山腹崩壊の発生はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、置賜森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、融雪や降雨時にも土砂流出の防止機能の発揮が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、堆積層からなる脆弱な地質構造であり、豪雨等の都度渓床の不安定
変化 土砂の流出により、下流の被害が発生していたが、本事業の実施により安定が図

られた。
保全対象：人家、県道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
・地元の意見：治山事業の実施により、下流の河床が安定し県道橋梁の橋脚が安
定している。また、上流部について豪雨・融雪期等の土砂及び流木等の流下が少
なく河床内が安定している。しかし、現在は土砂が堆積しており治山ダムの機能
低下が心配される。（小国町）

当地区は、人家・飯豊山の登山口に通じる県道を保全するもので、治山ダムの
施工により土砂災害の防止効果を発揮しており、事業効果が十分発現されてい
る。（山形県）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携しながら
一層の努力を期待する。

評価結果及び実施方 ・必要性： 渓床の不安定土砂の堆積状況から、放置すれば土砂の流出が懸念さ
針 れ、砂災害発生防止のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 事業の実施により土砂流出の発生防止が図られており、事業の有効
性は認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ７１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業 実施地区 吉野沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（よしのさわ）
名 （青森県） 津軽森林管理署

（都道府県名）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 津軽森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、碇ヶ関村南東部に位置し、過去の豪雨や融雪等により、崩壊土砂が
下流の人家や農地等に流出したため、平成元年までに渓間工を４基設置し、下流
域の保全を図ってきたが、平成６年の豪雨により流出した土砂が下流域の人家や
農地等に被害を及ぼした。

このため、山脚の固定や渓床に堆積している不安定土砂の流出を防止し、人家
や国道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 79,712 千円
総 便 益（Ｂ） 255,860 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.21

② 事業効果の発現 事業実施により、渓岸に植生が回復し渓岸崩壊地の復旧及び不安定土砂の安定
状況 が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、津軽森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸に植生が回復し、渓岸崩壊地の復旧及び不安定土砂の安
環境の変化 定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山噴出物等の堆積層である急傾斜地で、表層、風化土層の剥離が
変化 起きやすい地質構造であり、融雪及び豪雨の都度渓岸の崩壊により、森林の被

害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家１１戸、国道（７号線）、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、渓床等の安定及び土砂の流出防止が図られ、事業の効
果を確認している。 （碇ヶ関村）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ７２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 驫木母沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（とどろきははさわ）
（都道府県名） （青森県） 津軽森林管理署深浦森林管理センター

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 津軽森林管理署深浦森林管理センター

事業の概要・目的 当地区は、深浦町北西部に位置し、過去の豪雨や融雪等により、崩壊土砂が下
流の人家や農地等に流出したため、昭和５６年までに渓間工を７基設置し、下流
域の保全を図ってきたが、平成６年の豪雨により崩壊地が発生し、流出した土砂
が下流域の人家や農地等に被害を及ぼした。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や町道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 153,878 千円
総 便 益（Ｂ） 425,080 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.76

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、津軽森林管理署深浦森林管理セン
された施設の管理 ターにおいて管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山砕屑物等の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び豪
変化 雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家２０戸、町道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （深浦町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ７３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 猿ヶ沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（さるがさわ）
（都道府県名） （青森県） 津軽森林管理署金木支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 津軽森林管理署金木支署

事業の概要・目的 当地区は、市浦村東部に位置し、豪雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊すると
ともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や村道等に被害を及ぼし、地元住民から早
期復旧が求められていた。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や村道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 27,583 千円
総 便 益（Ｂ） 325,309 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 11.79

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、津軽森林管理署金木支署において
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山噴出物等の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び豪
変化 雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家１５戸、村道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生も見ら
れず、事業の効果を確認している。 （市浦村）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ７４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 シキバ沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（しきばさわ）
（都道府県名） （青森県） 津軽森林管理署金木支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 津軽森林管理署金木支署

事業の概要・目的 当地区は、金木町北東部に位置し、豪雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊する
とともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や国道等に被害を及ぼすことが懸念され
た。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や国道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 59,132 千円
総 便 益（Ｂ） 527,753 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.92

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、津軽森林管理署金木支署において
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山噴出物等の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び豪
変化 雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家２４戸、国道（３３９号線）、町道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生もみら
れず事業の効果を確認している。 （金木町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ７５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 高ウド沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（たかうどさわ）
（都道府県名） （青森県） 青森森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 青森森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、青森市北西部に位置し、豪雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊する
とともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や国道等に被害を及ぼすことが懸念され
た。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や国道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 21,822 千円
総 便 益（Ｂ） 240,083 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 11.00

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、青森森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、地層上部が軟弱な砂岩からなる地質構造であり、凍上や雨水による
変化 浸食が激しく、山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生して

いたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家１０戸、国道（２８０号線）、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （青森市）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ７６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 算用師地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（さんようし）
（都道府県名） （青森県） 青森森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 青森森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、三厩村北西部に位置し、豪雨や融雪等により、人家に接した急峻な
裏山の山腹斜面が崩壊し、人家に被害を及ぼした。

このため、山腹崩壊地の拡大を防止し、人家や国道等の保全及び保安林機能の
増進を図った。

主な事業内容 山腹工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 20,071 千円
総 便 益（Ｂ） 105,334 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.25

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊土砂の移動が緩和され、山腹崩壊地に植生が回復し山腹
状況 斜面の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、青森森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、山腹崩壊地に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧の安定が図ら
環境の変化 れた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山噴出物等の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、人家に接し
変化 た急峻な裏山が融雪及び豪雨の都度山腹斜面が崩壊し、人家等に被害を及ぼして

いたが、本事業の実施により山腹斜面の安定が図られた。
保全対象：人家５戸、国道（３３９号線）

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、この箇所の災害発生が見られず、事業の効果を確認し
ている。 （三厩村）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹斜面及び崩壊地の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等が懸念
されることから、周辺地域の保全等保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要
であった。
・有効性： 事業実施により山腹崩壊地の復旧が図られており、事業の有効性が
認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ７７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 小西股沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（こにしまたさわ）
（都道府県名） （青森県） 下北森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 下北森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、大畑町西部に位置し、豪雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊すると
ともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や町道等に被害を及ぼすことが懸念され
た。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や町道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 29,616 千円
総 便 益（Ｂ） 341,827 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 11.54

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、下北森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山砕屑物等の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び豪
変化 雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家１５戸、町道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （大畑町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ７８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 矢櫃沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（やびつさわ）
（都道府県名） （青森県） 下北森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 下北森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、川内町北部に位置し、豪雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊すると
ともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や県道等に被害を及ぼすことが懸念され
た。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 26,878 千円
総 便 益（Ｂ） 149,284 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.55

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、下北森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山砕屑物等の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び豪
変化 雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家５戸、県道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （川内町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ７９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 金津沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（かなつさわ）
（都道府県名） （青森県） 三八上北森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 三八上北森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、横浜町東部に位置し、過去の豪雨や融雪等により、崩壊土砂が流出
し、下流の人家や国道等に被害を及ぼしたことから平成２年に谷止工を１基施工
し下流域の保全を図ってきたが、平成６年の豪雨により崩壊地が発生し、流出し
た土砂が下流域の人家や農地等に被害を及ぼした。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や国道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 32,345 千円
総 便 益（Ｂ） 229,970 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.11

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、三八上北森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山砕屑物等の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び豪
変化 雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家１０戸、国道（２７９号線）、県道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （横浜町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果（案） ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ８０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 萱野沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（かやのさわ）
（都道府県名） （青森県） 三八上北森林管理署三戸事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 三八上北森林管理署三戸事務所

事業の概要・目的 当地区は、田子町西部に位置し、豪雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊すると
ともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や国道等に被害を及ぼすことが懸念され
た。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や国道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 30,103 千円
総 便 益（Ｂ） 282,604 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.39

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、三八上北森林管理署三戸事務所に
された施設の管理 おいて管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山噴出物等の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び豪
変化 雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家５戸、国道（１０４号線）、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備など適切に実施して
いく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （田子町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ８１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 苗代沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（なえしろさわ）
（都道府県名） （岩手県） 岩手北部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 岩手北部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、安代町北西部に位置し、豪雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊する
とともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や国道等に被害を及ぼした。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や国道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 23,924 千円
総 便 益（Ｂ） 227,249 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.50

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岩手北部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山砕屑物等の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び豪
変化 雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家１０戸、国道（２８２号線）、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （安代町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ８２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 ワサビ沢地区（ 事業実施主体 東北森林管理局青森分局わさびさわ）
（都道府県名） （岩手県） 三陸北部森林管理署久慈支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 三陸北部森林管理署久慈支署

事業の概要・目的 当地区は、岩泉町の北西部に位置し、豪雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊す
るとともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や県道等に被害を及ぼすことが懸念さ
れた。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 17,214 千円
総 便 益（Ｂ） 217,074 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 12.61

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、三陸北部森林管理署久慈支署にお
された施設の管理 いて管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、比較的安定した地質を呈しているが表土が浅いため、融雪及び豪雨
変化 の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、

本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家１０戸、県道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備など適切に実施して
いく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （岩泉町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ８３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 西大沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（にしおおさわ）
（都道府県名） （岩手県） 三陸北部森林管理署久慈支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 三陸北部森林管理署久慈支署

事業の概要・目的 当地区は、岩泉町北西部に位置し、豪雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊する
とともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や町道等に被害を及ぼすことが懸念され
た。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や町道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 20,548 千円
総 便 益（Ｂ） 217,780 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.60

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、三陸北部森林管理署久慈支署にお
された施設の管理 いて管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、比較的安定した地質を呈しているが表土が浅いため、融雪及び豪雨
変化 の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、

本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家１０戸、町道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備など適切に実施して
いく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （岩泉町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ８４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 マイマイ沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（まいまいさわ）
（都道府県名） （岩手県） 三陸中部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 三陸中部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、釜石市の南部に位置し、豪雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊する
とともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や国道等に被害を及ぼすことが懸念され
た。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や国道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 69,526 千円
総 便 益（Ｂ） 418,473 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.02

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、三陸中部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、粘板岩、頁岩主体の堆積層であるが、薄く剥離しやすい地質構造で
変化 あり、融雪及び豪雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出

が発生していたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家２０戸、国道（２３８号線）

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：特になし。 （釜石市）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ８５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 事業実施主体 東北森林管理局青森分局オッチャ沢地区（おっちゃさわ）
（都道府県名） （岩手県） 盛岡森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 盛岡森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、紫波町の西部に位置し、平成８年の融雪により、山腹斜面が崩壊す
るとともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や町道等に被害を及ぼすことが懸念さ
れた。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や町道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 39,131 千円
総 便 益（Ｂ） 286,847 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.33

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、盛岡森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山流出物等の堆積層であるが風化した部分が脆弱な地質構造であ
変化 り、融雪及び豪雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が

発生していたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家１０戸、町道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （紫波町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ８６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 事業実施主体 東北森林管理局青森分局ドロノキツバナ沢地区（どろのきつばなさわ）
（都道府県名） （岩手県） 盛岡森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 盛岡森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、西根町北部に位置し、豪雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊すると
ともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や県道等に被害を及ぼすことが懸念され
た。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 28,640 千円
総 便 益（Ｂ） 222,251 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.76

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、盛岡森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山砕屑物等の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び豪
変化 雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家５戸、県道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （西根町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ８７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 小荒沢地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（こあらさわ）
（都道府県名） （宮城県） 宮城北部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 宮城北部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、大和町西部に位置し、平成８年の融雪により、山腹斜面が崩壊する
とともに崩壊土砂が流出し、下流の人家や県道等に被害を及ぼした。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、人家や県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 37,071 千円
総 便 益（Ｂ） 68,158 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.84

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、宮城北部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山砕屑物等の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び豪
変化 雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していた

が、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家３戸、県道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、事業の効果を確認している。 （大和町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ８８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 事業実施主体 東北森林管理局青森分局光明滝沢地区（こうみょうたきさわ）
（都道府県名） （宮城県） 仙台森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 仙台森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、七ヶ宿町南東部に位置し、七ヶ宿ダムに流入する流域であるが、豪
雨や融雪等により、山腹斜面が崩壊するとともに崩壊土砂が流出し、多目的ダム
や下流の町道等に被害を及ぼすことが懸念された。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、ダムや町道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 26,552 千円
総 便 益（Ｂ） 90,292 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.40

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、その後の降雨等にも崩壊地の発生及び土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、仙台森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山噴出物等の堆積層からなり表土が浅いため、融雪及び豪雨の都
変化 度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事

業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家５戸、多目的ダム、町道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。

地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見ら
れず、また、ダムへの土砂の流入もほとんどなく事業の効果を確認
している。 （七ヶ宿町）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため
当事業の実施が必要であった。
・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性は認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ８９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 水の森地区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局（みずのもり）
（都道府県名） （宮城県） 仙台森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 仙台森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、仙台市街地に隣接する住宅地の周辺に位置し、湿地帯であるため常
に滞水し悪臭が発生するとともに、降雨により土砂混じりの汚濁水が河川に流入
するなどの理由から周辺住民から苦情が出ていた。

このため、水路工により滞水を排水するとともに、裸地化した箇所に緑化を施
工し土砂の流出を防止することにより、人家等の保全及び保安林機能の増進を図
った。

主な事業内容 水路工 １箇所
山腹工（緑化工） １箇所

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 29,247 千円
総 便 益（Ｂ） 69,870 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.39

② 事業効果の発現 事業実施により、滞水の排水がされ、また、緑化したことにより植生が回復
状況 し、河川への土砂流出防止が図られた。

また、その後の降雨等による土砂の流出は見受けられない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、仙台森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。

④ 事業実施による 事業実施により、滞水の排水がされ、また、緑化したことにより植生が回復
環境の変化 し、河川への土砂流出防止が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、仙台市街地に隣接する住宅地の周辺に位置し、宅地化が徐々に進ん
変化 でいたところであり、本事業の実施により悪臭が解消され、隣接住民からの苦情

もなくなり、緑化工の実施により景観の維持も保たれ、ゴミ等の不法投棄もなく
なった。

保全対象：人家４０戸、市道、公園

⑥ 今後の課題等 生活環境の保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備など適切に実
施していく必要がある。
地元の意見： 工事施工後、滞水及び河川への土砂の流出が減少し、悪臭も改善

され、事業の効果を確認している。 （水の森地区）

第三者委員会の意見 今後とも治山施設及びその周辺の環境に注意を払い、必要に応じて適切な措置
をとるようにされたい。

評価結果 ・必要性： 湿地帯であるため常に滞水し悪臭が発生するとともに、降雨により
土砂混じりの汚濁水が河川に流入していた状況から、放置すれば環境悪化の拡大
等が懸念されることから、周辺地域の環境の保全発揮のため、当事業の実施が必
要であった。
・有効性： 事業の実施により滞水の排水、緑化により植生が回復し、河川への
土砂流出防止が図られており、事業の有効性が認められる。
・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努めて
いることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。





整理番号 ９０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 蛭沢 事業実施主体 関東森林管理局（ひるさわ）
（都道府県名） （福島県） 磐城森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
磐城森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、平成５年の集中豪雨により上流に山腹崩壊地が発生し、直下の林
道を遮断するとともに下流の民有地に土砂が流出するなどの被害をもたらした箇
所で、山腹工の施工により山腹の安定を図り、沢には流木と不安定土砂の堆積が
著しいことから、下流域への土砂流出を防止し、人家や林道等の保全及び保安林
機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １ 基
山腹工 0.2 ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 39,321千円
総 便 益（Ｂ） 138,162千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.51

② 事業効果の発現 本事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安
状況 定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１２年の台風３号に伴う豪雨の際にも下流域への土砂
の流出等はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、磐城森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去に集中豪雨・台風等により下流域への土砂流出等の被害を与え
変化 ていたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家７戸、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も崩壊地等の森林整備を適切
に実施していく必要がある。

地元の意見： 施工後、集中豪雨や台風にもかかわらず、土砂の流出等下流域へ
の被害もなく、治山事業の効果が認められた。（地元）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨により山腹崩壊地が発生し、生産された不安定土砂の状
況から、放置すれば崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域
への保全及び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であっ
た。

・有効性： 本事業の実施により、山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安
定等により下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認めら
れる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ９１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 割山 事業実施主体 関東森林管理局（わりやま）
（都道府県名） （福島県） 磐城森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
磐城森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、集中豪雨等により上流造林地に崩壊地が発生し、直下の県道を遮
断する土砂が流出するなどの被害をもたらした箇所である。今後の豪雨等による
下流域への土砂流出を防止し、人家や県道等の保全及び保安林機能の増進を図っ
た。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 25,229千円
総 便 益（Ｂ） 62,798千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.49

② 事業効果の発現 本事業実施により、不安定土砂の流出防止が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１３年の台風に伴う豪雨の際にも下流域への土砂の流

出等はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、磐城森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、渓岸に植生が回復し不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去に集中豪雨・台風等による土砂流出等の被害を下流域に与えて
変化 いたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：県道 人家２戸

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も崩壊地等の森林整備を適切
に実施していく必要がある。

地元の意見：施工後、集中豪雨や台風にもかかわらず、土砂の流出等下流域への
被害もなく、治山事業の効果が認められた。（地元）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨による不安定土砂の状況から、放置すれば下流域への流
出等が懸念されることから、下流域への保全及び保安林機能の増進
のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ９２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 中丸木 事業実施主体 関東森林管理局（なかまるき）
（都道府県名） （福島県） 磐城森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
磐城森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、台風等により上流に崩壊地が随所に発生し、渓床に不安定土砂が
堆積していた。渓床の侵食も進行しており豪雨時に下流に土砂が流出するなどの
被害をもたらした。このため、今後の豪雨等による下流域への土砂流出を防止
し、人家等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 25,229千円
総 便 益（Ｂ） 98,384千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.90

② 事業効果の発現 本事業実施により、不安定土砂の流出防止が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１１年の集中豪雨の際にも下流域への土砂の流出等は

なかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、磐城森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食の防止と不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去に集中豪雨・台風等により下流域への土砂流出等の被害を与え
変化 ていたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：県道 人家５戸

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見：施工後、集中豪雨や台風にもかかわらず、土砂の流出等下流域への
被害もなく、治山事業の効果が認められた。（地元）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨による不安定土砂の状況から、放置すれば下流域への流
出等が懸念されることから、下流域への保全及び保安林機能の増進
のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、台風等による被害もなく、事業の有効性が
認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ９３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 取木沢 事業実施主体 関東森林管理局（とりきさわ）
（都道府県名） （福島県） 磐城森林管理署原町事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
磐城森林管理署原町事務所

事業の概要・目的 当該箇所は、原町市街を貫流する新田川の中流域に所在しており、地形が急峻
で大雨のたびに下流の発電所及び人家等に土砂流出による被害をもたらしてい
た。このため、今後の豪雨等による下流域への土砂流出を防止し、発電所等の保
全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 23,863千円
総 便 益（Ｂ） 57,292千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.40

② 事業効果の発現 本事業実施により、不安定土砂の流出防止が図られた。
状況 また、事業完了後の平成８年の１７号台風に伴う豪雨の際にも下流域への土砂

の流出等はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、磐城森林管理署原町事務所におい
された施設の管理 て管理されている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食の防止と不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去に集中豪雨・台風等により下流域への土砂流出等の被害を与え
変化 ていたが、渓間工の実施により安定が図られた。

保全対象：発電所 人家３戸

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 当地区は、過去に集中豪雨・台風等により下流域への土砂流出等
の被害を与えていたが、治山ダムの設置により被害もなくなり治山
事業の効果を認識している。（原町市）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨による不安定土砂流出等の状況から、下流域への保全及
び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ９４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 松川沢 事業実施主体 関東森林管理局（まつかわざわ）
（都道府県名） （福島県） 福島森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
福島森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、平成３年の集中豪雨により地すべり性崩壊が発生し、松川沢に土
砂が堆積し一部下流域に流出した。今後の豪雨等による下流域への土砂流出を防
止し、市道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 山腹工 0.01ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 3,649千円
総 便 益（Ｂ） 7,982千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.19

② 事業効果の発現 本事業実施により、山腹に植生が回復し不安定土砂の流出防止が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１１年の集中豪雨の際にも下流域への土砂の流出等は

なかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、福島森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、山腹に植生が回復し復旧及び不安定土砂の安定が図られ
環境の変化 た。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去に集中豪雨・台風等により市道への土砂流出等の被害を与えて
変化 いたが、山腹工の実施により安定が図られた。

保全対象：市道

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も崩壊地等の森林整備を適切
に実施していく必要がある。

地元の意見： 施工後は、度重なる集中豪雨等にもかかわらず下流域への被害が
発生せず治山事業の効果を認識している。（福島市）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨により不安定土砂の流出状況等から、下流域への保全及
び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、下流域の保全等が図られており、事業の有
効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ９５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 セリ沢 事業実施主体 関東森林管理局（せりざわ）
（都道府県名） （福島県） 福島森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
福島森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、平成８年の台風１３号により山腹崩壊が発生し、多量の不安定土
砂が渓床に堆積し市街地に流出する状況にあった。今後の豪雨等による下流域へ
の土砂流出を防止し、林道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基
山腹工 0.01ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 3,649千円
総 便 益（Ｂ） 7,707千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.11

② 事業効果の発現 本事業実施により、渓岸及び山腹に植生が回復し不安定土砂の流出防止が図ら
状況 れた。

また、事業完了後の平成１２年の台風３号の際にも下流域への土砂流出等はな
かった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、福島森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、渓岸及び山腹に植生が回復し復旧及び不安定土砂の安定が
環境の変化 図られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、台風等により山腹崩壊が発生し土砂流出等の被害を与えていたが、
変化 渓間工及び山腹工の実施により安定が図られた。

保全対象：林道

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 施工後は、度重なる集中豪雨等にもかかわらず下流域への被害が
発生せず治山事業の効果を認識している。（福島市）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 台風等による不安定土砂の流出状況等から、下流域への保全及び保
安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、下流域の保全等が図られており、事業の有効
性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ９６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 栂ノ森 事業実施主体 関東森林管理局（つがのもり）
（都道府県名） （福島県） 福島森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
福島森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、平成６年の集中豪雨により山腹崩壊が発生し、多量の不安定土砂
が流出し県道及び水田等に被害をもたらした。今後の豪雨等による下流域への土
砂流出を防止し、水田等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 山腹工 0.22ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 39,159千円
総 便 益（Ｂ） 71,122千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.82

② 事業効果の発現 本事業実施により、山腹に植生が回復し復旧及び不安定土砂の安定が図られ
状況 た。

また、事業完了後の平成１２年の台風３号の際にも下流域への土砂の流出等は
なかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、福島森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、山腹に植生が回復し復旧及び不安定土砂の安定が図られ
環境の変化 た。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨等により山腹崩壊が発生し土砂流出等の被害を与えていた
変化 が、山腹工の実施により安定が図られた。

保全対象：県道 水田

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も崩壊地等の森林整備を適切
に実施していく必要がある。

地元の意見： 施工後は、度重なる集中豪雨等にもかかわらず下流域への被害が
発生せず治山事業の効果を認識している。（常葉町）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨等による不安定土砂の流出状況等から、下流域への保全及
び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、下流域の保全等が図られており、事業の有効
性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ９７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 三森 事業実施主体 関東森林管理局（さんもり）
（都道府県名） （福島県） 福島森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
福島森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、郡山市の南部に注ぐ多田野川上流の急峻地形であり、山腹に小崩
壊地が点在し渓床に不安定土砂が堆積していた。このため、今後の豪雨等による
下流域への土砂流出を防止し、県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 14,258千円
総 便 益（Ｂ） 36,583千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.57

② 事業効果の発現 本事業実施により、渓床の不安定土砂の流出防止が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の台風５号の際にも下流域への土砂流出等はな

かった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、福島森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、不安定土砂が安定し渓岸に植生が回復し復旧及び不安定土
環境の変化 砂の安定が図られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、地形が急峻であり山腹に小崩壊地が点在し、渓床には不安定土砂が
変化 堆積していた。渓間工の設置により土砂等の安定が図られた。

保全対象：県道

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見：施工後は、度重なる集中豪雨等にもかかわらず下流域への被害が
発生せず治山事業の効果を認識している。（郡山市）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な予防対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 山腹から生産された不安定土砂の発生状況等から、下流域への保全
及び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、下流域の保全等が図られており、事業の有効
性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ９８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 村入沢 事業実施主体 関東森林管理局（むらいりさわ）
（都道府県名） （福島県） 会津森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、融雪期や豪雨のたびに渓岸崩壊等による不安定土砂が発生し下流
域に被害を与えている。このため不安定土砂の流出防止と渓岸の安定を図り、下
流域への保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 19,709千円
総 便 益（Ｂ） 63,312千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.21

② 事業効果の発現 本事業実施により、不安定土砂の流出防止が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の豪雨の際にも下流域への土砂流出等はなかっ

た。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、会津森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食により崩壊していた山腹と不安定土砂の安定が図
環境の変化 られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、融雪期や豪雨よる下流域への土砂流出等の被害を与えていたが、治
変化 山ダムの実施により安定が図られた。

保全対象：発電所 人家３戸

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 当地区は、度重なる集中豪雨等による被害があったが、治山ダム
の設置により被害もなくなり治山事業の効果を認識している。
（地元集落）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 豪雨等により不安定土砂の流出等状況から、下流域への保全及び
保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 ９９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 日山沢 事業実施主体 関東森林管理局（ひやまざわ）
（都道府県名） （福島県） 会津森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、県道日山源田沿いの沢であり地形が急峻で渓岸崩壊が数多く発生
していた。このため、下流域への土砂流出を防止し、県道等の保全及び保安林機
能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １ 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 13,085千円
総 便 益（Ｂ） 42,975千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.28

② 事業効果の発現 本事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の台風に伴う豪雨の際にも下流域への土砂の流

出等はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、会津森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食により崩壊していた山腹と不安定土砂の安定が図
環境の変化 られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、地形が急峻で渓岸崩壊が発生し下流域への土砂流出等の被害を与え
変化 ていたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：県道

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 施工後、度重なる豪雨にあったが、土砂の流出等による下流域へ
の被害もなく、治山事業の効果が認められた。（地元集落）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 地形が急峻のため渓岸崩壊等が発生し、放置すれば流出する恐れが
あることから下流域への保全及び保安林機能の増進のため本事業の実
施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保
全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １００

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間 ）

事業実施地区名 ナカノ沢 事業実施主体 関東森林管理局（なかのさわ）
（都道府県名） （福島県） 会津森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、渓岸侵食や山腹斜面からの崩落土砂が渓流に流出し、不安定土砂
の堆積が著しく下流域への土砂流出のおそれがあることから、県道等の保全及び
保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １ 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 23,616千円
総 便 益（Ｂ） 58,010千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.46

② 事業効果の発現 本事業実施により、渓床に堆積している不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の豪雨の際にも下流域への土砂の流出等はなか

った。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、会津森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、渓床に堆積している不安定土砂等の安定が図られた。
環境の変化

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、渓床に堆積している不安定土砂が豪雨等により流出し、下流域への
変化 被害を与えるおそれがあったが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：県道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる
不安定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 工事施工後、度重なる豪雨にあったが、土砂の流出等による下流
域への被害もなく、治山事業の効果が認められた。（地元集落）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な予防対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 不安定土砂が堆積しており、放置すれば流出する恐れがあったこと
から下流域への保全及び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要
であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保
全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １０１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 なだれ防止林造成（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 舘越山 事業実施主体 関東森林管理局（たてこしやま）
（都道府県名） （福島県） 会津森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、融雪期の「なだれ」とともに凍結融解による剥離岩や転石等の崩
落が発生し、県道や田畑に被害を与えていた。このため、「なだれ」や転石等の
崩落防止を図り、県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 なだれ防止柵工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 12,511千円
総 便 益（Ｂ） 88,555千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.08

② 事業効果の発現 本事業実施により、融雪期の「なだれ」とともに凍結融解による剥離岩等の崩
状況 落等の防止が図られた。

また、事業完了後の平成１０年の豪雨等の際にも不安定土石等の崩落等はなか
った。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、会津森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、「なだれ」が減勢し土石等が安定してきたことから植生が
環境の変化 回復している。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、融雪期の「なだれ」とともに凍結融解による剥離岩、転石等の崩落
変化 が発生し、県道や田畑に被害を与えていたが、本事業の実施により安定が図られ

た。
保全対象： 県道

⑥ 今後の課題等 国土保全機能を長期にわたって発揮させるため、減勢された林地内の森林造成
を適切に実施していく必要がある。

地元の意見： 施工後、なだれや落石等の被害も少なく減勢され、治山事業の効
果が認められた。（地元集落）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な「なだれ」防止対策だけでなく、整備対象地の分布
・規模、想定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を
考慮した広範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： なだれ等が発生することから、下流域への保全及び保安林機能の増
進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、「なだれ」等が減勢され下流域の保全等が図
られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １０２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間 ）

事業実施地区名 大貝沢 事業実施主体 関東森林管理局（おおかいさわ）
（都道府県名） （福島県） 会津森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、小規模な腹崩壊地や渓岸崩壊地が多数点在し融雪期、豪雨時に不
安定土砂が下流域に流出していた。このため、林道（民）等の保全及び保安林機
能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １ 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 9,971千円
総 便 益（Ｂ） 44,399千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.45

② 事業効果の発現 本事業実施により、渓床内の不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の豪雨の際にも下流域への土砂の流出等はなか

った。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、会津森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食により崩壊していた山腹と不安定土砂の安定が図
環境の変化 られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、小規模な山腹崩壊地や渓岸崩壊地が多数点在し融雪期、豪雨時に下
変化 流域への土砂流出等の被害を与えていたが、本事業の実施により安定が図られ

た。

保全対象：林道（民）

⑥ 今後の課題等 国土保全機能を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる
不安定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 施工後、度重なる豪雨にあったが、土砂流出等による下流域への
被害もなく、治山事業の効果が認められた。（地元集落）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊等から発生した不安定土砂の状況から、放置すれば流出す
る恐れがあることから下流域への保全及び保安林機能の増進のため本
事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保
全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １０３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間 ）

事業実施地区名 滝谷川支流 事業実施主体 関東森林管理局（たきやがわしりゅう）
（都道府県名） （福島県） 会津森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、小規模な山腹崩壊地や渓岸崩壊地が多数点在し融雪期、豪雨時に
不安定土砂が下流域に流出した。このため、これら不安定流出土砂の流出防止と
併用林道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １ 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 20,979千円
総 便 益（Ｂ） 45,840千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.19

② 事業効果の発現 本事業実施により、渓床内の不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の豪雨の際にも下流域への土砂の流出等はなか

った。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、会津森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食により崩壊していた山腹と、渓床に堆積している
環境の変化 不安定土砂等の安定が図られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、下流域への土砂流出等の被害を与えていたが、本事業の実施により
変化 安定が図られた。

保全対象： 併用林道、国道

⑥ 今後の課題等 国土保全機能を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる
不安定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 施工後、度重なる豪雨にあったが、土砂の流出等による下流域へ
の被害もなく、治山事業の効果が認められた。（地元集落）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊等から発生した不安定土砂の状況から、放置すれば流出す
る恐れがあることから下流域への保全及び保安林機能の増進のため本
事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保
全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １０４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間 ）

事業実施地区名 山入沢 事業実施主体 関東森林管理局（やまいりざわ）
（都道府県名） （福島県） 会津森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、平成５年の融雪期に渓岸崩壊等による土石流が発生し渓床に堆積
するとともに、豪雨時には不安定土砂が下流域に流出していた。このため、不安
定土砂の流出を防止し、農耕地等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 37,261千円
総 便 益（Ｂ） 65,034千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.75

② 事業効果の発現 本事業実施により、渓床内の不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の豪雨の際にも下流域への土砂の流出等はなか

った。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、会津森林管理署において管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食により崩壊していた山腹と不安定土砂の安定が図
環境の変化 られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、渓岸崩壊が発生し下流域への土砂流出等の被害を与えていたが、本
変化 事業の実施により安定が図られた。

保全対象：農地、人家２戸

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 工事施工後、度重なる豪雨にあったが、土砂の流出等による下流
域への被害もなく、治山事業の効果が認められた。

今後、より防災機能を高めるため流域の森林整備を進めてほし
い。 （地元集落）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 融雪期の渓岸崩壊等による不安定土砂の発生状況から、放置すれば
流出する恐れがあることから下流域への保全及び保安林機能の増進の
ため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保
全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １０５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間 ）

事業実施地区名 九郎三郎沢 事業実施主体 関東森林管理局（くろうさぶろうさわ）
（都道府県名） （福島県） 会津森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、上流部の山腹に小崩壊地が点在し、ここから生産された土石等が
渓床に堆積していた。このため、不安定土砂の流出を防止し、下流域の農耕地等
の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 16,438千円
総 便 益（Ｂ） 29,966千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.82

② 事業効果の発現 本事業実施により、渓床内の不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の豪雨の際にも下流域への土砂の流出等はなか

った。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、会津森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食により崩壊していた山腹と渓床に堆積している不
環境の変化 安定土砂等の安定が図られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、山腹崩壊地から発生した土石等が下流域へ流出し被害を与えていた
変化 が、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象： 林道 農地

⑥ 今後の課題等 国土保全機能を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる
不安定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 工事施工後、度重なる豪雨にあったが、土砂の流出等による下流
域への被害もなく、治山事業の効果が認められた。

今後、より防災機能を高めるため流域の森林整備をしてほしい。
（地元集落）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 小崩壊地等からの不安定土砂の発生状況から、放置すれば流出する
恐れがあることから下流域への保全及び保安林機能の増進のため本事
業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保
全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られてい
るものと認められる。



整理番号 １０６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 保安林管理道整備（国有林） 事業実施期間 平成４年度～８年度（５年間 ）

事業実施地区名 帝釈山 事業実施主体 関東森林管理局（ ）たいしゃくさん

（都道府県名） （福島県） 会津森林管理署南会津支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署南会津支署

事業の概要・目的 当該箇所は、荒廃地の拡大及び土砂流出による被害の防止、軽減及び荒廃森林
に対する水源かん養機能、国土保全等の公益機能を高度に発揮させる必要があっ
た。このため、保安林管理道を開設し、資材の搬入、人員の輸送等円滑かつ効率
的な治山事業の実施に資することを目的として本事業を実施した。

主な事業内容 保安林管理道 2,413m

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 402,080千円
総 便 益（Ｂ） 552,851千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.37

② 事業効果の発現 本事業実施により、荒廃危険地等の復旧、森林整備が効率的に行われた。
状況

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、会津森林管理署南会津支署におい
された施設の管理 て管理されている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、山地災害の防止、水源かん養等の見地から森林の適正な維
環境の変化 持・管理の目的が図られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去の台風、集中豪雨等により下流域の人家及び公共施設等を流出
変化 させる被害を与えているが、本事業の実施により民生の安定が図られている。

保全対象 林道、発電取水口、人家１８戸

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も崩壊地の復旧や森林整備な
どを適切に実施していく必要がある。

地元の意見： 天然林森林整備等の治山事業効果が認められた。
また、栃木県栗山村の既設道路に接続したことから、緊急時の

避難路や山火事等の防災対策への効果が認められた。
（檜枝岐村）

第三者委員会の意見 今後についても、整備対象地の分布・規模、想定される災害等及び保全対象の
重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広範囲な事業区域を綿密に調査
し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 本事業は、山地災害の防止、水源かん養等の見地から、森林の適正
な維持・管理を目的としており、下流域への保全及び保安林機能の増
進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、下流域の保全等が図られており、事業の有効
性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である保安林機能の増大
が図られているものと認められる。



整理番号 １０７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 たつみ沢 事業実施主体 関東森林管理局（たつみざわ）
（都道府県名） （栃木県） 日光森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
日光森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、渓床・渓岸の荒廃が進み渓床に堆積した大量の土砂が豪雨時に下
流に流出していた。このため、今後の豪雨等による土砂流出を防止し、川治ダム
や水道施設の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 41,840千円
総 便 益（Ｂ） 85,907千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.05

② 事業効果の発現 本事業実施により、不安定土砂の流出防止が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１３年の１１・１５号の台風に伴う豪雨の際にも土砂

の流出等はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、日光森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食により崩壊していた山腹と不安定土砂の安定が図
環境の変化 られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去の集中豪雨・台風等時には下流域に土砂流出等の被害を与えて
変化 いたが、治山ダムの設置により土砂等の安定が図られた。

保全対象：川治ダム 水道施設

⑥ 今後の課題等 国土保全機能を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる
不安定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 施工後は集中豪雨・台風等による下流域の土砂流出等の被害もな
く、治山ダムの設置の効果を再認識している。（栗山村）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨により不安定土砂の流出等状況から、下流域への保全及
び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １０８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 船沢 事業実施主体 関東森林管理局（ふなざわ）
（都道府県名） （栃木県） 塩那森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
塩那森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、地形が急峻で大雨のたびに渓床に堆積している不安定土砂が流出
していた。このため、今後の豪雨等による渓流の縦横侵食防止と保安林機能の増
進を図った

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 35,667千円
総 便 益（Ｂ） 108,729千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.05

② 事業効果の発現 本事業実施により、不安定土砂の流出防止が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の集中豪雨の際にも下流域への土砂の流出等は

なかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、塩那森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、渓岸に植生が回復し不安定土砂等の安定が図られた。
環境の変化

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去に集中豪雨等により下流域に土砂流出等の被害を与えていた
変化 が、治山ダムの設置により土砂等の安定が図られた。

保全対象：県道 人家３戸

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 施工後は、度重なる集中豪雨にもかかわらず下流域への土砂流出
等の被害もなく、治山事業の効果を認識している。（那須町）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨により不安定土砂の流出等状況から、下流域への保全及
び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １０９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 びしゃもん沢 事業実施主体 関東森林管理局（びしゃもんざわ）
（都道府県名） （栃木県） 塩那森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
塩那森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、渓床に堆積している不安定土砂が流出し下流域に被害を及ぼし
た。このため、今後の豪雨等による下流域への土砂流出を防止し、旅館等の保全
及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 43,920千円
総 便 益（Ｂ） 99,807千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.27

② 事業効果の発現 本事業実施により、不安定土砂の流出防止が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の集中豪雨の際にも下流域への土砂の流出等は

なかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、塩那森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食により崩壊していた山腹と不安定土砂の安定が図
環境の変化 られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去には集中豪雨等により被害を与えていたが、本事業実施により
変化 土砂等の安定が図られた。

保全対象：県道 旅館 １軒

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる
不安定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 施工前は集中豪雨等により下流域に土砂流出等の被害が発生して
いたが、治山ダムの設置により被害もなくなり、治山事業の効果を
再認識している。 （那須町）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨による不安定土砂の流出等状況から、下流域への保全及
び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、保全等が図られており、事業の有効性が認
められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １１０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 城間沢 事業実施主体 関東森林管理局（しろまざわ）
（都道府県名） （栃木県） 塩那森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
塩那森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、山腹崩壊により発生した土砂が下流に流出堆積していた。このた
め、今後の豪雨等による下流域への土砂流出を防止し、道路・田畑等の保全及び
保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 山腹工 0.01ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 2,619千円
総 便 益（Ｂ） 9,726千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.71

② 事業効果の発現 本事業実施により、山腹に植生が回復と不安定土砂の流出防止が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の集中豪雨に伴う豪雨の際にも下流域に土砂の

流出等はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、塩那森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、山腹に植生が回復するなど崩落斜面の安定が図られた。
環境の変化

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、山腹崩壊により下流域に土砂流出等の被害を与えていたが、山腹工
変化 の実施により安定が図られた。

保全対象： 林道 農耕地

⑥ 今後の課題等 山腹工を実施することにより安定したことから、今後は、国土保全効果を長期
にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施していく必要がある。

地元の意見： 施工後は度重なる集中豪雨等にもかかわらず、下流域にあたえる
被害もなく復旧対策は有効に機能している。（馬頭町）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊による不安定土砂の流出状況等から、下流域への保全及
び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、山腹崩壊面の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １１１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成６年度～８年度（３年間）

事業実施地区名 トマ半行沢 事業実施主体 関東森林管理局（とまはんぎょうざわ）
（都道府県名） （群馬県） 利根沼田森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
利根沼田森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、地形が急峻で凍結融解等により山腹斜面の崩壊が広がっていた。
このため、今後の豪雨等による下流域への土砂流出を防止し、村道等の保全及び
保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 山腹工 0.1 ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 5,918千円
総 便 益（Ｂ） 12,546千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.12

② 事業効果の発現 本事業実施により、山腹に植生が回復し不安定土砂の流出防止が図られた。
状況

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、利根沼田森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、崩壊地に植生が回復し不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去に集中豪雨の際には土砂が林道に流出し被害を与えていたが、
変化 山腹工の施工により安定が図られた。

保全対象： 村道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、今後は崩壊地等の森林整備を
適切に実施していく必要がある。

地元の意見： 施工後は、降雨による村道への被害もなく治山事業の効果を認識
している。

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨により不安定土砂の流出等状況から、下流域の保全及び
保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、山腹斜面の安定等により下流域の保全等が
図 られており、事業の有効性が認められる。
・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的

な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。
上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F

踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １１２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成４年度～８年度（５年間）

事業実施地区名 不動沢 事業実施主体 関東森林管理局（ふどうさわ）
（都道府県名） （群馬県） 利根沼田森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
利根沼田森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、利根村北東部に位置し、地形が急峻で荒廃が激しいとこであり、
薙状の崩壊地が多く豪雨のたびに下流の村道等への土砂流出等の被害をもたらし
た。このため、今後の豪雨等による下流域への土砂流出を防止し、人家や村道等
の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 140,364千円
総 便 益（Ｂ） 263,063千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.87

② 事業効果の発現 本事業実施により、村道等への土砂の流出防止が図られた。
状況

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、利根沼田森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食により崩壊していた山腹と不安定土砂の安定が図
環境の変化 られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、崩壊地から発生した多くの不安定土砂が下流域に流出していたが、
変化 渓間工の実施により安定が図られた。

保全対象： 村道 人家（５戸）

⑥ 今後の課題等 国土保全機能を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる
不安定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 施工後は、降雨による村道への被害もなく治山事業の効果を認識
している。 （地元集落）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨により不安定土砂の流出状況等から、下流域の保全及び
保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床内の不安定土砂の安定が図られ、事業
の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １１３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 深沢川 事業実施主体 関東森林管理局（ふかさわがわ）
（都道府県名） （群馬県） 吾妻森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
吾妻森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、榛名山北面に位置し、小崩壊地箇所からの流出土砂、渓岸侵食等
による不安定土砂が堆積していた。このため、下流の県道等への土砂の流出等の
おそれがあることから本事業を計画した。

主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 67,678千円
総 便 益（Ｂ） 127,140千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.88

② 事業効果の発現 本事業実施により、渓岸の安定が図られた。
状況 また、平成１３年の集中豪雨にもかかわらず下流域への被害はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、吾妻森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、渓床内の不安定土砂が安定し渓岸の植生の回復が図られ
環境の変化 た。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、崩壊地から発生した多くの流出土砂が渓床内に堆積していたが、渓
変化 間工の実施により安定が図られた。

保全対象： 水道取水口 県道

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、上流域の崩壊地等の復旧や森林
整備等を適切に実施していく必要がある。

地元の意見： 施工後は、降雨による被害もなく治山事業の効果を認識してい
る。（吾妻町）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な予防対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 渓床内の不安定土砂の堆積状況等から、下流域の保全及び保安林
機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床内の安定が図られ、事業の有効性が認
められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １１４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 千沢 事業実施主体 関東森林管理局（せんざわ）
（都道府県名） （群馬県） 吾妻森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
吾妻森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、榛名山北面に位置し造林地等の山腹崩壊箇所からの流出土砂、渓
岸侵食等による不安定土砂が堆積していた。このため、山腹崩壊地の拡大及び渓
床に堆積している不安定土砂の流出を防止し、人家等の保全及び保安林機能の増
進を図った。

主な事業内容 渓間工 １基
山腹工 0.01ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 9,296千円
総 便 益（Ｂ） 50,392千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.42

② 事業効果の発現 本事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安
状況 定土砂の安定が図られた。

また、平成１３年の集中豪雨の際にも下流域への被害はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、吾妻森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去に集中豪雨・台風等により下流域への土砂流出等の被害を与え
変化 ていたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家２戸、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全機能を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる
不安定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 施工後、集中豪雨や台風にもかかわらず、土砂の流出等下流域へ
の被害もなく、治山事業の効果が認められた。（東村）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨により上流の山腹崩壊及び堆積している不安定土砂の状
況から、放置すれば崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域
への保全及び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であっ
た。

・有効性： 本事業の実施により、山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安
定等により下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認めら
れる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １１５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 都沢 事業実施主体 関東森林管理局（みやこざわ）
（都道府県名） （群馬県） 群馬森林管理署大間々事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
群馬森林管理署大間々事務所

事業の概要・目的 当該箇所は、平成７年に地すべり性崩壊地が発生し、下流域に土砂が流出する
などの被害をもたらした。このため、山腹工の施工により山腹の安定を図り、下
流域への土砂流出を防止し、水道施設や人家等の保全及び保安林機能の増進を図
った。

主な事業内容 山腹工 0.76ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 245,958千円
総 便 益（Ｂ） 517,206千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.10

② 事業効果の発現 本事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂の
状況 安定が図られた。

また、事業完了後の平成９年の集中豪雨の際にも下流域への土砂の流出等はな
かった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、群馬森林管理署大間々事務所にお
された施設の管理 いて管理されている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、崩壊地及び侵食された山腹に植生が回復し山腹崩壊地の復
環境の変化 旧及び不安定土砂の安定が図られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、平成７年の集中豪雨等により下流域に土砂流出等の被害を与えてい
変化 たが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：水道施設 人家２５戸

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も崩壊地等の森林整備を適切
に実施していく必要がある。

地元の意見： 工事施工後、土砂の流出等下流域への被害もなく、治山事業の効
果が認められた。（足尾町）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 集中豪雨により地すべり性崩壊地が発生し、放置すれば崩壊地の
拡大等が懸念されることから、下流域への保全及び保安林機能の増
進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、山腹崩壊地の復旧、渓床の安定等により下
流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １１６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 臼ケ滝 事業実施主体 関東森林管理局（うすがたき）
（都道府県名） （新潟県） 下越森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
下越森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、地形が急峻のため渓岸崩壊が進行し不安定土砂が大量に堆積し、
下流に土砂が流出するなどの被害をもたらした。このため、渓間工の施工によ
り、下流域への土砂流出を防止し、人家や村道等の保全及び保安林機能の増進を
図った。

主な事業内容 渓間工 ２ 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 30,711千円
総 便 益（Ｂ） 79,134千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.58

② 事業効果の発現 本事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１０年の集中豪雨の際にも下流域への土砂の流出等は

なかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、下越森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、渓岸崩壊地の復旧及び不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、地形が急峻のため渓岸崩壊が進行し、下流域への土砂流出等の被害
変化 を与えていたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家３戸、村道

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 工事施工後、集中豪雨等にもかかわらず、土砂の流出等や水道の
取水口への濁水等の被害もなく、治山事業の効果が認められた。

（新穂村）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 渓岸崩壊が発生し、不安定土砂の状況から、放置すれば渓岸崩壊
地の拡大等が懸念されることから、下流域への保全及び保安林機能
の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １１７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 水上沢 事業実施主体 関東森林管理局（みずかみさわ）
（都道府県名） （新潟県） 下越森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
下越森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、地形が急峻のため渓岸崩壊が進行し不安定土砂が大量に堆積し、
下流に土砂が流出するなどの被害をもたらした。このため、下流域への土砂流出
を防止し、人家や農耕地等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 ２ 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 36,297千円
総 便 益（Ｂ） 86,551千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.38

② 事業効果の発現 本事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１３年の集中豪雨の際にも下流域への土砂の流出等は

なかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、下越森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食により崩壊していた山腹と不安定土砂の安定が図
環境の変化 られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、地形が急峻のため渓岸崩壊が進行し、下流域への土砂流出等の被害
変化 を与えていたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家２戸、農耕地

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 工事施工後、集中豪雨等の際にも、土砂の流出等による被害もな
く、治山事業の効果が認められた。 （黒川村）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 渓岸崩壊が発生し、不安定土砂の状況から、放置すれば渓岸崩壊
地の拡大等が懸念されることから、下流域への保全及び保安林機能
の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １１８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 下小沢 事業実施主体 関東森林管理局（しもこざわ）
（都道府県名） （新潟県） 下越森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
下越森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、地形が急峻のため山腹崩壊や渓岸崩壊が進行し不安定土砂が大量
に堆積し、下流に流出するなどのおそれがあった。このため、下流域への土砂流
出を予防し、人家や村道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １ 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 31,328千円
総 便 益（Ｂ） 93,786千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.99

② 事業効果の発現 本事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１４年集中豪雨の際には下流域への土砂の流出等はな

かった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、下越森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、地形が急峻のため山腹崩壊や渓岸崩壊が進行し不安定土砂
環境の変化 が堆積していたが、下流域への流出はなかった。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、地形が急峻のため渓岸崩壊が進行し、下流域への土砂流出等の被害
変化 のおそれがあったが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家３戸、村道

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 工事施工後、集中豪雨等にもかかわらず、土砂の流出等による被
害もなく、治山事業の効果が認められた。 （地元集落）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な予防対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 渓岸崩壊が発生し、不安定土砂の状況から、放置すれば渓岸崩壊
地の拡大等が懸念されたことから、下流域への保全及び保安林機能
の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １１９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 ガニ沢 事業実施主体 関東森林管理局（がにざわ）
（都道府県名） （新潟県） 下越森林管理署村上支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
下越森林管理署村上支署

事業の概要・目的 当該箇所は、過去の集中豪雨の際に山腹崩壊や渓岸崩壊地から発生した不安定
土砂が大量に堆積し、豪雨のたび下流に土砂が流出するなどの被害をもたらし
た。このため、下流域への土砂流出を防止し、農耕地等の保全及び保安林機能の
増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １ 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 5,637千円
総 便 益（Ｂ） 23,887千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.24

② 事業効果の発現 本事業実施により、渓岸に植生が回復し不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の集中豪雨の際にも下流域への土砂の流出等はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、下越森林管理署村上支署において
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂の安
環境の変化 定が図られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、過去の集中豪雨の際に山腹崩壊や渓岸崩壊地から発生した不安定土
変化 砂が大量に堆積し、下流域への土砂流出等の被害を与えていたが、本事業の実施

により安定が図られた。

保全対象： 農耕地

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 工事施工後、集中豪雨等にもかかわらず、土砂の流出等による被
害もなく、治山事業の効果が認められた。 （関川村）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 不安定土砂が豪雨のたびに流出することから、放置すれば渓岸崩
壊の拡大等が懸念されることから、下流域への保全及び保安林機能
の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １２０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 本沢 事業実施主体 関東森林管理局（ほんさわ）
（都道府県名） （新潟県） 中越森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
中越森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、地形が急峻のため山腹崩壊や渓岸崩壊が進行し不安定土砂が大量
に堆積し、下流に土砂が流出するなどの被害をもたらした。このため下流域への
土砂流出を防止し、国道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 渓間工 １ 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 36,521千円
総 便 益（Ｂ） 76,737千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.10

② 事業効果の発現 本事業実施により、崩壊地や渓岸の不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１４年の台風２１号の集中豪雨の際にも下流域への土

砂の流出等はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、中越森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、縦横侵食により崩壊していた山腹と不安定土砂の安定が図
環境の変化 られた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、地形が急峻のため渓岸崩壊が進行し、下流域への土砂流出等の被害
変化 を与えていたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象： 県道

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、今後も上流から流出してくる不安
定土砂等の安定に努める必要がある。

地元の意見： 工事施工後、集中豪雨等にもかかわらず、土砂の流出等による被
害もなく、治山事業の効果が認められた。 （湯ノ谷村）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な復旧対策だけでなく、整備対象地の分布・規模、想
定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を考慮した広
範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 崩壊地の崩壊が進行し、不安定土砂の状況から、放置すれば渓岸
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域への保全及び保安林
機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １２１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 なだれ防止林造成（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 小黒沢 事業実施主体 関東森林管理局（おぐろさわ）
（都道府県名） （新潟県） 中越森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
中越森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、小さな「なだれ」が毎年発生しており、今後大規模な「なだれ」
が発生すると、下流にある旅館等への被害のおそれがあった。このため、旅館や
県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 鋼製柵工 ６ 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 42,330千円
総 便 益（Ｂ） 120,086千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.84

② 事業効果の発現 本事業実施により、「なだれ」による下流域への安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１１年の表層なだれにおいても、下流域への被害はな

かった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、中越森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 本事業実施により、「なだれ」の減勢がみられ、植生の回復と森林造成が図ら
環境の変化 れた。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、小さな「なだれ」が毎年発生していたが、本事業の実施により「な
変化 だれ」の発生の減勢が図られた。

保全対象： 旅館

⑥ 今後の課題等 国土保全を長期にわたって発揮させるため、減勢された山腹面の森林整備など
を適切に実施していく必要がある。

地元の意見： 工事施工後、「なだれ」の発生を確認したが、下流の旅館等への
被害もなく、治山事業の効果が認められた。 （塩沢町）

第三者委員会の意見 今後についても、局所的な「なだれ」防止対策だけでなく、整備対象地の分布
・規模、想定される災害等及び保全対象の重要度や周辺地域の社会的な要請等を
考慮した広範囲な事業区域を綿密に調査し、事業を進めることが重要である。

評価結果 ・必要性： 「なだれ」が発生し、下流域への不安定な状況を放置すれば、大
規模な「なだれ」発生時の災害が懸念されることから、下流域への
保全及び保安林機能の増進のため本事業の実施が必要であった。

・有効性： 本事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定等により下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の検討に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的
な工種・工法で実施されており、効率性は認められる。

上記の から の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見をA F
踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １２２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予 防 治 山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 二番作 事業実施主体 関東森林管理局東京分局（にばんさく）
（都道府県名） （茨城県） 茨城森林管理署高萩事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 茨城森林管理署高萩事務所

事業の概要・目的 当該箇所は、平成７年６月の豪雨（271mm/日）により、下流に不安定土砂が流
出した。このまま放置すると農業用水路（十石堀）や住宅等に被害がおよぶ恐れ
があるため、早期に渓間工を実施し、不安定土砂の流出を抑制し、人家や農耕地
等の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容
渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 9,599 千円
総 便 益（Ｂ） 133,184 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 13.87

② 事業効果の発現 計画的な治山事業の推進により、森林整備事業等を積極的に実行しており、台
状況 風等における集中豪雨時（平成11年8月14日、236mm/日)には下流の保全対象に直

接被害を及ぶことなく効果が現れているところである。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、茨城森林管理署高萩事務所におい
された施設の管理 て管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出が抑制されている。また、本事業の実施に
環境の変化 よる環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティ参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。
保全対象：人家、農耕地、農業用水路

⑥ 今後の課題等 安定した林層の形成による水源のかん養、国土保全機能を長期に亘って発揮さ
せるためにも、適期に保育間伐等を適切に実施していくことが大切である。

地元の意見： 治山工事施工後、山腹崩壊等は発生していない。市街地より離れ
ているため、地元としては特段の意見はないが、十石堀のための予
防治山としては効果があったのではないかと思われる（北茨城市）

第三者委員会の意見 治山事業を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、下流に流出することが懸念
され、当事業の実施が必要であった。

・有効性： 渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等が図られており、
事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、効果的かつ効率的な工種・工法で検討
されており、また事業実施に当たってもコスト縮減に努めていること
から、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である予防対策が有効に
機能し、保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １２３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復 旧 治 山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 高 鈴 事業実施主体 関東森林管理局東京分局（たかすず）
（都道府県名） （茨城県） 茨城森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 茨城森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、平成７年６月の豪雨（251mm/日）により、当流域において不安定
土砂が流出した。今後、豪雨時において下流に被害がおよぶ恐れがあるため、早
期に渓間工を実施し、渓床の不安定土砂の流出を抑制し、人家や林道等の保全及
び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容
渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 47,112 千円
総 便 益（Ｂ） 158,124 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.36

② 事業効果の発現 計画的な治山事業の推進により、森林整備事業等を積極的に実行しており、台
状況 風等における集中豪雨時（平成13年8月22日台風11号、350mm/日）には下流の保

全対象に直接被害を及ぶことなく効果が現れているところである。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、茨城森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、不安定土砂の流出が抑制されている。また、本事業の実施
環境の変化 による環境への影響は、ほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティ参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。
保全対象：人家、農耕地、林道

⑥ 今後の課題等 安定した林層の形成による水源のかん養、国土保全機能を長期に亘って発揮さ
せるためにも、適期に保育間伐等を適切に実施していくことが大切である。

地元の意見： 治山工事施工後に集中豪雨を記録した。土砂等の流出は抑止され
て、保全対象である人家・農耕地・林道等の保全に役立っており、
治山工事の効果はあったと認識している。今後も、土砂等の流出の
恐れがある箇所には積極的に治山工事を実施してほしい。

（日立市）

第三者委員会の意見 治山事業を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 渓床の堆積する不安定土砂の状況から、下流に流出することが懸念
され、当事業の実施が必要であった。

・有効性： 渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等が図られており、
事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、効果的かつ効率的な工種・工法で検討
されており、また事業実施に当たってもコスト縮減に努めていること
から、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し、保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １２４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復 旧 治 山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 荻野入 事業実施主体 関東森林管理局東京分局（おぎのいり）
（都道府県名） （静岡県） 伊豆森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 伊豆森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、平成７年６月の集中豪雨（246mm/日）により、山腹斜面が崩壊す
るとともに崩壊土砂が流出し、下流の農地・林道に被害が発生した。
このため、山腹崩壊地の拡大と不安定土砂の流出を抑止し、農地・林道の保全及
び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容
山腹工 0.40ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 25,063 千円
総 便 益（Ｂ） 193,823 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.73

② 事業効果の発現 計画的な治山事業の推進により、森林整備事業等を積極的に実行しており、台
状況 風等における集中豪雨時（平成10年8月27日台風4号、284mm／日）には下流の保

全対象に直接被害を及ぶことなく効果が現れているところである。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、伊豆森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂の
環境の変化 安定が図られた。また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられ

ない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティ参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。
保全対象：林道、農地

⑥ 今後の課題等 安定した林層の形成による水源のかん養、国土保全機能を長期に亘って発揮さ
せるためにも、適期に保育間伐等を適切に実施していくことが大切である。

地元の意見： 今後、より防災効果を高めるため、周辺の森林整備を充実してほ
しい。（河津町）

第三者委員会の意見 治山事業を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地の状況から、放置すれば崩壊地の拡大等が懸念され、下
流域の保全等保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、下流域の保全が図られており
事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、事業実施に当たってもコスト縮減に努
めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し、保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １２５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 大滝川地区 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
おおたきがわ

（都道府県名） （長野県） 北 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
北 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 当地区は黒姫山東斜面に位置し、平成７年７月の梅雨前線豪雨により、渓岸崩
壊が拡大し、多量の土砂が土石流とともに流出したため下流の林道を通行止めに
する被害が発生した。
このため、渓床内にある不安定土砂の流出防止と渓岸崩壊の拡大防止を図り、
下流域を保全するため、施設の整備を実施した。

主な事業内容
渓間工 ３基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ６９，９３４千円
総 便 益（Ｂ） ７１，８２２千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．０３

② 事業効果の発現 事業実施により、渓床内の不安定土砂が抑止され渓岸崩壊による新たな土砂生
状況 産も減少した｡

また、事業完了後の数回の豪雨、台風、融雪等による下流域への土石流等によ
る土砂流出はなく、事業実施効果は大きいものと思われる。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、北信森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓岸崩壊地の脚部が抑えられ、土砂移動が抑制されたことによ
環境の変化 り、植生の回復が見られる箇所ができた。

また、本事業の実施中及び施工後の環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は黒姫山中流部の岸壁直下の巨礫を主とした火山砕屑物からなり、融雪
変化 及び豪雨による崖錘の一部破壊が起き、渓床に堆積し、豪雨時に流下する被害が

発生していたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象 ： 林道、農地

⑥ 今後の課題等 当地区は火山堆積層からなる地質で豪雨等に弱いことから、渓流の状況把握に
努めつつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実
施など適切な対応を行う。
地元の意見：工事施工後は融雪時や豪雨時に濁り水もなく、災害の発生も見られ

ないため、工事の効果を認識するとともに、今後においても要望箇
所には工事を実施していただきたい。（信濃町）

第三者委員会の意見 今後とも環境と調和した工種工法を用いて、事業実施に努めること。

評価結果 ・必要性：梅雨前線豪雨による土砂災害が発生し、再発防止のため渓床内不安定
土砂の流出防止と渓岸崩壊の拡大防止を図ったもので、必要性は十分
に認められる。

・有効性：完了後の融雪・豪雨等においても土砂流出は見られず、渓岸の植生回
復が見られる等、事業の施工効果は十分あると認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は認められる。

火山地帯においては、河床の浸食を防止することが重要であり、①～⑥の項目
及び上記評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ客観的に検討したと
ころ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １２６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度 （２年間）

事業実施地区名 鳥居川地区 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
と り い が わ

（都道府県名） （長野県） 北 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
北 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 当地区は戸隠山に源を発する鳥居川上流域に位置している。平成７年７月の梅
雨前線豪雨により、山腹崩壊、渓岸崩壊が発生し、多量の土砂と立木が流出した
ため下流の発電所、養魚場に被害が発生した。
このため、渓床内にある不安定土砂及び流木の流出防止と渓岸崩壊の拡大防止
を図り、下流域を保全するため、施設の整備を実施した。

主な事業内容
渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ７５，４７０千円
総 便 益（Ｂ） １４２，０８８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．８８

② 事業効果の発現 事業実施により、渓床内の不安定土砂が抑止され渓岸崩壊による新たな土砂生
状況 産も減少し、下流域への土砂、流木の流出もなくなった｡

また、事業完了後の数回の豪雨、台風、融雪等による下流域への土石流等によ
る土砂流出はなく、事業実施効果は大きいものと思われる。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、北信森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓岸崩壊地の脚部が抑えられ、土砂移動が抑制されたことによ
環境の変化 り、植生の回復が見られる箇所ができた。

また、本事業の実施中及び施工後の環境への影響はほとんど見られない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は戸隠山東壁直下から生産される巨礫を主とした火山砕屑物からなり、
変化 凍上、融解により物理的風化した岩塊が融雪及び豪雨により、渓床に堆積し、豪

雨時に流下する被害が発生していたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象 ： 発電所、県道

⑥ 今後の課題等 当地区は火山堆積層からなる地質で豪雨等に弱いことから、渓流の状況把握に
努めつつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実
施など適切な対応を行う。
地元の意見：工事施工後は融雪時や豪雨時に濁り水もなく、災害の発生も見られ

ないため、工事の効果を認識するとともに、今後においても要望箇
所には工事を実施していただきたい。（信濃町）

第三者委員会の意見 今後とも環境と調和した工種工法を用いて、事業実施に努めること。

評価結果 ・必要性：梅雨前線豪雨により土砂災害が発生し、再発防止のため渓床の不安定
土砂及び立木の流出防止並びに渓岸崩壊の拡大防止を図ったもので、
必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後の融雪・豪雨等においても土砂流出は見られず、渓岸の植生回
復が見られる等、事業の施工効果は十分に発現されており、有効性が
認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

火山地帯においては、河床の浸食を防止することが重要であり、①～⑥の項目
及び上記評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ客観的に検討したと
ころ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １２７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 極野地区 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
に て の

（都道府県名） （長野県） 北 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
北 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 当地区は年間降雪量が多く、積雪寒冷作用による山腹荒廃が進行し、渓流内に
は多量の不安定土砂が堆積している。このため融雪期や豪雨時にはこの土砂が土
石流となって下流域に被害を及す危険性が極めて高い。
渓床内にある不安定土砂の流出防止と渓岸崩壊の拡大防止を図り、下流域を保
全するため、施設の整備を実施した。

主な事業内容
渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） １７，５９４千円
総 便 益（Ｂ） ４０，２９８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．２９

② 事業効果の発現 事業実施により、渓床内の不安定土砂が抑止され渓岸崩壊による新たな土砂生
状況 産も減少した｡

また、事業完了後の数回の豪雨、台風、融雪等による下流域への土石流等によ
る土砂流出はなく、事業実施効果は大きいものと思われる。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、北信森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により不安定土砂が抑えられ、土砂移動が抑制されたことにより、下
環境の変化 流域において植生の回復が見られる箇所ができた。

また、本事業の実施中及び施工後の環境への影響はほとんど見られない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は標高１２００ｍの豪雪地帯に位置し、融雪期の雪蝕及び豪雨による侵
変化 蝕により、不安定土砂が大量に渓床に堆積していた。このため豪雨時にはこれら

が流下する危険性があったが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象 ： 林道、取水施設

⑥ 今後の課題等 当地域は積雪量が多く積雪寒冷作用により森林荒廃が進行しやすい地域である
ことから、渓間工の効果や山地災害危険地の状況把握に努めつつ必要に応じて森
林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施など適切な対応を行
う。

地元の意見：工事施工後は融雪時や豪雨時に濁り水もなく、災害の発生も見られ
ないため、工事の効果を認識している。今後も予防的な工事を含め
て要望箇所には工事を実施していただきたい。（栄村）

第三者委員会の意見 地区の特性から、今後も現地の状況把握に努め、必要に応じた対策を講ずるこ
と。

評価結果 ・必要性：長年の積雪寒冷作用等により渓床に多量な土砂が不安定な状態で堆積
しており、流出の危険性が高まり、下流域の保全を図るため実施した
もので、必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後の融雪・豪雨等においても土砂流出は見られず、予防効果は十
分に発現されており、有効性が認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

多雪地帯では、融雪期の災害防止が特に重要であり、①～⑥の項目及び上記評
価並びに第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、
予防対策は有効に機能している。



整理番号 １２８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 硫黄沢地区 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
い お う ざ わ

（都道府県名） （長野県） 北 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
北 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 当地区は長野、新潟県境に位置し、苗場山北西斜面及び日陰山南西斜面より本
流、支流に多量の土砂を供給し、融雪、降雨期にはたびたび下流の国道を通行止
めにする被害を発生させている。
このため、渓床内にある不安定土砂の流出防止と渓岸崩壊の拡大防止を図り、
下流域を保全するため、施設の整備を実施した。

主な事業内容
渓間工 １基
治山運搬路 ６６０．０m

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） １１３，０６８千円
総 便 益（Ｂ） ３３５，９８６千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．９７

② 事業効果の発現 事業実施により、渓床内の不安定土砂が抑止され、下流域への土砂流出も減少
状況 した｡

また、事業完了後の数回の豪雨、台風、融雪等による下流域への土石流等によ
る土砂流出はなく、事業実施効果は大きいものと思われる。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、北信森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により渓床内の不安定土砂が抑えられ、土砂移動が抑制されたことに
環境の変化 より、下流域の渓床内植生の回復が見られる箇所ができた。

また、本事業の実施中及び施工後の環境への影響はほとんど見られない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は苗場、日陰山麓から流送される巨礫を含む古い堆積物からなり、融雪
変化 及び豪雨により一時渓床内に堆積し、その後の豪雨時に土石流となって流下する

被害が発生していたが、本事業の実施により被害が軽減された。
保全対象 ： 国道（405号線）、林道

⑥ 今後の課題等 本地域は豪雪地帯で上流部からの土砂流送が旺盛であることから、渓流の状況
把握に努めつつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事
業の実施など適切な対応を行う。
地元の意見：工事施工後は融雪時や豪雨時に大きな被害もなく、工事の実施によ

る効果が見られる。今後においても要望箇所には工事を積極的に実
施していただきたい。（栄村）

第三者委員会の意見 今後とも地区の地質等、特性にあった工種工法を用いて、事業実施に努めるこ
と。

評価結果 ・必要性：上流から流送された土石が不安定に堆積しては豪雨で下流に流出して
繰り返し被害を与えており、渓床内の不安定土砂抑止と渓岸崩壊の拡
大防止により下流域保全を図ったもので、必要性は十分に認められ
る。

・有効性：完了後の数次の豪雨等においても土石流等の土砂流出が見られず、下
流域の渓床内植生が回復しつつある等、施工効果は十分に発現され、
有効性は認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

土砂流送の著しい渓流においては、有害土砂の補足が重要であり、①～⑥の項
目及び上記評価並びに第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １２９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 中部森林管理局黒川下流（Ⅱ）地区 事業実施主体
くろかわかりゅう

（都道府県名） 中信森林管理署（長野県）

中部森林管理局完了後経過年数 ５年 管 理 主 体
中信森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、南安曇郡奈川村の中央部に位置し、平成７年７月の梅雨前線豪雨に
より、山腹斜面が崩壊し崩壊土砂が下流へ流出した。山腹崩壊地は落ち着いてい
るものの、渓床内には依然、不安定土砂が堆積し、このまま放置すれば下流の保
全対象に被害を与える恐れが高いことから、早期復旧を図るとともに防災機能を
高めるため本事業に着手した。

主な事業内容
渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 26,978千円
総 便 益（Ｂ） 54,336千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.01

② 事業効果の発現 事業実施により、下流への土砂流出が軽減し、安定した渓床へと移行してい
状況 る。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、中信森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出が軽減されるなど渓床・渓岸の安定が図ら
環境の変化 れてきている。また、本事業による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 過去の土砂流出による災害歴もあり、災害の感受性が高い流域である。災害発
変化 生時の連絡体制整備を目的に、平成１３年３月には「土砂災害防止に関する奈川

郵便局と松本砂防工事事務所・中部森林管理局及び長野県の協力に係る実施協定
書」を締結するなど、土砂災害に対する関心が高まっている。

保全対象：人家１１戸、村道、林道 、農地

⑥ 今後の課題等 上流からの土砂生産が旺盛な地区であることから、渓流の状況把握に努めつつ
必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施など適
切な対応を行う。

地元の意見：林地保全及び災害防止のため、今後においても計画的な治山事業
の実施を要望します。（奈川村）

第三者委員会の意見 本事業地上流は、古くから渓床が荒廃していて、土石流が多い地帯であるの
で、国有林での渓間工は下流の保全に重要である。今後も必要に応じて対策を推
進すること。

評価結果 ・必要性：過去及び着手前年に下流域で家屋等に被害が発生しており、荒廃状況
から放置すると再び被災する恐れが高く施工したものであり必要性は
十分に認められる。

・有効性：実施後は下流への土砂流出が軽減され、安定した渓床に移行しつつあ
り、事業の施工効果は十全に発現されており、有効性が認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

当該地区は崩壊土砂流出危険地区に指定されており、過去には多くの土砂災害
の発生を見ているが、①～⑥の項目内容及び上記評価並びに第三者委員会の意見
等を踏まえ、総合的かつ客観的に検討したところ、復旧対策が有効に機能してい
る。



整理番号 １３０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 深沢川地区 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
ふかざわかわ

（都道府県名） （長野県） 東 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
東 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 本事業は、東信地区北部に位置する小諸市・東部町との市町村界を流れる深沢
川流域において予防治山工事を実施するものである。深沢川上流部は、通称黒ザ
レと称する大崩壊地が広がっており、渓床に不安定な状態で土砂が堆積し、下流
域における人家等への影響が懸念されることから事業を実施した。

主な事業内容
渓間工 2基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 87,275千円
総 便 益（Ｂ） 109,259千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.25

② 事業効果の発現 崩壊地からの崩落土砂生産が毎年あるものの、治山施設設置により不安定土砂
状況 の流出抑制が図られた。

また、平成１１年８月の集中豪雨の際にも下流域への土砂の流出は見られなか
った。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、東信森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓床内不安定土砂の抑止により渓流の安定が図られ渓岸崩壊
環境の変化 の拡大等もなく、植生の回復が見られつつある。

また、本事業の実施中及び施工後の環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、大崩壊地から市街地へ向かう荒廃状況の激しい地域であり、台風・
変化 集中豪雨の都度土砂の流出が見られたが、本事業の実施により渓流の安定が図ら

れた。

保全対象：人家、農地、広域農道、林道

⑥ 今後の課題等 上流からの土砂生産が旺盛な地区であることから、渓間工の効果や山地災害危
険地の状況把握に努めつつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮して
いく治山事業の実施など適切な対応を行う。

地元の意見：土砂の流出がなく、効果が現れているものと認識している。
（東部町）

第三者委員会の意見 土砂生産が高い地域であり、今後とも現地の状況把握に努め、必要に応じ土砂
流出を抑止する対策等を推進すること。

評価結果 ・必要性：上流崩壊地からの流出土砂が渓床に不安定に堆積し、下流域に被害を
与える恐れが高まり土砂の流出防止を図るため実施したもので、必要
性は十分に認められる。

・有効性：実施後の集中豪雨の際においても、下流への土砂流出は見られず、渓
床の植生回復が見られる等、事業の施工効果は十分に発現されてお
り、有効性が認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記の①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、予防対策は有効に機能している。



整理番号 １３１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 押出沢地区 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
お し で さ わ

（都道府県名） （長野県） 東 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
東 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 本事業地は、上田市近隣青木村国道１４３号線沿い阿鳥川上流部に位置し、飯
縄山国有林として市街地近郊の保健休養の場として親しまれている地域である。

阿鳥川下流域には多数の人家が点在しているが、長年赤松林内から流出した土
砂が渓床内に不安定に堆積し、豪雨等の際に流出し下流域に被害を与える恐れが
高まり、災害予防の観点から予防治山工事を実施した。

主な事業内容
渓間工 ３基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 49,834千円
総 便 益（Ｂ） 94,088千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.89

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の抑止が図られ、下流域への土砂流出は発生して
状況 いない。

また、平成１１年８月の集中豪雨の際にも土石流等の土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、東信森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓床内の安定が図られ植生が回復しつつある。
環境の変化 また、事業の実施中及び施工後、環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、これまでに際だった災害はないものの、保全対象が近くにあるた
変化 め、渓床の状況から下流域への影響が懸念されたが、施設設置により土石流災害

等の危険性が軽減された。
保全対象：人家、農地、市道

⑥ 今後の課題等 保全対象に近接した地区であることから、渓流の状況把握に努めつつ必要に応
じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施など適切な対応
を行う。

地元の意見：治山施設設置により地域住民に与える災害の危険性が低くなった。
（青木村）

第三者委員会の意見 火山地帯は若い地形であるから浸食活動が活発で、事業の効果は大きい。今後
も保全対象を注意しながら必要に応じて対策等を推進すること。

評価結果 ・必要性：渓床の状況から近接する保全対象の災害防止を図るため実施したもの
で、必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後の集中豪雨の際には、施設が十分に機能し下流域への土砂流出
を未然に防止しており、渓床の植生回復も見られる等、有効性は十分
に認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、予防対策は有効に機能している。



整理番号 １３２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局湯 川 上 流地区
ゆかわじょうりゅう

（都道府県名） （長野県） 東 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
東 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 当地区は、軽井沢町北部湯川上流部に位置し、平成７年７月の梅雨前線豪雨に
より、山腹斜面の崩壊を引き起こし渓床内へ不安定土砂が堆積していた。

このため、崩壊斜面の復旧緑化と不安定土砂の流出防止を図り、下流域を保全
するため本事業に着手した。

主な事業内容
渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 33,036千円
総 便 益（Ｂ） 80,003千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.42

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊斜面に植生が回復し渓床内不安定土砂の安定が図られ
状況 た。

また、事業完了後の平成１１年８月の集中豪雨の際にも崩壊地の発生及び土砂
の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、東信森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、山腹斜面の安定、不安定土砂の安定、及び植生の回復が図ら
環境の変化 れた。

また、事業の実施中及び完了後の環境へ及ぼす影響はほとんど見受けられな
い。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山噴火による軽石層からなる脆弱な地質構造であり、梅雨前線豪
変化 雨、台風の通過する都度山腹斜面の崩壊により森林の被害、崩壊土砂の流出が発

生していたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：町道

⑥ 今後の課題等 厚い軽石層からなる豪雨に弱い地域であることから、地区内の状況把握に努め
つつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施な
ど適切な対応を行う。

地元の意見：梅雨期、台風等の後は土砂の流出が見られたが、施工後は災害の発
生もなく効果があったことを認識している。（軽井沢町）

第三者委員会の意見 軽石層への植生の侵入は遅く、表土の不安定化は依然として続くので、周囲の
様子を見ながら必要に応じて対策を推進すること。

評価結果 ・必要性：梅雨前線豪雨により崩壊地が発生し、渓床内に土砂が不安定に堆積
し、放置すると下流に被害を与える恐れが高いことから、保全対象を
保全するため実施したもので、必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後は、渓床が安定し植生の回復もあり、集中豪雨の際も崩壊地の
発生及び土砂の流出は見られず、事業の施工効果が十分に発現されて
おり、有効性が認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

当地域の土砂災害防止には軽石等浮遊流送土石の捕捉が重要であり、上記①～
⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ客観的に検
討したところ、風旧対策は有効に機能している。



整理番号 １３３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 小瀬の沢地区 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
こ せ の さ わ

（都道府県名） （長野県） 東 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
東 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 本事業地は、長野県軽井沢町中軽井沢の湯川支流部に位置し、隣接地には軽井
沢ふれあいの郷がある。

当該箇所は、平成６年の梅雨期に山腹崩壊が発生し、崩落土砂が河川へ流出し
て不安定な状態で堆積、放置すると下流域に被害を与える恐れが高いことから、
崩壊地の拡大防止と不安定土砂の流出防止により下流域の保全図るため、事業を
実施した。

主な事業内容
渓間工 １基
山腹工 ０．１３ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 21,350千円
総 便 益（Ｂ） 81,380千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.81

② 事業効果の発現 事業実施による崩壊地の復旧により植生が回復し、渓間工で不安定土砂が抑制
状況 され渓床の安定が図られた。

また、平成１１年８月の集中豪雨の際にも崩壊地の発生及び土砂の流出はなか
った。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、東信森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、植生の回復と不安定土砂の抑制が図られ渓床は安定した。
環境の変化 また、事業の実施中及び完了後も環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、浅間山噴火による軽石層からなる脆弱な地質構造であり、融雪及び
変化 豪雨の都度、山腹斜面の崩壊を繰り返していたが、本事業の実施により安定が図

られた。
保全対象：町道、林道

⑥ 今後の課題等 厚い軽石層からなる豪雨に弱い地域であることから、地区内の状況把握に努め
つつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施な
ど適切な対応を行う。

地元の意見：梅雨期、台風等の後は土砂の流出が見られたが、施工後は災害の発
生もなく効果があったことを認識している。（軽井沢町）

第三者委員会の意見 軽石層への植生の侵入は遅く、表土の不安定化は依然として続くので、周囲の
様子を見ながら必要に応じて対策を推進すること。

評価結果 ・必要性：梅雨前線豪雨により崩壊地が発生し、渓床内に土砂が不安定に堆積
し、放置すると下流に被害を与える恐れが高いことから、保全対象を
保全するため実施したもので、必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後は、渓床が安定し植生の回復もあり、集中豪雨の際も崩壊地の
発生及び土砂の流出は見られず、事業の施工効果が十分に発現されて
おり、有効性が認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

当地域の土砂災害防止には軽石等浮遊流送土石の捕捉が重要であり、上記①～
⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ客観的に検
討したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １３４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 蛇堀川地区 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
じゃぼりかわ

（都道府県名） （長野県） 東 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
東 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 当地区は、小諸市北部に位置し、平成７年７月の梅雨前線豪雨により、上流に
堆積していた不安定土砂が流送され、河床に不安定な状況で堆積し下流域に被害
を与える恐れが高まっていた。

このため、不安定土砂の流出を防止し下流域の保全と保安林機能の増進を図る
ため事業に着手した。

主な事業内容
渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 27,108千円
総 便 益（Ｂ） 133,719千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.93

② 事業効果の発現 事業実施により、渓床内不安定土砂が抑止され渓床が安定した。
状況 また、平成１１年８月の集中豪雨の際にも土石流等の土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、東信森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂が抑止され渓床は安定し土砂の流出は見られなく
環境の変化 なった。

また、事業の実施中及び完了後も環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山堆積物からなる脆弱な地質地域のため融雪及び豪雨の都度不安
変化 定土砂の堆積が見られたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家、市道

⑥ 今後の課題等 上流からの土砂生産が旺盛な地区であることから、渓流の状況把握に努めつつ
必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施など適
切な対応を行う。

地元の意見：事業実施により渓流の荒廃が減少しており、効果が現れているもの
と考える。（小諸市）

第三者委員会の意見 火山噴出物は容易に移動するので、渓流の浸食状況を見ながら必要な対策を推
進すること。

評価結果 ・必要性：梅雨前線豪雨により上流の不安定土砂が流送され、渓床内に不安定な
状態で堆積し下流域に被害を及ぼす恐れが高まり実施したもので、事
業の必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後の豪雨の際も土砂流出は見られず、渓床は安定しており事業の
施工効果は十分に発現しており、有効性が認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

土砂災害防止には有害土砂の流出防止が重要であり、上記①～⑥の項目及び評
価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、
復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １３５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 大河原川① 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
おおかわらがわ

（都道府県名） （長野県） 南 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
南 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 当地区は、平成５年の梅雨前線豪雨及び平成６年の集中豪雨により発生した崩
落土砂が、渓床内に不安定な状態で残っており、土石流等による土砂災害が危惧
されたため、不安定土砂の移動防止と渓流の安定により、下流域の保全を図るた
め本事業を実施した。

主な事業内容
渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ８５，０６７千円
総 便 益（Ｂ） ４９０，１４２千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ５．７６

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂等の移動防止と荒廃渓流の安定が図られている。
状況 平成９年７月の梅雨前線豪雨（１００㎜）の際山地災害なし。

平成１１年８月１４日の集中豪雨（１４３㎜）の際にも下流域の災害は見られな
い。

③ 事業により整備 本事業において整備した治山施設については、南信森林管理署において適切に
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により不安定土砂等の移動防止と荒廃渓流の安定が図られている。
環境の変化 また、事業実施中及び完了後の環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、山岳高冷地帯特有の積雪寒冷作用等による風化浸食により、地質が
変化 もろく、土砂生産が著しい地域である。

保全対象：人家１０戸、県道（ビーナスライン）、市道

⑥ 今後の課題等 当地区は地質がもろく、土砂生産の著しい地域であることから、渓流の状況把
握に努めつつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業
の実施など適切な対応を行う。

地元の意見：今後においても、水源涵養機能の向上のため、治山事業の推進に強
い要望がある。（茅野市）

第三者委員会の意見 土砂生産が高い地域であり、今後とも現地の状況把握に努め、必要に応じ土砂
生産を抑止する対策等を推進すること。

評価結果 ・必要性：集中豪雨により渓床内に不安定な状態で土砂が堆積しており、土石流
等の発生により下流域に被害与える恐れが高いことから実施したもの
で、必要性は十分に認められる。

・有効性：不安定土砂の抑制により渓床の安定が図られており、完成後の豪雨時
にも下流域への土砂流出は軽減され、土砂災害の軽減等事業実施効果
が発現しており、有効性は十分発現している。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １３６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 牛渕沢③ 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
うしぶちざわ

（都道府県名） （長野県） 南 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
南 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 当地区は、平成５年及び平成６年の集中豪雨により、山腹斜面が崩壊するとと
もに崩落土砂の一部が流出した。しかしながら山腹内に土砂が不安定な状態で残
っており、放置すると下流域に被害を与える恐れがあり、不安定土砂の固定と拡
大崩壊を防止し、水源かん養機能の高い森林の造成により下流域への保全を図る
ため本事業を実施した。

主な事業内容
山腹工 ０．８９ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果
の算定基礎となっ 分析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） ４９，６４７千円
総 便 益（Ｂ）３４５，６６６千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ６．９６

② 事業効果の発現 事業実施により、山腹崩壊地が復旧整備され、植生が回復し土砂生産が減少し
状況 ている。 また、平成１１年６月２９、３０日の梅雨前線豪雨（１４７㎜）の際

も山地災害の発生は無かった。

③ 事業により整備 本事業において整備した治山施設については、南信森林管理署において適切に
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、山腹崩壊地が復旧整備され、植生が回復し山腹からの土砂生
環境の変化 産が減少したことから、渓床の安定が見られる。

また、事業実施中及び完了後の環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は急峻な地形で中央構造線の脆弱な地質構造から、荒廃の著しい箇所で
変化 あり、過去の豪雨では崩壊地からの流送土砂により、三峰川沿線が破壊寸断され

る災害が発生しており、地域防災に対する関心は従来以上に高まっている。
保全対象：林道、発電所

⑥ 今後の課題等 当該地区は極めて脆弱な地質構造であることから、渓流の状況把握に努めつつ
必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施など適
切な対応を行う。
地元の意見：三峰川流域は複雑な地質構造で、山地災害が発生しやすい地域であ

り、今後も治山事業の推進を強く要望する。（長谷村）

第三者委員会の意見 今後とも地区の地質等、特性にあった工種工法を用いて、事業実施に努めるこ
と。

評価結果 ・必要性：集中豪雨により崩壊地が発生し、崩壊地内には不安定な状況で土砂の
残留堆積が見られ、放置すると流出し下流域に被害を与える恐れが高
いことから実施したもので、必要性は十分に認められる。

・有効性：崩壊地の植生が回復し土砂生産が減少しており、完了後の梅雨前線豪
雨の際も山地災害の発生は見られなかった等、事業の施工効果は十分
に発現しており、有効制が認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

中央構造線の脆弱な地質地帯はきめ細かな対応が重要であり、上記①～⑥の項
目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ客観的に検討した
ところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １３７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 保安林管理道整備（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 瀬戸沢 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
せ と ざ わ

（都道府県名） （長野県） 南 信 森 林 管 理 署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
南 信 森 林 管 理 署

事業の概要・目的 当地区は、急峻な地形で、凍結、融解等の寒冷作用などにより、保安林機能が
低下しつつあり、保安林の諸機能を高めるためには森林の整備がより重要である
ことから、森林の整備を計画的かつ効率的に実施するための路網整備として本事
業に着手した。

主な事業内容
保安林管理道新設 ５００m

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において、費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ９４，８７２ 千円
総 便 益（Ｂ） １３２，０２７ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．３９

② 事業効果の発現 保安林管理道の有効利用により、森林整備が計画的かつ効率的に実施され、公
状況 益的機能の高い健全な森林が造成されつつある。

③ 事業により整備 本事業により新設した保安林管理道については、南信森林管理署において適切
された施設の管理 に維持管理されている。
状況

④ 事業実施による 保安林管理道を利用した森林整備の推進により健全な森林が形成しつつあり、
環境の変化 保安林機能の維持向上が図られている。

また、事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 下流域の保全のため、保安林整備を含めた流域の整備による公益的機能の増進
変化 に関心が高まっている。

⑥ 今後の課題等 特になし。

地元の意見：保安林管理道新設により、治山事業による森林整備が着実に図られ
ていると認識している、水源涵養、国土保全機能の向上のため、治
山事業の促進を強くお願いしたい。（辰野町）

第三者委員会の意見 保安林等を管理するため、今後とも必要な保安林管理道の整備に努めるととも
に、保安林の公益的機能の発揮を期待する。

評価結果 ・必要性：荒廃移行森林の整備等、保安林機能の維持増進をはかるため路網整備
を実施したもので、必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後は森林整備等保安林の管理に利用され、良好な森林に移行して
いることから、有効性は十分に認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、対策は有効に機能している。



整理番号 １３８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成６年度～８年度（３年間）

事業実施地区名 蛇洞沢 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
じゃぼらさわ

（都道府県名） （長野県） 南信森林管理署飯田事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
南信森林管理署飯田事務所

事業の概要・目的 当該地は、中央構造線破砕帯の脆弱な地質構造に加え、平成５年６月の梅雨前
線豪雨により山腹斜面が崩壊し、村道の陥没崩落被害が発生した。

このため、山腹崩壊地の拡大にともなう土砂の流出を防止し、人家・村道等の
保全及び保安林機能の増進を図るため本事業を実施した。

主な事業内容 山腹工 ０．４０ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ６,４９４千円
総 便 益（Ｂ） ６５,５４８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.09

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１２年９月１２日の秋雨前線（台風１４号）の際にも

崩壊地の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、南信森林管理署飯田事務所におい
された施設の管理 て適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
環境の変化 また、本事業による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、中央構造線破砕帯による崩壊性の高い地質構造と急峻な地形によ
変化 り、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施により安定が

図られた。
保全対象：人家２戸、国道１５２号線、村道

⑥ 今後の課題等 中央構造線の脆弱な地質構造地帯であることから、山腹などの状況把握に努め
つつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施な
ど適切な対応を行う。
・地元の意見：急峻な地形及び地滑り等による崩壊などが発生し易い状況にあ

り、崩壊地が拡大し道路等に被害が生じるおそれがある箇所があ
ることから、治山工事等を今後も推進して頂きたい。（上村）

第三者委員会の意見 今後とも地区の地質等、特性にあった工種工法を用いて、事業実施に努めるこ
と。

評価結果 ・必要性：豪雨時の山腹斜面の崩壊及び崩壊土砂の流出を図るため実施したもの
で、必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後には、施設が十分に機能し森林の被害、崩壊土砂の流出はなか
ったことから有効性は十分に認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １３９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 小嵐川支流１ 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
こおろしがわしりゅう

（都道府県名） （長野県） 南信森林管理署飯田事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
南信森林管理署飯田事務所

事業の概要・目的 当該地は、中央構造線破砕帯の脆弱な地質構造に加え、平成７年９月台風１２
号等により、山腹崩壊地が拡大し崩壊土砂が渓流に流出する災害が発生した。

このため、更なる山腹崩壊地の拡大による土砂の流出を防止し、人家や国道の
保全及び保安林機能の増進を図るため本事業を実施した。

主な事業内容 山腹工 ０．３８ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ３７,４６９千円
総 便 益（Ｂ） １３０,５９８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.49

② 事業効果の発現 事業実施により、当該箇所の山腹崩壊地の拡大防止が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１２年９月１２日の秋雨前線（台風１４号）の際にも

当該崩壊地の拡大はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、南信森林管理署飯田事務所におい
された施設の管理 て適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 崩壊地の復旧により植生が回復し、拡大崩壊防止が図られた。
環境の変化 また、本事業による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、中央構造線破砕帯の領家変成岩類黒色片岩で崩壊性の高い地質構造
変化 であり、急峻な地形と地形的特性に起因する局所的集中豪雨の頻発により森林の

被害、崩壊土砂の流出が発生している。本事業の実施により当該崩壊地の安定が
図られた。しかし、最近になり周囲で崩壊地の発生・拡大等が見られ、治山事業
の実施を要する状況になりつつある。
保全対象：人家３戸、国道１５２号線

⑥ 今後の課題等 中央構造線の脆弱な地質構造地帯であることから、山腹などの状況把握に努め
つつ必要に応じて流域管理を念頭に置いて、森林の持つ公益的機能を高度に発揮
していく治山事業の実施など適切な対応を行う。

・地元の意見：山地災害を防止するとともに、保安林機能を高めるため、積極的
な事業の推進を図られたい。（南信濃村）

第三者委員会の意見 今後とも地区の地質等、特性にあった工種工法を用いて、事業実施に努めるこ
と。

また、下流域における他事業と連携し事業の推進に努めること。

評価結果 ・必要性：豪雨時における崩壊土砂の流出防止を図り下流域を保全するため実施
したもので、必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後の豪雨災害時の際には、施設が十分に機能し土石流の発生はな
かったことから有効性は十分に認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １４０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成５年度～８年度（４年間）

事業実施地区名 押出沢 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
お し で ざ わ

（都道府県名） （長野県） 南信森林管理署飯田事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
南信森林管理署飯田事務所

事業の概要・目的 当該地は、花崗岩のマサ化した脆弱な地質構造に加え、平成２～４年の間に梅
雨前線３回、台風２回により、崩壊地の拡大等がみられ、下流への被害の恐れが
生じた。

このため、山腹崩壊地の拡大による土砂の流出を防止し、人家、村道等の保全
及び保安林機能の増進を図るため本事業を実施した。

主な事業内容 山腹工 ０．８８ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） １２０,５９６千円
総 便 益（Ｂ） ２５８,４１５千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.14

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１２年８月の集中豪雨の際にも土砂の流出はなかっ

た。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、南信森林管理署飯田事務所におい
された施設の管理 て適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、当該崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
環境の変化 また、本事業による環境への変化はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、花崗岩のマサ化した地質構造であり、融雪及び豪雨の都度山腹斜面
変化 の崩壊・拡大により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の

実施により当該崩壊地の安定が図られた。しかし、最近になり上流部で崩壊地の
発生・拡大が見られ、治山事業を実施する状況になりつつある。

保全対象：人家４戸、村道

⑥ 今後の課題等 当地区は、花崗岩のマサ化した脆弱な地質構造であることから、山腹などの状
況把握に努めつつ森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施な
ど適切な対応を行う。

・地元の意見：当区域は豊丘村の貴重な水源であり、水源かん養と国土保全のた
め森林整備（治山事業を含む）を積極的に進めていただきたい。

（豊丘村）

第三者委員会の意見 今後とも地区の地質等、特性にあった工種工法を用いて、事業実施に努めるこ
と。

評価結果 ・必要性：豪雨時における崩壊土砂の流出防止を図り下流域を保全するため実施
したもので、必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後の豪雨災害時の際には、施設が十分に機能し土石流の発生はな
かったことから有効性は十分に認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １４１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成５年度～８年度（４年間）

事業実施地区名 池の沢 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
い け の さ わ

（都道府県名） （長野県） 南信森林管理署飯田事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
南信森林管理署飯田事務所

事業の概要・目的 当該地は、花崗岩のマサ化した脆弱な地質構造に加え、平成２～４年の間に梅
雨前線３回、台風２回により、崩壊地の拡大等がみられ、下流への被害の恐れが
生じた。

このため、山腹崩壊地の拡大による土砂の流出を防止し、人家、村道等の保全
及び保安林機能の増進を図ため本事業を実施した。

主な事業内容 山腹工 １．０５ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） １１０,３２７千円
総 便 益（Ｂ） ２３９,４７９千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.17

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１２年８月の局地豪雨等の際にも崩壊地の発生及び土

砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、南信森林管理署飯田事務所におい
された施設の管理 て適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
環境の変化 また、本事業による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、花崗岩のマサ化した脆弱な地質構造であり、融雪及び豪雨の都度山
変化 腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の

実施により山腹崩壊地の安定が図られた。
保全対象：人家4戸、村道

⑥ 今後の課題等 花崗岩のマサ化した脆弱な地質構造であることから、渓流などの状況把握に努
めつつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施
など適切な対応を行う。
・地元の意見：当区域は豊丘村の貴重な水源であり、水源涵養と国土保全のため

森林整備（治山事業を含む）を積極的にすすめていただきたい。
（豊丘村）

第三者委員会の意見 今後とも地区の地質等、特性にあった工種工法を用いて、事業実施に努めるこ
と。

評価結果 ・必要性：豪雨時における崩壊土砂の流出防止を図り下流域を保全するため実施
したもので、必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後の豪雨災害時の際には、施設が十分に機能し土石流の発生はな
かったことから有効性は十分に認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １４２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成５年度～８年度（４年間）

事業実施地区名 うすが沢２ 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
さわ

（都道府県名） （長野県） 南信森林管理署飯田事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
南信森林管理署飯田事務所

事業の概要・目的 当該地は、花崗岩のマサ化した脆弱な地質構造に加え、平成２～４年の間に梅
雨前線３回、台風２回により、崩壊地の拡大等がみられ、下流への被害の恐れが
生じた。

このため、山腹崩壊地の拡大による土砂の流出を防止し、人家、村道等の保全
及び保安林機能の増進を図るため本事業を実施した。

主な事業内容 山腹工 ０．３７ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ３５,７８０千円
総 便 益（Ｂ） １９７,９９７千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.53

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１２年８月の局地豪雨等の際にも崩壊地の発生及び土

砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、南信森林管理署飯田事務所におい
された施設の管理 て適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
環境の変化 また、本事業による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、花崗岩のマサ化した地質構造であり、融雪及び豪雨の都度山腹斜面
変化 の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実施に

より安定がはかられた。
保全対象：人家４戸、県道（農道南信州フルーツライン）、村道

⑥ 今後の課題等 花崗岩のマサ化した脆弱な地質構造であることから、渓流などの状況把握に努
めつつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施
など適切な対応を行う。
・地元の意見：当区域は豊丘村の貴重な水源であり、水源涵養と国土保全のため

森林整備（治山事業を含む）を積極的にすすめていただきたい。
（豊丘村）

第三者委員会の意見 今後とも地区の地質等、特性にあった工種工法を用いて、事業実施に努めるこ
と。

評価結果 ・必要性：豪雨時における渓岸の浸食拡大や上流からの崩壊土砂の流出防止を図
り下流域を保全するため実施したもので、必要性は十分に認められ
る。

・有効性：完了後の豪雨災害時の際には、施設が十分に機能し土石流の発生はな
かったことから有効性は十分に認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １４３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 本谷 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
ほんたに

（都道府県名） （長野県） 南信森林管理署飯田事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
南信森林管理署飯田事務所

事業の概要・目的 当該地は、平成６年７月局地的豪雨等により、山腹崩壊地の拡大するとともに
渓流に不安定な土砂が堆積し、降雨による下流への被害が想定された。

このため、渓床の不安定に堆積している土砂の流出を防止し、人家や県道等の
保全を図るため本事業を実施した。

主な事業内容
渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ５８,０２７千円
総 便 益（Ｂ） １４５,９８０千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.52

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成１２年９月１２日の秋雨前線（台風１４号）の際には

多量の土砂を抑止したため、下流保全対象への流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、南信森林管理署飯田事務所におい
された施設の管理 て適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、上流からの流出土砂が抑止され、下流の渓床が安定した。
環境の変化 また、本事業による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、平成１２年9月の秋雨前線（台風14号)により発生した多量の土砂を
変化 捕捉し、下流への流出はなかった。しかし、この土砂は不安定な状態で堆積して

おり、今後の降雨により流出が想定されたことから、平成１２年度災害関連緊急
事業として渓間工を施工し土砂流出防止を図った。

保全対象：人家３戸、県道（富士見台公園線）

⑥ 今後の課題等 複雑な地質構造で極めて脆弱な地区で、山岳渓流からの角礫流出が激しいこと
から、渓流の状況把握に努めつつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発
揮していく治山事業の実施など適切な対応を行う。
・地元の意見：工事施工後、豪雨、融雪による出水があったが、災害の発生が見

られず事業の効果を認識している。（阿智村）

第三者委員会の意見 土砂生産の高い地域であり、今後とも現地の状況を十分把握し必要に応じ、上
流域での土砂生産を抑止する事業を推進すること。

評価結果 ・必要性：豪雨時における渓岸の浸食拡大や上流からの崩壊土砂の流出防止を図
り、下流域を保全するため実施したもので、必要性は十分に認められ
る。

・有効性：完了後の豪雨災害時の際には、施設が十分に機能し土石流の発生はな
かったことから有効性は十分に認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １４４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成５年度～８年度（４年間）

事業実施地区名 賤母－２ 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
し ず も

（都道府県名） 長野県 木曽森林管理署南木曽支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
木曽森林管理署南木曽支署

事業の概要・目的 本地域は木曽山地の急峻な地形と花崗岩のマサ化した脆弱な地質に加え、地形
的影響による局地的豪雨によって、崩壊が多発し、渓流内には多量の不安定土砂
が堆積していた。このため、渓岸崩壊地の拡大侵食の防止と、渓床内不安定土砂
の抑止固定により、国道及び下流施設の保全を図るため本事業を実施した。

主な事業内容
渓間工 7基
山腹工 0.04ha

① 費用対効果分析 本事業採択時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていないが，平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおりで
た要因の変化 ある。

総 費 用（Ｃ） 125,615 千円
総 便 益（Ｂ） 319,119 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.54

② 事業効果の発現 事業の実施により渓岸および流路の安定，不安定土砂の抑止，および早期緑化
状況 が図られた。また平成１１年６月の豪雨災害時（234mm/24h）の際にも崩壊地の

発生および土石流の発生はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については木曽森林管理署南木曽支署におい
された施設の管理 て適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により崩壊地の表面浸食および表層崩壊が抑止され、また渓岸およ
環境の変化 び流路の安定が図られ、豪雨時における渓岸の拡大浸食が防止された。

また、事業実施による環境への変化はほとんど見受けられなかった。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は花崗岩のマサ化した脆弱な地質であり，豪雨に伴う土砂移動や洪水に
変化 よって下流への被害が発生する恐れがあったが，当工事によって上流からの崩壊

土砂の流出および流路の安定化が図られ，下流国道および施設の保全が図られ
た。 保全対象：公共施設4戸，国道１９号線

⑥ 今後の課題等 花崗岩のマサ化した脆弱な地質構造であることから、渓流の状況把握に努めつ
つ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施など
適切な対応を行う。

地元の意見：本地域は急峻な地形と風化花崗岩の非常にもろい地質から、大雨
時の災害発生が危惧される。したがって、治山事業実施は極めて
適切と感謝している。また、周辺環境に配慮した自然石利用工法
は自然生態系への負荷も少なく、訪れる観光客の心を和ます風景
となっている。 （山口村）

第三者委員会の意見 環境保全便益など評価しにくいものがあるので、個表の中で表現する等、事業
効果を更にＰＲすることが大切である。

評価結果 ・必要性：豪雨時における渓岸の浸食拡大や，上流からの崩壊土砂の流出防止を
図り下流域を保全するため実施したもので、必要性は十分に認められ
る。

・有効性：完了後の豪雨の際には、施設が十分に機能し土石流等の発生が見られ
なかったことから、有効性は十分に認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １４５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 田立－１８地区 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
た だ ち

（都道府県名） （長野県） 木曽森林管理署南木曽支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
木曽森林管理署南木曽支署

事業の概要・目的 当地区は、花崗岩の風化したマサが不安定土砂として渓床内に堆積しており、
降雨時等に流出し下流の保全対象に被害を及ぼす恐れがある。このことから渓床
内の不安定土砂の抑止、固定のため本事業に着手した。

主な事業内容
渓間工 1基

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である

総 費 用（Ｃ） 34,980 千円
総 便 益（Ｂ） 124,597 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.56

② 事業効果の発現 事業の実施により渓岸の安定、土砂の抑止、安定が図られた。
状況 また、平成11年6月の豪雨災害時(234mm/24h)の際にも土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については木曽森林管理署南木曽支署において
された施設の管理 適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 本事業により渓岸に植生が回復し不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境の変化はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、風化を受けた祖粒な花崗岩からなる崩壊性の高い地質構造と急峻な
変化 地形のうえ、地理地形的特性に起因する局所的な集中豪雨が頻発しており崩壊土

砂の流出が発生していた。しかし、本事業の実施により渓床の安定が図られた。
保全対象：人家2戸、村道140m

⑥ 今後の課題等 急峻な地形と崩壊性の高い風化花崗岩地域であることから、渓流の状況把握に
努めつつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実
施など適切な対応を行う。

地元の意見：当町は降水量が3,000mmに達し、風化花崗岩が多く土砂災害が
起きやすい地域であるが、渓床内不安定土砂の抑止・固定のため
の事業実施により、過去の豪雨時にも土砂流出が抑えられ、治山
事業の事業効果は評価している。当地区の下流には集落や主要な
公共施設があることから、引き続き状況を観察しながら森林整備
や必要に応じた治山対策を強く要望する。

第三者委員会の意見 今後とも現地の状況を十分把握して、地域の特性にあった工種工法を用いる等
必要な対応をすること。

評価結果 ・必要性：河床に堆積する不安定土砂の流出防止を図り下流域を保全するために
実施したもので、必要性は十分に認められる。

・有効性：事業実施後の豪雨の際も施設は十分に機能し、土石流等の流出は見ら
れず、渓岸には植生回復が見られる等、有効性は十分に認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １４６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 鈴ヶ沢地区 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
す ず が さ わ

（都道府県名） 長野県 木曽森林管理署王滝事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
木曽森林管理署王滝事務所

事業の概要・目的 当該箇所は、長野県西部地震による御岳崩壊の土石流が下流に被害を与えると
共に、渓流内に大量に堆積している箇所である。このため渓間工を施工し土砂流
出の抑止を図るとともに、隣接する山腹崩壊地の拡大を防止し、下流域の保全
と、保安林機能の増進を図った。

主な事業内容
渓間工 ２基
山腹工 0.15ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果
の算定基礎となっ 分析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば、以下
た要因の変化 のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 106,527千円
総 便 益（Ｂ） 112,855 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.06

② 事業効果の発現 渓間工の施工により、山脚及び渓床の固定が図られ、崩壊地の復旧による植生
状況 回復とあいまって、新生崩壊・異常堆砂等の現象は見受けられず、当初の目的を

十分発現している。

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、木曽森林管理署王滝事務所によ
された施設の管理 り、適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により当該流域は、森林に復元しつつある。山腹崩壊地の復旧と、渓
環境の変化 間工により、植生が回復した。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見られない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、御岳山の火山堆積層からなる脆弱な地質構造の上に、長野県西部地
変化 震による土石流流下により荒廃が進み、不安定土砂の流出が進んでいたが、本事

業の実施により安定が図られた。
保全対象：林道、多目的ダム

⑥ 今後の課題等 当地区は、多雨地帯で積雪寒冷作用も著しいことから、渓流の状況把握に努め
つつ必要に応じて森林の持つ公益的機能を高度に発揮していく治山事業の実施な
ど適切な実施を行う。

地元の意見：今後とも地域住民の安全と水資源のかん養を図るため、治山事業
を積極的に実施していただきたい。 （王滝村）

第三者委員会の意見 今後とも現地の状況を十分把握して、地域の特性にあった工種工法を用いる等
必要な対応をすること。

評価結果 ・必要性：豪雨時における渓岸の浸食拡大や上流からの崩壊土砂の流出防止を図
るため実施したもので、必要性は十分に認められる。

・有効性：完了後の豪雨災害時の際には、施設が十分に機能し土石流の発生はな
かったことから有効性は十分に認められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、復旧対策は有効に機能している。



整理番号 １４７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 保安林管理道整備（国有林） 事業計画期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 カラ沢地区 事業実施主体 中 部 森 林 管 理 局
さわ

（都道府県名） 長野県 木曽森林管理署王滝事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中 部 森 林 管 理 局
木曽森林管理署王滝事務所

事業の概要・目的 当該地は、凍結、融解等の寒冷作用、急峻な地形、土壌が劣悪である等の諸条
件により保安林諸機能が著しく低下している箇所である。このことから保安林の
機能を高めるためには森林の整備がより重要であり、また、この事業を計画的に
実施するため、本事業に着手した。

主な事業内容 保安林管理道新設 450m

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果
の算定基礎となっ 分析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば、以下
た要因の変化 のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 43,918 千円
総 便 益（Ｂ） 184,605 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.20

② 事業効果の発現 効率的な管理道の開設に努めたことにより、保安林改良事業及び森林管理に有
状況 効に利用されている。

③ 事業により整備 本事業により整備された治山施設については、木曽森林管理署王滝事務所によ
された施設の管理 り、適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した保安林整備の実施により、良好な森林が形成されつつあり、
環境の変化 崩壊地の発生は見られない。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見られない。

⑤ 社会経済情勢の 保安林諸機能の増進による流域保全の面から、森林整備を含めた、山造りに関
変化 心が高まって来ている。

⑥ 今後の課題等 特になし。

地元の意見：今後も、水源かん養・国土保全機能の向上のため、治山事業の促進
を強くお願いしたい。 （王滝村）

第三者委員会の意見 保安林等を管理するため、今後も必要な保安林管理道の整備に努めるととも
に、保安林の公益的機能の発揮を期待する。

評価結果 ・必要性：劣悪な諸条件により保安林諸機能が著しく低下している箇所の保安林
の機能を高めるためるため実施したもので、必要性は十分に認められ
る。

・有効性：完了後は森林管理に有効に利用されていることから有効性は十分に認
められる。

・効率性：費用対効果分析結果に見られるとおり、効率性は十分に認められる。

上記①～⑥の項目及び評価内容、第三者委員会の意見等を踏まえて総合的かつ
客観的に検討したところ、対策は有効に機能している。



整理番号 １４８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成５年度～８年度（４年間）

事業実施地区名 大平川地区（ 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局だいらがわ）
（都道府県名） （富山県） 富山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 富山森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、下新川郡朝日町北東部に位置し、その水源は白馬山系犬ケ岳の北西
斜面である。本流域は上流部荒廃により土砂生産が活発で、渓床には頻出した土
石流により土石が多量に堆積している。

このため、土砂の流出を防止し、人家や発電施設等の保全及び保安林機能の増
進を図った。

・主な事業内容 渓間工 ４基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 166,278千円
総 便 益（Ｂ） 1,095,532千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.59

② 事業効果の発現 事業実施前は、豪雨等で土石流が発生し、発電施設等に被害を与えていたが、
状況 不安定土砂の安定が図られ、事業完了後の平成10年５月８日の豪雨（127mm）の

際にも土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、富山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸に植生が回復し不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区の地質は、来馬層群の礫岩・砂岩・頁岩からなる堆積層であり、融雪及
変化 び豪雨の都度土石流が発生していたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家225戸、北陸電力ダム取入口、発電施設

⑥ 今後の課題等 現地発生材の活用や木材を利用した工法等、環境面におけるコスト縮減にも努
力を図る必要がある。
・地元の意見：台風、豪雨等により大量の土砂が流出し、下流域における二次災

害発生を危惧していたが、豪雨、融雪があっても災害の発生が見
られず、事業の効果を認識している。今後も治山事業の推進をお
願いしたい。（朝日町）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： 不安定土砂の状況から、放置すれば土石流発生が懸念されることか
ら、下流域の保全等保安林機能の発揮のため事業の実施が必要であっ
た。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １４９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 昭和４９年度～平成８年度（２３年間）

事業実施地区名 ブナオ谷地区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局（ぶなおだに）
（都道府県名） （富山県） 富山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 富山森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、東砺波郡上平村南西部に位置し、昭和49年６月の台風８号の集中豪
雨により、山腹斜面が崩壊するとともに崩壊土砂が流出し、濁水及び流出した土
砂により直下にある主要地方道福光上平線が危険な状態となった。

このため、山腹崩壊地の拡大を防止し、人家や県道等の保全及び保安林機能の
増進を図った。

・主な事業内容 山腹工 2.10 ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 317,042千円
総 便 益（Ｂ） 1,816,548千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.73

② 事業効果の発現 事業実施により植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
状況 また、事業完了後の平成11年９月の台風に伴う豪雨（121mm）の際にも崩壊地

の発生や土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、富山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区の地質は流紋岩で、本岩特有の縦の割れ目とこれに直交する横の割れ目
変化 が発達しており、融雪及び豪雨の都度山腹斜面の崩壊が発生していたが、本事業

の実施により安定が図られた。
保全対象：人家87戸、主要地方道福光上平線

⑥ 今後の課題等 現地発生材の活用や木材を利用した工法等、環境面におけるコスト縮減にも努
力を図る必要がある。
・地元の意見：降雨・融雪等により落石・濁水があり、下流域住民は生活に支障

をきたす等の不安を感じていたが、工事施工後、災害の発生がみ
られず効果を認識している。今後も治山事業の推進について配慮
願いたい。（上平村）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： 山腹斜面の崩壊状況から、放置すれば更に拡大が懸念されることか
ら、下流域の保全等保安林機能の発揮のため事業の実施が必要であっ
た。

・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧により、下流域の保全等が図ら
れており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １５０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 不動谷地区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局（ふどうだに）
（都道府県名） （富山県） 富山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 富山森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、西砺波郡福光町南部に位置し、渓床が急峻なため降雨の都度に山脚
部が侵食され、渓岸崩壊の発生や渓床にある土砂堆積帯が侵食流出していた。

このため、土砂の流出を防止し、人家や発電施設等の保全及び保安林機能の増
進を図った。

・主な事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 29,980千円
総 便 益（Ｂ） 166,331千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.55

② 事業効果の発現 事業実施前は、豪雨等で土石流が発生し、主要地方道福光上平線に被害を与え
状況 ていたが、不安定土砂の安定が図られ、事業完了後の平成９年６月の台風８号に

伴う豪雨（127mm）の際にも土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、富山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸に植生が回復し不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区の地質は、来馬層群の礫岩・砂岩・頁岩からなる堆積層であり、融雪及
変化 び豪雨の都度土石流が発生していたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家33戸、刀利ダム、県道

⑥ 今後の課題等 現地発生材の活用や木材を利用した工法等、環境面におけるコスト縮減にも努
力を図る必要がある。
・地元の意見：集中豪雨等により土石流が発生する恐れがあったが、工事施工後

災害の発生がみられず、事業の効果を認識している。今後も主要
地方道福光上平線の保全のため治山事業に専念して頂きたい。

（福光町）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： 不安定土砂の状況から、放置すれば土石流発生が懸念されることか
ら、下流域の保全等保安林機能の発揮のため事業の実施が必要であっ
た。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １５１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 穂高（下抜戸沢）地区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
（都道府県名） 飛騨森林管理署（ほだか（しもぬけどさわ））

（岐阜県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 飛騨森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、吉城郡上宝村東部に位置し、渓床は急峻なため融雪・降雨の度に渓
岸侵食が進み、不安定土砂が異常堆積していた。

このため、土砂の流出を防止し、温泉旅館や発電施設等の保全及び保安林機能
の増進を図った。

・主な事業内容 渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 40,472千円
総 便 益（Ｂ） 282,285千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.97

② 事業効果の発現 事業実施により、渓床に堆積していた不安定土砂の流出は抑えられ渓岸に植生
状況 が回復し土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成10年８月の群発地震、平成10年９月の豪雨（93mm）の
際にも土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、飛騨森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸に植生が回復し不安定土砂が固定され安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区の地質は、飛騨変成岩類や船津花崗岩類などからなっており、節理が発
変化 達し、融雪及び豪雨の都度土砂が流出していた。

本事業の実施により、土砂の流出が抑止され、登山者及び保全対象の安全が図
られた。

保全対象：新穂高温泉（旅館８戸）、発電施設

⑥ 今後の課題等 現地発生材の活用や木材を利用した工法等、環境面におけるコスト縮減にも努
力を図る必要がある。
・地元の意見：工事施工後、豪雨等があったが、災害の発生がみられず、事業の

効果を認識している。また、施工地下流には、新穂高温泉やロー
プウエイ等の重要な保全対象もあり、今後も事業推進を望んでい
る。（上宝村）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： 不安定土砂の状況から、放置すれば土石流発生が懸念されることか
ら、下流域の保全等保安林機能の発揮のため事業の実施が必要であっ
た。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １５２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 麦島（麦島谷）地区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
（都道府県名） 飛騨森林管理署（むぎしま（むぎしまだに））

（岐阜県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 飛騨森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、大野郡清見村南西部に位置し、融雪・降雨の度に小崩壊地の表面剥
離や渓岸侵食による濁水が発生していた。

このため、下流部には、養魚場・キャンプ場・清流馬瀬川があり、土砂流出に
よる濁水防止及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容 山腹工 0.06 ha
渓間工 1 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 26,068千円
総 便 益（Ｂ） 150,577千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.78

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓床に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、事業完了後、平成14年７月の６号台風に伴う豪雨（231mm）の際にも崩
壊地の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、飛騨森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓床に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
環境の変化 土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、馬瀬川の重要な水源地帯であり、地質は濃飛流紋岩であるが、節理
変化 が発達し荒廃しており、降雨の都度流出していたが、本事業の実施により、土砂

の流出及び濁水の流出防止が図られた。
保全対象：人家７戸、別荘７戸

⑥ 今後の課題等 現地発生材の活用や木材を利用した工法等、環境面におけるコスト縮減にも努
力を図る必要がある。
・地元の意見：工事施工後、集中豪雨等により出水があったが災害みられず、事

業の効果を認識している。今後も濁水や土砂流出防止に配慮して
欲しい。（清見村）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： 不安定土砂の堆積状況から、放置すれば土石流発生が懸念されるこ
とから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため事業の実施が必要で
あった。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １５３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成５年度～８年度（４年間）

事業実施地区名 蝙蝠谷地区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局（こうもりたに）
（都道府県名） （岐阜県） 岐阜森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 岐阜森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、益田郡小坂町の北部に位置し、平成５年７月の梅雨前線に伴う豪雨
により、県道（落合飛騨小坂停車場線）の擁壁下部に小崩壊地が発生した。

このため、山腹崩壊地の拡大及び堆積土砂の流出を防止し、県道等の保全及び
保安林機能の増進を図る為に本事業に着手した。

・主な事業内容 山腹工 0.05 ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 3,478千円
総 便 益（Ｂ） 13,906千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.00

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂の
状況 安定が図られた。

また、事業完了後、平成11年９月の16号台風に伴う豪雨（208mm）の際にも崩
壊地の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岐阜森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定土砂の安
環境の変化 定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、火山泥流の堆積層からなる脆弱な地質構造であり、豪雨により山腹
変化 崩壊が発生したが、本事業の実施により、植生が回復した。

保全対象：県道（落合飛騨小坂停車場線）

⑥ 今後の課題等 重要な保全対象に隣接しているため、新工法等による工期短縮を検討して行く
必要がある。
・地元の意見：工事施工後、集中豪雨等により出水があったが災害みられず、事

業の効果を認識している。今後も災害に強い森林造りを実施し、
保安林機能の増進に努めて欲しい。（小坂町）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： 放置すれば県道に被害を与えると共に、下流域の保全等保安林機能
の発揮のため事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により山腹斜面の不安定土砂の安定等により、下流域の
保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １５４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 平成３年度～８年度（６年間）広域総合生活環境保全林整備（国有林）

事業実施地区名 古城山地区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局（こじょうざん）
（都道府県名） （岐阜県） 岐阜森林管理署岐阜事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 岐阜森林管理署岐阜事務所

事業の概要・目的 当地区は、美濃市北部に位置し、近くには東海北陸自動車道のインターチェン
ジも出来、眺望も優れた森林のふれあいの場として都市からの入込者が多い。
（年間20,000人見込み）

このため、森林整備及び防火潅水施設等を施工し、人家や自動車道等の保全及
び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容 渓間工 4（基） 防火潅水施設 1（箇所）
管理車道 894（ｍ）
管理歩道 2,655（ｍ）
森林整備 221.52（ha）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 451,221千円
総 便 益（Ｂ） 1,855,429千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.11

② 事業効果の発現 事業実施により、保安林機能も高度発揮でき、保健休養機能及び防災機能も高
状況 まった。

また、事業完了後の平成８年の山火事の際にも迅速に対応でき、被害を最小に
抑えれた。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岐阜森林管理署岐阜事務所におい
された施設の管理 て管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、保安林機能も高度発揮でき、保健休養機能及び防災機能も高
環境の変化 まった。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 管理歩道等の整備により、森林のふれあいの場としての入込者が増加し（年間
変化 20,000人見込み）保健休養機能にも寄与した。

保全対象：人家２４戸 国道１５６号線 県道 長良川鉄道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施す
る必要がある。また、今後の事業においては、現地発生材の活用や木材を利用し
た工法等、環境面におけるコスト縮減にも努力を図る必要がある。

・地元の意見：本事業により入込者が増加し、保健休養機能が十分に発揮された
ものと認識している。（美濃市）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： この地区は春先の山火事も多く、市街地等への延焼も懸念され事業
の実施が必要であった。また、森林整備の実施により、保安林機能も
高まった。

・有効性： 事業の実施により、入り込み者が増加したこと、敏速な消火活動等
下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的が有効に機能し保安林機能
の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １５５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 六厩川（金谷谷）地区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
（都道府県名） 岐阜森林管理署荘川事務所（むまいがわ（かなやだに））

（岐阜県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 岐阜森林管理署荘川事務所

事業の概要・目的 当地区は、大野郡荘川村北部に位置し、融雪及び豪雨等に渓岸侵食が進み、渓
床に不安定土砂が堆積した。

このため、不安定に堆積している土砂の流出を防止し、災害を未然に防ぐため
事業に着手した。

・主な事業内容 渓間工 1 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 29,963千円
総 便 益（Ｂ） 63,622千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.12

② 事業効果の発現 事業実施により、渓岸に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成11年９月の台風16号に伴う豪雨（304mm）の際にも下

流への被害は最小限に抑えられ、予防効果は十分発揮できた。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岐阜森林管理署荘川事務所におい
された施設の管理 て管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区の地質は、濃飛流紋岩類からなっており、節理が発達し、融雪及び豪雨
変化 の都度土砂が流出していた。

本事業の実施により、土砂の流出が抑止され、保全対象等の安全が図られた。
保全対象：人家13戸、国道156号線

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施す
る必要がある。また、今後の事業においては、現地発生材の活用や木材を利用し
た工法等、環境面におけるコスト縮減にも努力を図る必要がある。

・地元の意見：工事施工後、集中豪雨等により出水があったが、下流への被害は
最小限に抑えられ事業の効果を認識している。今後も計画的に事
業を実施して欲しい。（白川村）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： 不安定土砂の堆積状況から、放置すれば土石流発生が懸念されるこ
とから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため事業の実施が必要で
あった。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １５６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林水環境総合整備（国有林） 事業実施期間 平成６年度～８年度（３年間）

事業実施地区名 阿木恵那地区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局（あぎえな）
（都道府県名） （岐阜県） 東濃森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東濃森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、中津川市南部に位置し、この地区一帯の重要な水源地のため、安定
的な水の供給や良質な生活用水を確保すると共に、保安林機能の増進を図ること
を目的に事業に着手した。

・主な事業内容 渓間工 1 基
護岸工 4 箇所
森林整備 192.05 ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 207,321千円
総 便 益（Ｂ） 722,421千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.48

② 事業効果の発現 事業実施により、森林の保安林機能の向上が図れらると共に、治山施設整備に
状況 より、水質の浄化が図られたため、事業完了後、水道施設の基準値を上回る濁度

の発生は見られない等、水土保全対策は十分発揮できた。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、東濃森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出や渓岸部の侵食が抑止されたため、渓流内
環境の変化 の植生が回復しつつあり、透水型ダムや森林整備の実施による水質の浄化が図ら

れたため、濁水の発生がほとんど見られなくなった。
また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区の地質は、深層風化の進んだ花崗岩に覆われ、脆弱な地質構造であり、
変化 集中豪雨等の際には、山腹崩壊による濁水等が発生していたが、事業の実施によ

り、安定的に良質な水を得ることができた。
保全対象：人家778戸、国道363号線、水道施設、県道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施す
る必要がある。また、今後の事業においては、現地発生材の活用や木材を利用し
た工法等、環境面におけるコスト縮減にも努力を図る必要がある。

・地元の意見：工事施工後、集中豪雨等により出水があったが、下流への被害は
最小限に抑えられ事業の効果を認識している。今後も治山事業を
推進して欲しい。（中津川市）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： 重要な水源地であり、安定的に良質な水を確保するため、事業の実
施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、透水型ダムや森林整備による水質の浄化や下流
域の保全等が図られ、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １５７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 小里支渓地区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局（こりしけい）
（都道府県名） （岐阜県） 東濃森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東濃森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、瑞浪市南部に位置し、降雨等により渓岸侵食が進み、渓床に不安定
土砂が堆積した。

このため、不安定に堆積している土砂の流出を防止し、隣接する県道や民家へ
の災害を未然に防ぐため事業に着手した。

・主な事業内容 渓間工 1 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 14,857千円
総 便 益（Ｂ） 165,137千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 11.11

② 事業効果の発現 事業実施により、渓岸に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成12年９月に発生した恵南豪雨災害（411mm）の際にも

崩壊地の発生及び土砂流出はなく、予防効果は十分発揮できた。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、東濃森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区の地質は、深層風化の進んだ花崗岩に覆われ、脆弱な地質構造であり、
変化 集中豪雨等により、土砂が流出していた。

本事業の実施により、土砂の流出が抑止され、保全対象等の安全が図られた。
保全対象：人家12戸、県道、事業場

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施す
る必要がある。また、今後の事業においては、現地発生材の活用や木材を利用し
た工法等、環境面におけるコスト縮減にも努力を図る必要がある。

・地元の意見：工事施工後、集中豪雨等により出水があったが、下流への被害は
みられず、効果を認識している。今後も計画的に事業を実施して
欲しい。（瑞浪市）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： 不安定土砂の堆積状況から、放置すれば土石流発生が懸念されるこ
とから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため事業の実施が必要で
あった。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １５８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成７年度～８年度（２年間）

事業実施地区名 翁沢地区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局（おきなさわ）
（都道府県名） （愛知県） 愛知森林管理事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 愛知森林管理事務所

事業の概要・目的 当地区は、額田郡額田町東部に位置し、降雨等により渓岸侵食が進み、渓床に
は不安定土砂及び流木が堆積した。

このため、渓岸に不安定に堆積している土砂及び流木の流出を防止し、人家等
の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容 渓間工 4 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 82,216千円
総 便 益（Ｂ） 117,206千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.43

② 事業効果の発現 事業実施により、渓岸に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成12年９月の14号台風に伴う豪雨（374mm）の際にも崩

壊地の発生及び土砂流出はなく、予防効果は十分発揮できた。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、愛知森林管理事務所において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区の地質は、領家変成岩類に覆われ、基岩は亀裂に富んでいる。このため
変化 集中豪雨等により、剥離型落石が発生し、堆積していた。

本事業の実施により、土砂の流出が抑止され、保全対象等の安全が図られた。
保全対象：人家２戸、キャンプ場

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施す
る必要がある。また、今後の事業においては、現地発生材の活用や木材を利用し
た工法等、環境面におけるコスト縮減にも努力を図る必要がある。

・地元の意見：工事施工後、集中豪雨等により出水があったが、下流への被害は
みられず、効果を認識している。今後もレクリエーションの場と
して重要な箇所なので計画的に事業を実施して欲しい。
（額田町）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： 不安定土砂の堆積状況から、放置すれば土石流発生が懸念されるこ
とから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため事業の実施が必要で
あった。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １５９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 予防治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 桧原地区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局（ひばら）
（都道府県名） （愛知県） 愛知森林管理事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 愛知森林管理事務所

事業の概要・目的 当地区は、北設楽郡津具村北西部に位置し、降雨等により渓岸侵食が進み、渓
床に不安定土砂が堆積した。

このため、不安定に堆積している土砂の流出を防止し、災害を未然に防ぐため
事業に着手した。

・主な事業内容 渓間工 1 基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成14年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 22,143千円
総 便 益（Ｂ） 67,150千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.03

② 事業効果の発現 事業実施により、渓岸に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の平成12年９月の14号台風に伴う豪雨（374mm）の際にも崩

壊地の発生及び土砂流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、愛知森林管理事務所において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区の地質は、花崗岩のマサ土地帯のため、脆弱な地質構造であり、集中豪
変化 雨等により、土砂が流出していた。

本事業の実施により、土砂の流出が抑止され、保全対象等の安全が図られた。
保全対象：人家２戸

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施す
る必要がある。また、今後の事業においては、現地発生材の活用や木材を利用し
た工法等、環境面におけるコスト縮減にも努力を図る必要がある。

・地元の意見：工事施工後、集中豪雨等により出水があったが、下流への被害は
みられず、効果を認識している。今後も森林整備も含め計画的に

事業を実施して欲しい。（根羽村）

第三者委員会の意見 費用対効果については、総便益等の中身を明示する必要がある。また、事業を
実施したことによる効果をもっとＰＲすることが重要であり、完了後の評価以降
も事業効果について観察して行くことが望ましい。

評価結果 ・必要性： 不安定土砂の堆積状況から、放置すれば土石流発生が懸念されるこ
とから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため事業の実施が必要で
あった。

・有効性： 事業の実施により渓床の不安定土砂の安定等により下流域の保全等
が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に機
能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １６０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度（１年間）復旧治山（国有林）

事業実施地区名 骨谷川地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
こつたにがわ

（都道府県名） （福井県） 福井森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
福井森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、福井県遠敷郡名田庄村に位置する一ツ谷国有林で、当該箇所は国道
162号線堀越ﾄﾝﾈﾙ出入口直近になり、渓床に堆積した不安定土砂が流出する恐れ
があるため、土砂の流出を防止し、国道や山地の保全及び保安林機能の増進を図
るため実施した。

事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 16,759千円
総 便 益（Ｂ） 53,297千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.18

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られ、集中豪雨等による土砂の流出も
状況 なく、災害の発生もない。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、福井森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨や台風の都度、不安定土砂の流出が続いていたが、本事業
変化 の実施により安定が図られた。

保全対象：国道162号線

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 当該工事の施工後、度重なる豪雨にもかかわらず、山腹崩壊や土

砂流出は見られず治山事業の効果について再認識している。森林の
有する公益的機能発揮、下流域の自然環境保全等のための治山事業
を要望。（名田庄村）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、治山事業を計画
的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば土砂の流出によ
る保全対象及び下流域への被害が懸念されることから、保全等保安林
機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、不安定土砂の安定が図られ、集中豪雨等による土
砂の流出もなく、災害の発生もなく有効な事業であると認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １６１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度（１年間）復旧治山（国有林）

事業実施地区名 笹子川地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
ささごがわ

（都道府県名） （三重県） 三重森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
三重森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、三重県安芸郡芸濃町に位置する赤坂国有林で、笹子川源流域にな
り、下流域の集落の生活・農業用水等の水源地帯として水質保全上重要な役割を
持っている。当該地区は平成５年９月の台風により荒廃渓流となり、渓床に堆積
した不安定土砂による被害の恐れがあるため、土砂の流出を防止し、早期復旧に
よる保全及び保安林機能の増進を図るため実施した。

事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 35,786千円
総 便 益（Ｂ） 62,398千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.74

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。施工後の台風・集中豪雨等に
状況 対し渓床も安定し、災害の発生もなく、有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、三重森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨や台風の都度、不安定土砂の流出が続いていたが、本事業
変化 の実施により安定が図られた。

保全対象：林道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 施工後５年経過後も異常はなく、事業効果が十分発揮されてい

る。今後も適切な治山事業の推進をお願いする。（芸濃町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、森林整備を含め
た治山事業を計画的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば土砂の流出によ
る保全対象及び下流域への被害が懸念されることから、保全等保安林
機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、不安定土砂の安定が図られ、集中豪雨等による土
砂の流出もなく、災害の発生もなく有効な事業であると認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １６２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成５年度～８年度（４年間）復旧治山（国有林）

事業実施地区名 川原谷地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
かわはらだに

（都道府県名） （滋賀県） 滋賀森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
滋賀森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、滋賀県高島郡今津町及びマキノ町に位置する川原谷及び原山国有林
で、地形が急峻で、冬期は豪雪地帯であるため集中豪雨・雪解け時に崩壊が発生
し、荒廃渓流となっていた。このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に堆積した不
安定土砂の流出を防止し、早期復旧による保全及び保安林機能の増進を図るため
実施した。

事業内容 渓間工 １基 山腹工 ３箇所 0.61 ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 197,345千円
総 便 益（Ｂ） 231,722千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.17

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び不安定土砂の安定が図られ、植生も回復し復旧が
状況 図られた。施工後の台風・集中豪雨等に対し渓床も安定し、災害の発生もなく、

有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、滋賀森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び渓
環境の変化 床の不安定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨や台風の都度、崩壊地の拡大や不安定土砂の流出が続いて
変化 いたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：林道、農地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 防災効果を高めるため、周辺の森林整備を含めた治山事業を計画

的に実施してほしい（今津町）
防災対策及び森林の公益的機能発揮、下流域の自然環境保全等の

ため治山事業の計画的な実施を要望する。（マキノ町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、森林整備を含め
た治山事業を計画的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
土砂の流出による保全対象及び下流域への被害が懸念されることか
ら、保全等保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等が
図られ、下流域の保全等が図られており、有効な事業であると認めら
れる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １６３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度（１年間）復旧治山（国有林）

事業実施地区名 観喜山地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
かんきざん

（都道府県名） （京都府） 京都大阪森林管理事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
京都大阪森林管理事務所

事業の概要・目的 本地区は、京都市左京区に位置する観喜山国有林で、地形が急峻で、降雨時に
は荒廃林地からの土石等が直下の道路に落下するなど危険な状態となっていた。
このため、土石等の落下を防止し、早期復旧による保全及び保安林機能の増進を
図るため実施した。

事業内容 落石防止編柵工外 １箇所 50.9 ｍ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 4,456千円
総 便 益（Ｂ） 19,504千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.38

② 事業効果の発現 事業実施により、土石等の落下もなく安定が図られた。施工後の台風・集中豪
状況 雨等に対しも、災害の発生もなく、有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、京都大阪森林管理事務所において
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、荒廃林地の安定が図られ、土石等の落下も防止され、安定
環境の変化 が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、荒廃林地から降雨時に落石が続いていたが、本事業の実施により安
変化 定が図られた。

保全対象：府道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 土砂等の落下もなく効果的に機能を発揮していますが、危険箇所

が多くあり、引き続き被害予防対策事業の実施を要望する。
（京都市）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も森林整備を含めた治山事業を計画的に
実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 荒廃林地からの土石等の落下の危険から、放置すれば落石による保
全対象への被害が懸念されることから、保全等保安林機能の発揮のた
め当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、荒廃林地の安定が図られ、落石防止対策により落
石の危険がなくなり、保全対象の保全等が図られており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １６４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度（１年間）復旧治山（国有林）

事業実施地区名 大師谷地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
たいしたに

（都道府県名） （岡山県） 岡山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、岡山県和気郡吉永町に位置する大師谷国有林で、平成６年の集中豪
雨により荒廃渓流となり、既設の谷止も満砂状態となった。そのため渓床に堆積
した不安定土砂による被害の恐れがあるため、土砂の流出を防止し、早期復旧に
よる保全及び保安林機能の増進を図るため実施した。

事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 15,379千円
総 便 益（Ｂ） 207,056千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 13.46

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。施工後の台風による集中豪雨
状況 に対しても渓床も安定し、災害の発生もなく、有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岡山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨や台風の都度、不安定土砂の流出が続いていたが、本事業
変化 の実施により安定が図られた。

保全対象：人家 8戸、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 渓流の不安定土砂の流出防止に役立っている。今後も積極的な事

業の取り組みを要望する。（吉永町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、治山事業を計画
的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば土砂の流出によ
る保全対象及び下流域への被害が懸念されることから、保全等保安林
機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、不安定土砂の安定が図られ、集中豪雨等による土
砂の流出もなく、災害の発生もなく有効な事業であると認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １６５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度（１年間）復旧治山（国有林）

事業実施地区名 三光川地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
さんこうかわ

（都道府県名） （岡山県） 岡山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、岡山県阿哲郡哲西町に位置する三光山国有林で、平成６年の集中豪
雨により荒廃渓流となり、不安定土砂が堆積していた。そのため渓床に堆積した
不安定土砂による被害の恐れがあるため、土砂の流出を防止し、早期復旧による
保全及び保安林機能の増進を図るため実施した。

事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 17,334千円
総 便 益（Ｂ） 134,411千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.75

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。施工後の台風による集中豪雨
状況 に対しても渓床も安定し、災害の発生もなく、有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岡山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨や台風の都度、不安定土砂の流出が続いていたが、本事業
変化 の実施により安定が図られた。

保全対象：人家 5戸、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 施工後、土砂の流出及び堆積は見られず比較的安定している。出

水時期にも下流渓流の浸食も見られない。今後も管理・状況把握を
要望する。（哲西町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、治山事業を計画
的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば土砂の流出によ
る保全対象及び下流域への被害が懸念されることから、保全等保安林
機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、不安定土砂の安定が図られ、集中豪雨等による土
砂の流出もなく、災害の発生もなく有効な事業であると認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １６６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度（１年間）復旧治山（国有林）

事業実施地区名 井水川地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
いみずかわ

（都道府県名） （岡山県） 岡山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、岡山県苫田郡奥津町に位置する井水山国有林で、平成７年の台風に
よる集中豪雨により荒廃渓流となり、不安定土砂が堆積していた。そのため渓床
に堆積した不安定土砂による被害の恐れがあるため、土砂の流出を防止し、早期
復旧による保全及び保安林機能の増進を図るため実施した。

事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 19,354千円
総 便 益（Ｂ） 31,726千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.64

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。施工後の台風による集中豪雨
状況 に対しても渓床も安定し、災害の発生もなく、有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岡山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨や台風の都度、不安定土砂の流出が続いていたが、本事業
変化 の実施により安定が図られた。

保全対象：林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 施工後、谷止工に相当量の土砂が堆積している。下流の河川が谷

止工の恩恵を受けているものと思われる。（奥津町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、治山事業を計画
的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば土砂の流出によ
る保全対象及び下流域への被害が懸念されることから、保全等保安林
機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、不安定土砂の安定が図られ、集中豪雨等による土
砂の流出もなく、災害の発生もなく有効な事業であると認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １６７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度（１年間）復旧治山（国有林）

事業実施地区名 大谷川地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
おおたにかわ

（都道府県名） （岡山県） 岡山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、岡山県赤磐郡瀬戸町に位置する熊山国有林で、平成３年の集中豪雨
により山腹崩壊が発生した。このため、山腹崩壊地の拡大防止と不安定土砂の流
出を防止し、早期復旧による保全及び保安林機能の増進を図るため実施した。

事業内容 山腹工 ４箇所 0.36 ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 42,187千円
総 便 益（Ｂ） 425,133千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.08

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び不安定土砂の安定が図られ、植生も回復し復旧が
状況 図られた。施工後の台風による集中豪雨に対しても崩壊地の拡大が防止され、災

害の発生もなく、有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岡山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、山腹崩壊地の復旧及び渓床の不安定土砂の安定が図られ
環境の変化 た。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨や台風の都度、崩壊地の拡大や不安定土砂の流出が続いて
変化 いたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家 20戸

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。

地元の意見： 事業の実施により、山腹崩壊の発生は見られない（瀬戸町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、森林整備を含め
た治山事業を計画的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地の状況から、放置すれば崩壊地の拡大による保全対象及
び下流域への被害が懸念されることから、保全等保安林機能の発揮の
ため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、山腹崩壊地の復旧が図られ、下流域の保全等が図
られており、有効な事業であると認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １６８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度（１年間）復旧治山（国有林）

事業実施地区名 越畑山地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
こしはたやま

（都道府県名） （岡山県） 岡山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、岡山県苫田郡鏡野町に位置する越畑山国有林で、平成７年の台風に
よる集中豪雨による山腹崩壊が発生し、荒廃渓流となったため、下流の人家等へ
の被害を及ぼす恐れがあった。このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に堆積した
不安定土砂の流出を防止し、早期復旧による保全及び保安林機能の増進を図るた
め実施した。

事業内容 渓間工 １基 山腹工 １箇所 0.10 ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 50,773千円
総 便 益（Ｂ） 191,396千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.77

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び不安定土砂の安定が図られ、植生も回復し復旧が
状況 図られた。施工後の台風・集中豪雨等に対し渓床も安定し、災害の発生もなく、

有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岡山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び渓
環境の変化 床の不安定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨や台風の都度、崩壊地の拡大や不安定土砂の流出が続いて
変化 いたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家 2戸、農地、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 山腹工は拡大崩壊を防止し、緑化により安定している。事業の目

的は十分達成されている。（鏡野町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、治山事業を計画
的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
土砂の流出による保全対象及び下流域への被害が懸念されることか
ら、保全等保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等が
図られ、下流域の保全等が図られており、有効な事業であると認めら
れる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １６９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度（１年間）復旧治山（国有林）

事業実施地区名 尻ナシ山地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
しりなしやま

（都道府県名） （広島県） 広島北部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
広島北部森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、広島県高田郡美土里町に位置する尻ナシ山国有林で、平成７年の集
中豪雨により荒廃渓流となり、不安定土砂が堆積していた。そのため渓床に堆積
した不安定土砂による被害の恐れがあるため、土砂の流出を防止し、早期復旧に
よる保全及び保安林機能の増進を図るため実施した。

事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 28,985千円
総 便 益（Ｂ） 50,014千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.73

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。施工後の集中豪雨に対しても
状況 渓床も安定し、災害の発生もなく、有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、広島北部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨や台風の都度、不安定土砂の流出が続いていたが、本事業
変化 の実施により安定が図られた。

保全対象：国道433号線、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 治山事業の実施により、下流域への土石等の流出も防止でき、植

林木への被害も防止でき効果は明確に評価される。（美土里町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、森林整備を含め
た治山事業を計画的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば土砂の流出によ
る保全対象及び下流域への被害が懸念されることから、保全等保安林
機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、不安定土砂の安定が図られ、集中豪雨等による土
砂の流出もなく、災害の発生もなく有効な事業であると認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １７０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度（１年間）予防治山（国有林）

事業実施地区名 油野川地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
ゆのかわ

（都道府県名） （岡山県） 岡山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、岡山県阿哲郡神郷町に位置する三室国有林で、渓流内に不安定土砂
が堆積しているため、下流域の集落への被害の恐れが懸念されていた。そのため
土砂の流出による被害を予防し、保全及び保安林機能の増進を図るため実施し
た。

事業内容 渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 36,466千円
総 便 益（Ｂ） 171,364千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.70

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。施工後の集中豪雨に対しても
状況 渓床も安定し、災害の発生もなく、有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岡山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、不安定土砂の流出が予想されていたが、本事業の実施により安定が
変化 図られた。

保全対象：人家 5戸、農地、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 山地災害に対する危機管理体制の整備強化を進める上で、防災意

識を高める必要がある。山腹崩壊や土石流に対する事業は重要であ
り山地災害に備える必要がある。（神郷町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、治山事業を計画
的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば土砂の流出によ
る保全対象及び下流域への被害が懸念されることから、保全等保安林
機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、集中豪雨等による土砂の流出もなく、災害の発生
もなく有効な事業であると認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である予防対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １７１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度（１年間）予防治山（国有林）

事業実施地区名 石原地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
いしはら

（都道府県名） （岡山県） 岡山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、岡山県御津郡御津町に位置する加茂山国有林で、渓流内に不安定土
砂が堆積しているため、下流域の集落への被害の恐れが懸念されていた。そのた
め土砂の流出による被害を予防し、保全及び保安林機能の増進を図るため実施し
た。

事業内容 渓間工 ２基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 40,144千円
総 便 益（Ｂ） 177,803千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.43

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られた。施工後の集中豪雨に対しても
状況 渓床も安定し、災害の発生もなく、有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岡山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、渓床の不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、不安定土砂の流出が予想されていたが、本事業の実施により安定が
変化 図られた。

保全対象：人家 6戸、農地、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 谷止工に異常は見られない。上流には多量の土石が確認されてお

り、大雨による流入が懸念される。今後護岸整備が望まれる。
（御津町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、森林整備を含め
た治山事業を計画的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば土砂の流出によ
る保全対象及び下流域への被害が懸念されることから、保全等保安林
機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、集中豪雨等による土砂の流出もなく、災害の発生
もなく有効な事業であると認められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である予防対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １７２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成４年度～８年度（５年間）生活環境保全林整備（国有林）

事業実施地区名 熊山地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
くまやま

（都道府県名） （岡山県） 岡山森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、岡山県岡山市及び近郊の都市近郊林として自然休養林、県立公園に
指定されている地区で、市民の憩いの場所となり、入林者も多い。一部に表土の
流出等も見られ、直下には人家等も接近しているため、山腹崩壊地の拡大及び不
安定土砂の流出を防止し、早期復旧による保全及び保安林機能の増進を図るため
実施した。

事業内容 渓間工 ７基 山腹工 １箇所 0.14 ha
管理車道 1,360ｍ
保育 33.63 ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 320,779千円
総 便 益（Ｂ） 755,043千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.35

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び不安定土砂の安定が図られ、植生も回復し復旧が
状況 図られた。また休養林の利用や防災対策上に管理道が利用されている。施工後の

台風・集中豪雨等に対し渓床も安定し、災害の発生もなく、有効に効果が発揮さ
れている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、岡山森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び渓
環境の変化 床の不安定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨や台風の都度、崩壊地の拡大や不安定土砂の流出が続いて
変化 いたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家 23戸、農地、道路

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 操山については、市民憩いの場としての整備の推進をお願いした

い。（岡山市）
当該谷止工により上流土砂の流出防止等の目的が達成されてい

る。（加茂川町）
事業実施により山腹崩壊はない。（瀬戸町）

渓流に堆積している不安定土砂の下流への流出を防止し、山地保
全に十分機能を果たしている。（熊山町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、森林整備を含め
た治山事業を計画的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
土砂の流出による保全対象及び下流域への被害が懸念されることか
ら、保全等保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等が
図られ、下流域の保全等が図られており、有効な事業であると認めら
れる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １７３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成６年度～８年度（３年間）森林水環境総合整備（国有林）

事業実施地区名 宇波山地区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
うなみやま

（都道府県名） （鳥取県） 鳥取森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
鳥取森林管理署

事業の概要・目的 本地区は、千代川流域の上流部で鳥取県八頭郡智頭町に位置する宇波山国有林
で、下流の宇波集落の上水及び農業用水取水施設もあり水資源の安定的な供給及
び自然環境の維持・保全等、公益的機能の発揮等に関する地域の要望が高い。

これらの要請に応え、不安定土砂の流出を防止するための治山施設の整備と過
密となり下層植生の脆弱な人工林の森林整備を行い、良質な生活用水の確保と下
流域の保全及び保安林機能の増進を図るため実施した。

事業内容 渓間工 ３基
作業道新設 190ｍ
本数調整伐 122.17 ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 93,012千円
総 便 益（Ｂ） 646,752千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.95

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の安定が図られ、森林整備により下層植生が進入
状況 し表土の安定が図られ森林の保安林機能も高まった。施工後の台風・集中豪雨等

に対し渓床も安定しており、平成12年10月の鳥取西部地震による災害の発生もな
く、有効に効果が発揮されている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、鳥取森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業の実施により、林内の植生の回復と渓床の不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、集中豪雨や台風の都度、不安定土砂の流出があり下流部の取水施設
変化 にも影響を与えていたが、本事業の実施により良好な水資源の確保が図られた。

保全対象：人家 22戸、農地、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、森林整備などを適切に実施し
ていく必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けること
が必要である。
地元の意見： 千代川最上流部に位置し、下流住民の水資源の確保と山地災害の

未然防止のため治山事業の必要性を認識。積極的な防災施設の設置
を要望。（智頭町）

第三者委員会の意見 治山施設は有効に機能している。今後も下流域の保全のため、森林整備を含め
た治山事業を計画的に実施する必要がある。

評価結果 ・必要性： 渓床に堆積する不安定土砂の状況や下層植生の脆弱な森林を放置す
れば土砂の流出による保全対象及び下流域への被害が懸念されること
から、保全等保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業実施により、渓床の不安定土砂の安定と森林の下層植生の回復
等が図られ、下流域の保全等が図られており、有効な事業であると認
められる。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工法・工種で検討されており、また、事業実施にあたってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である良質な水資源の安
定的供給等の対策が有効に機能し保安林機能の増大が図られているものと認めら
れる。



整理番号 １７４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成４年度～８年度（５年間）

事業実施地区名 大坂 事業実施主体 四国森林管理局（おおさか）
（都道府県名） （香川） 香川森林管理事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 香川森林管理事務所

事業の概要・目的 当地区は、香川県東部引田町に位置し、平成３年９月の台風１９号の豪雨によ
り、山腹斜面が崩壊するとともに崩壊土砂が流出し、下流の県道を一時通行不能
にする被害が発生した。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に堆積している不安定土砂の流出を防止
し県道の保全及び保安林機能の増進を図った。

主な事業内容 山腹工 ０．１０（ｈａ）
渓間工 １基

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ３０，２０７ 千円
総 便 益（Ｂ） １１４，６３１ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３.７９

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
状況 土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の平成１０年１０月の台風１０号に伴う豪雨（130mm)の際に
も崩壊の発生及び土砂の流出はなかった。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、香川森林管理事務所において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し山腹崩壊地の復旧及び不安定
環境の変化 土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、砂岩、泥岩の互層よりなる脆弱な地質であり、集中豪雨の都度山腹
変化 斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生していたが、本事業の実

施により安定が図られた。
保全対象： 人家５戸、県道１号線

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、適切な森林の取り扱いを実施
していく必要がある。

地元の意見：工事施工後、度重なる豪雨があったにも関わらず災害の発生がみ
られず、治山事業の効果を認識している。

第三者委員会の意見 今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果の
ＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば
崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全のため当事業の
実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により山腹崩壊地の復旧、渓床の不安定土砂の安定等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種、工法で検討されていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第３者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、初期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １７５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 地域総合防火対策治山（国有林） 事業実施期間 平成４年度～８年度（５年間）

事業実施地区名 熊本西部地区 事業実施主体 九州森林管理局（くまもとせいぶ）
（都道府県名） （熊本県） 熊本森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 熊本森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、熊本市の西に位置し、集落に接する里山的国有林が多く、その大部
分が、「くまもと自然休養林」の指定を受け、熊本市街地に近いことから入り込
み者も多い。また、熊本県有数のみかん産地で、果樹園地化が進められており、
国有林界付近まで宅地開発が進行していることから、林野火災の発生頻度が高い
地域である。

このため、防火機能の向上が期待できる、耐火性の高い森林造成、路網の整
備、防火管理施設等、保安施設事業実行による民心安定の必要から事業に着手し
た。

・主な事業内容

渓 間 工 １基
路網整備 4,457ｍ
森林整備 143ha
管理施設 ２箇所

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ) 206,959 千円
総 便 益（Ｂ） 1,898,228 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.17

② 事業効果の発現 事業完了後、路網整備等により台風による被害木の調査や森林整備等及びレク
状況 リェーション利用等などの自然休養林への入り込み者等に有効的に活用され、地

域社会及び民心の安定に寄与している。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、熊本森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、林野火災に対する防火施設の充実、路網の整備等が図られ、
環境の変化 森林レクリエーション利用等にも有効的に活用され、地域社会及び民心の安定に

寄与している。
また、本事業の実施による環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、「くまもと自然休養林」の指定を受けているため、入り込み者が多
変化 く常に山火事警防に努める必要があり、防火施設の充実、路網の整備等の防災機

能の充実が図られ、民心の安定が図られた。

⑥ 今後の課題等 防災機能の高い森林の維持造成を図る必要がある。
・地元の意見：特になし

第三者委員会の意見 本評価の対象とした事業は、その目的を達成しており、今日それなりの効果が
見られ評価できる。

評価結果 ・必要性： 「くまもと自然休養林」の指定を受け、熊本市街地に近いことから
入り込み者も多く、国有林界付近まで宅地開発が進行していることか
ら、防火対策のうえから実施の必要があった。。

・有効性： 防火管理施設（ヘリポート）等の新設、路網の整備、保安施設事業
実行により、迅速な消火活動の整備や耐火性の高い森林造成が図ら
れ、事業の有効性が認められる。

・効率性： 計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工種・工
法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮減に努め
ていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である防火対策機能が有
効に図られているものと認められる。



整理番号 １７６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 湯前地区 事業実施主体 九州森林管理局（ゆのまえ）
（都道府県名） （熊本県） 熊本南部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 熊本南部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、熊本県湯前町の南東に位置し、平成２年の集中豪雨及び平成３年の
台風１９号により、大規模な風倒木被害や多数の山腹崩壊が発生した。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、下流域の人家や県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容 渓間工 １（基）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 19,289千円
総 便 益（Ｂ） 162,037千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.40

② 事業効果の発現 事業実施により、渓流内の多量の不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の集中豪雨等においても、不安定土砂の流出が軽減されてい

る。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、熊本南部森林管理署において管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境の影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、豪雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が
変化 発生していたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家５戸、県道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期に発揮させるため、森林整備などを適切に実施していく必
要がある。

また、今後の事業においてもコストの縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見： 施工前は、集中豪雨時には土砂が下流域まで流出していたが、施

工後は治山事業の効果により下流への土砂流出は軽減されている。
しかし、上流域には崩壊地も多く、渓流内に土砂が堆積している箇
所も見られるため、今後とも森林整備を含めた治山事業の推進をお
願いする。（湯前町）

第三者委員会の意見 本評価の対象とした事業は、その目的を達成しており、今日それなりの効果が
見られ評価できる。

評価結果 ・必要性： 多量な風倒木や山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況か
ら放置すれば崩壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等
保安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、不安定土砂の流出防止及び渓床の安定等により
下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １７７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 内山地区 事業実施主体 九州森林管理局（うちやま）
（都道府県名） （宮崎県） 宮崎森林管理署

完了後経過年 ５年 管 理 主 体 宮崎森林管理署
数

事業の概要・目的 当地区は、宮崎県須木村の南東に位置し、平成５年６月の集中豪雨により、山
腹斜面が崩壊するとともに渓流域内で土石流が発生し、直下の林道に被害を与え
るとともに桑俣川へ流出した。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、下流域の人家、農耕地、林道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容 渓間工 １（基）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 16,943千円
総 便 益（Ｂ） 182,664千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.78

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
状況 定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の豪雨等においても、下流域への不安定土砂の流出防止が図
られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、宮崎森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、渓岸に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境の影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、古第３期から中生代の砂岩、頁岩からなる脆弱な地質構造であり、
変化 また、地形が急峻なため豪雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土

砂の流出が発生していたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家５戸、農耕地、林道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期に発揮させるため、森林整備などを適切に実施していく必
要がある。

また、今後の事業においてもコストの縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見： 施工後、豪雨にもかかわらず、下流域への不安定土砂の流出防止

が図られ、治山事業の効果を十分に発揮している。（須木村）

第三者委員会の意見 本評価の対象とした事業は、その目的を達成しており、今日それなりの効果が
見られ評価できる。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から放置すれば崩
壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発
揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、不安定土砂の流出防止及び渓床の安定等により
下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １７８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 本田野地区 事業実施主体 九州森林管理局（ほんたの）
（都道府県名） （宮崎県） 宮崎森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 宮崎森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、宮崎県田野町と北郷町に接する県道（日南・高岡線）の上部に位置
し、国有林の造林地内において、大転石（岩塊）に亀裂が発生したまま不安定な
状態であり、このまま放置すれば地震や集中豪雨等により、下部に崩落し県道や
人家への被害を与える危険性がある。

このため、このため、早急に山腹斜面の安定と保全対象を保護するため、民心
の安定上必要な措置として事業に着手した。

・主な事業内容 岩塊堀削 １（箇所）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 1,239千円
総 便 益（Ｂ） 10,494千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.47

② 事業効果の発現 事業実施により、造林地の崩壊防止及び下流域の県道や人家被害を未然に防止
状況 することができた。 また、事業完了後の豪雨等においても、崩壊等の防止効果

が認められ、民心の安定に寄与した。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、宮崎森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、造林地の崩壊防止及び下流域の県道や人家被害を未然に防止
環境の変化 することができた。

また、本事業の実施による環境の影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、第３期の砂岩、頁岩からなる脆弱な地質構造であり、地形も急峻
変化 で、台風等の常襲地帯でもあり、毎年、集中豪雨等が多い。また、県道（日南・

高岡線）は、生活関連道路のため車輌の通行が多い。
保全対象：人家５戸、県道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期に発揮させるため、森林整備などを適切に実施していく必
要がある。また、当該箇所の周辺には、崩落の危険性がある大転石が露呈してい
る類似箇所が見受けられるため、現地の状況を注意深く監視していく必要があ
る。
地元の意見： 当該地域は、地すべり地帯であり、山腹斜面下には、九州縦貫動

車道につながる主要地方道（県道日南・高岡線）があり、通行車輌
も多い。今回の復旧治山事業（岩塊掘削）により車輌運行の安全性
が保たれたとともに下流域の人家被害を未然に予防することが出来
た。 （田野町）

第三者委員会の意見 本評価の対象とした事業は、その目的を達成しており、今日それなりの効果
が見られ評価できる。

評価結果 ・必要性： 国有林の造林地内において、大転石（岩塊）に亀裂が発生したまま
不安定な状態であり、このまま放置すれば地震や集中豪雨等により、
下部に崩落し県道や人家への被害を与える危険性があることから当事
業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、事業完了後以降に発生した豪雨等において、崩
壊等の発生はなく、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １７９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 田辺地区 事業実施主体 九州森林管理局（たなべ）
（都道府県名） （宮崎県） 宮崎森林管理署 都城支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 宮崎森林管理署 都城支署

事業の概要・目的 当地区は、宮崎県高城町の北に位置し、たび重なる集中豪雨等により、山腹斜
面が崩壊し、不安定土砂の流下により下流域の民地に被害を与えた。

このため、山腹崩壊地の拡大及び不安定土砂の流出を防止し、下流域の人家、
農耕地等の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容 山腹工 ０．０８（ha）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 10,426千円
総 便 益（Ｂ） 24,254千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.33

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
状況 定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の豪雨等においても、下流域への不安定土砂の流出防止が図
られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、宮崎森林管理署都城支署において
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
環境の変化 定土砂の安定が図られた。

また、本事業の実施による環境の影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、豪雨の都度、山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出
変化 が発生していたが、本事業の実施により安定が図られた。

保全対象：人家、農耕地

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期に発揮させるため、森林整備などを適切に実施していく必
要がある。また、今後の事業においてもコストの縮減の努力を続けることが必要
である。
地元の意見： 施工後は、度重なる豪雨にもかかわらず土石流等は発生しておら

ず、治山事業の効果を評価している。今後も計画的に事業の実施を
お願いする。（高城町）

第三者委員会の意見 本評価の対象とした事業は、その目的を達成しており、今日それなりの効果が
見られ評価できる。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び不安定土砂の状況から放置すれば崩壊地の拡大等が
懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮のため当事業
の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、山腹崩壊の復旧、不安定土砂の安定等により下
流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １８０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 天神ヶ尾地区（ 事業実施主体 九州森林管理局てんじんがお）
（都道府県名） （鹿児島県） 鹿児島森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 鹿児島森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、鹿児島県日吉町の西に位置し、平成５年の台風１３号及び以後の台
風の襲来や集中豪雨等の波浪と高波により、平成５、７年度に施行されていた護
岸工が被災し、海岸沿いに設置された飛砂防備保安林の林帯の侵食が著しく進み
林帯が後退した。

このため、林帯の浸食を防止し、工場、人家、キャンプ場等の保全及び保安林
機能の増進を図った。

・主な事業内容 矢板打込工

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 5,213千円
総 便 益（Ｂ） 7,829千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.50

② 事業効果の発現 事業実施により、林帯の浸食等の防止・軽減効果が認められ、砂丘の衰退も軽
状況 減し、林帯の安定が図られた。

また、事業完了後に襲来した台風等においても、林帯の安定が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、鹿児島森林管理署において管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、林帯の安定が図られるとともに、当該年度に林地荒廃防止施
環境の変化 設災害復旧事業により林帯の回復と復旧対策を実施し、十分に林帯の侵食効果を

発揮している。
また、本事業の実施による環境の影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、海岸線に面した砂の地質構造であり、台風や集中豪雨の都度飛砂
変化 防備保安林の林帯の浸食が進行していたが、本事業の実施により安定が図られ

た。
保全対象：工場、人家、キャンプ場

⑥ 今後の課題等 施設災害復旧事業により復旧対策を講じたが、保全対象の工場と人家が近接し
ているため、台風襲来や集中豪雨時には、侵食防止機能に異常を来たしていない
か確認する必要がある。また、今後の事業においてもコストの縮減の努力を続け
ることが必要である。
地元の意見： 復旧治山事業の天神ヶ尾地区の事業完了により、崩壊等の防止に

寄与するものと思われる。また、完了地区より北側においても波浪
や豪雨等により、崩壊等が懸念されるため今後も事業を推進してい
ただきたい。 （日吉町）

第三者委員会の意見 本評価の対象とした事業は、その目的を達成しており、今日それなりの効果が
見られ評価できる。

評価結果 ・必要性： 海岸沿いに設置された飛砂防備保安林の林帯の侵食が著しく進み林
帯の浸食が進み、このまま放置すれば、国有林と隣接した工場等に被
害を与える可能性が高いことから当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、林帯の安定が図られるとともに林地荒廃防止施
設災害復旧事業により林帯も回復し、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １８１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 三京岳地区 事業実施主体 九州森林管理局（みきょうけ）
（都道府県名） （鹿児島県） 鹿児島森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 鹿児島森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、鹿児島県天城町の東に位置し、台風の常襲地帯であり、過去に台風
等の集中豪雨で山腹崩壊が発生し、多量の不安定土砂が堆積している地区であ
る。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、下流域の人家、農耕地等の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容 渓間工 １（基）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 16,226千円
総 便 益（Ｂ） 147,804千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.11

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地及び渓岸に植生が回復し、山腹崩壊地の復旧及び不安
状況 定土砂の安定が図られた。

また、事業完了後の豪雨等においても、下流域への不安定土砂の流出防止が図
られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、鹿児島森林管理署において管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出防止及び渓床の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境の影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢 当地区は、比較的急峻な地形で、基岩は古生層の粘板岩のため、風化が著しく
の変化 過去の台風等の都度山腹斜面の崩壊により、森林の被害、崩壊土砂の流出が発生

していたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家４０戸、学校

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期に発揮させるため、森林整備などを適切に実施していく必
要がある。また、今後の事業においてもコストの縮減の努力を続けることが必要
である。
地元の意見： 施工後、度重なる豪雨にもかかわらず、下流域への不安定土砂の

流出防止が図られ、治山事業の効果を充分に発揮している。
（天城町）

第三者委員会の意見 本評価の対象とした事業は、その目的を達成しており、今日それなりの効果が
見られ評価できる。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から放置すれば崩
壊地の拡大等が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発
揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、不安定土砂の流出防止及び渓床の安定等により
下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １８２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 八津野地区 事業実施主体 九州森林管理局（はつの）
（都道府県名） （鹿児島県） 鹿児島森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 鹿児島森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、鹿児島県住用村の南西に位置し、台風の常襲地帯であるために年間
を通して降雨量が多く、役勝川上流域では、上流域から流出した多量の不安定土
砂が堆積し、今後の台風等の集中豪雨で堆積した不安定土砂が下流域の保全対象
の人家、農耕地等へ一挙に流出する恐れがある。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、下流域の人家、農耕地等の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容 谷止工 １（基）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 18,246千円
総 便 益（Ｂ） 163,973千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.99

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の流出防止及び渓床の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の台風・集中豪雨等においても、下流域への不安定土砂の

流出防止が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、鹿児島森林管理署において管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出防止及び渓床の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境の影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、起伏に富んだ上昇斜面型が多く、基岩は古生層の粘板岩、凝灰岩、
変化 砂岩等からなり風化も比較的進んでおり、渓流域には不安定土砂が多量に堆積し

ていたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家５２戸

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期に発揮させるため、森林整備などを適切に実施していく必
要がある。また、今後の事業においてもコストの縮減の努力を続けることが必要
である。
地元の意見： 下流域への不安定土砂の流出防止が図られ、治山事業の効果を充

分発揮している。（瀬戸内町長）
施工後、度重なる豪雨にもかかわらず、下流域への不安定土砂の

流出は少なく、治山事業の効果が発揮されている。（住用村長）

第三者委員会の意見 本評価の対象とした事業は、その目的を達成しており、今日それなりの効果
が見られ評価できる。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から放置すれば下
流域の保全対象地への被害が懸念されることから、下流域の保全等保
安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、不安定土砂の流出防止及び渓床の安定等により
下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １８３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 尻無地区 事業実施主体 九州森林管理局（しりんなし）
（都道府県名） （鹿児島県） 大隅森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 大隅森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、鹿児島県松山町の東に位置し、平成８年の台風６号により林地崩壊
が発生し、崩壊地下流には多量の不安定土砂が堆積した。今後の降雨等で崩壊地
が拡大するとともに堆積した不安定土砂が流出し、保全対象である下流域の民
家、県道に被害を与える恐れがある。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、下流域の人家、県道等の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容 コンクリート土留工 １（基）
山腹工 0.14（ha）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 15,943千円
総 便 益（Ｂ） 90,095千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.65

② 事業効果の発現 事業実施により、崩壊地に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の集中豪雨等においても、山腹崩壊防止及び不安定土砂の流

出防止が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、大隅森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、崩壊地に植生が回復し、不安定土砂の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境の影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、日南層群の砂岩・頁岩地帯で渓流域には、第４紀に噴出した姶良火
変化 山の堆積物がみられる。地形は急峻で台風等の集中豪雨で不安定土砂が堆積して

いたが、本事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家、県道

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期に発揮させるため、森林整備などを適切に実施していく必
要がある。また、今後の事業においてもコストの縮減の努力を続けることが必要
である。
地元の意見： 事業効果の発現により下流が保全された。今後とも、森林の健全

化に努められたい。 （松山町）

第三者委員会の意見 本評価の対象とした事業は、その目的を達成しており、今日それなりの効果が
見られ評価できる。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及不安定土砂の状況から放置すれば下流域の保全対象地
への被害が懸念されることから、下流域の保全等保安林機能の発揮の
ため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、崩壊斜面の緑化及び不安定土砂の流出防止等に
より下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。



整理番号 １８４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業実施期間 平成８年度（１年間）

事業実施地区名 国見平地区 事業実施主体 九州森林管理局（くにみひら）
（都道府県名） （鹿児島県） 大隅森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 大隅森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、鹿児島県内之浦町の北に位置し、平成２年の台風２０号による局地
的な集中豪雨により、多数の林地崩壊が発生し、山腹面及び渓流域に多量の不安
定土砂が堆積していた。

今後の台風等の集中豪雨により、荒廃地が拡大して下流域の保全対象である人
家、給水施設、国道等に被害を与える恐れがある。

このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積している土砂の流出を防
止し、下流域の人家、農耕地等の保全及び保安林機能の増進を図った。

・主な事業内容 谷止工 １（基）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 22,677千円
総 便 益（Ｂ） 204,896千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.04

② 事業効果の発現 事業実施により、不安定土砂の流出防止及び渓床の安定が図られた。
状況 また、事業完了後の台風・集中豪雨等においても、下流域への不安定土砂の流

出防止が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した治山施設については、大隅森林管理署において管理され
された施設の管理 ている。
状況

④ 事業実施による 事業実施により、不安定土砂の流出防止及び渓床の安定が図られた。
環境の変化 また、本事業の実施による環境の影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地区は、第３紀の花崗岩を基盤とする地質で、風化を受けて、脆弱となり、
変化 渓流域には以前より台風等の集中豪雨で不安定土砂が多量に堆積していたが、本

事業の実施により安定が図られた。
保全対象：人家１２戸、国道、給水施設

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期に発揮させるため、森林整備などを適切に実施していく必
要がある。また、今後の事業においてもコストの縮減の努力を続けることが必要
である。
地元の意見： 施工工作物の施工効果が図られ、土砂・流木等の流出による災害

防止等の機能が発揮されている。 （内之浦町）

第三者委員会の意見 本評価の対象とした事業は、その目的を達成しており、今日それなりの効果が
見られ評価できる。

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から放置すれば下
流域の保全対象地への被害が懸念されることから、下流域の保全等保
安林機能の発揮のため当事業の実施が必要であった。

・有効性： 事業の実施により、不安定土砂の流出防止及び渓床の安定等により
下流域の保全等が図られており、事業の有効性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な
工種・工法で検討されており、また、事業実施に当たってもコスト縮
減に努めていることから、効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、所期の目的である復旧対策が有効に
機能し保安林機能の増大が図られているものと認められる。
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